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自己点検・評価報告書 
 
 

この自己点検・評価報告書は、一般財団法人大学・短期大学基準協会の認証評

価を受けるために、宇都宮短期大学の自己点検・評価活動の結果を記したもので

ある。 

 
令和 5 年 6 月 21 日 

 
 

理事長 
    須賀 英之 

 
学長 
    須賀 英之 
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1．自己点検・評価の基礎資料 
 
（1）学校法人及び短期大学の沿革 
                             
＜学校法人の沿革＞ 
明治 33 年 11 月 3 日 須賀栄子により須賀学園創立（宇都宮市西塙田町） 
明治 43 年 10 月 20 日 宇都宮市河原町（現在の松が峰 2 丁目）に移転 
昭和 20 年 7 月 12 日 宇都宮大空襲により全校舎焼失 
昭和 21 年 4 月 1 日 宇都宮市睦町（現在の睦町キャンパス、元陸軍野砲兵連隊跡）

に移転 
昭和 23 年 4 月 1 日 学制改革により宇都宮須賀高等学校（普通科・家政科・商業科）

となる。 
昭和 39 年 4 月 1 日 高等学校に音楽科を設置 
昭和 42 年 4 月 1 日 宇都宮短期大学音楽科を創設（長坂キャンパス） 
昭和 43 年 9 月 1 日 高等学校は宇都宮短期大学附属高等学校と校名変更 
昭和 45 年 4 月 1 日 高等学校に調理科を設置 
昭和 58 年 4 月 1 日 宇都宮短期大学附属中学校を創設（中高一貫教育） 
昭和 61 年 4 月 1 日 高等学校の普通科は特進コース・進学コース・英進コース（現

在の進学コース）の 3 コース制となる。 
昭和 63 年 4 月 1 日 高等学校の家政科は生活教養科、商業科は情報商業科となる。 
平成 11 年 4 月 1 日 那須大学都市経済学部（現 宇都宮共和大学シティライフ学部）

を創設（那須キャンパス） 
平成 12 年 11 月 3 日 須賀学園創立 100 周年 
平成 13 年 4 月 1 日 宇都宮短期大学に人間福祉学科（社会福祉専攻・介護福祉専攻）

を設置  
平成 14 年 4 月 1 日 高等学校普通科に応用文理コースを設置 
平成 15 年 4 月 1 日 宇都宮短期大学人間福祉学科に幼児福祉専攻を設置  
平成 17 年 9 月 1 日 須賀学園教育会館を開設（睦町キャンパス） 
平成 18 年 4 月 1 日 那須大学都市経済学部から宇都宮共和大学シティライフ学部に

名称変更 宇都宮シティキャンパスを開設 
平成 23 年 4 月 1 日 高等学校普通科に特別選抜コースを設置し、5 コース制となる。 

宇都宮短期大学人間福祉学科幼児福祉専攻を改組して、宇都宮

共和大学に子ども生活学部を設置（長坂キャンパス） 
平成 31 年 4 月 1 日 宇都宮短期大学に食物栄養学科を設置 
 
学校法人須賀学園は、明治 33 年 11 月 3 日、須賀栄子により栃木県最古の私学女子高等

教育機関として宇都宮市に創設された。昭和 20 年 7 月、第二次大戦の終戦の前月の宇都

宮大空襲により宇都宮市河原町（現在の松が峰 2 丁目）にあった全校舎が焼失したため、
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現在の須賀学園本部地（宇都宮市睦町）に移転した。 
須賀学園は、昭和 23 年の学制改革により宇都宮須賀高等学校（普通科・家政科・商業

科）となる。その後、昭和 42 年に睦町から 3 ㎞ほど離れた宇都宮市下荒針町長坂に宇都

宮短期大学音楽科を創設し、翌年（昭和 43 年）に宇都宮須賀高等学校（昭和 23 年）を宇

都宮短期大学附属高等学校に改名した。 
その後、昭和 58 年に同附属中学校を、平成 11 年に那須大学都市経済学部（現宇都宮共

和大学シティライフ学部）を創設した。 平成 13 年には、宇都宮短期大学に人間福祉学科

（社会福祉専攻・介護福祉専攻）を設置した。平成 23 年には、宇都宮短期大学人間福祉学

科幼児福祉専攻（平成 15 年設置）を改組し、新たに宇都宮共和大学に子ども生活学部を設

置した。平成 31 年には宇都宮短期大学に食物栄養学科を設置した。 
 
現在、須賀学園は、宇都宮共和大学、宇都宮短期大学、宇都宮短期大学附属高等学校、

宇都宮短期大学附属中学校を擁し、学生・生徒約 3,200 人が学んでいる。 
「全人教育（人間形成の教育）」を建学の精神に、学生・生徒一人ひとりの能力、個性、

特性に応じた教育と生活指導の徹底を実践して、進学や就職、課外活動で優秀な成績をあ

げ、北関東における歴史と伝統を有する総合学園として高く評価されている。須賀学園の

卒業生は 60,000 人を超え、企業、団体など様々な場で社会人、経済人、教育人、家庭人と

して幅広く活躍している。 
 
＜短期大学の沿革＞ 

開設又は 
改編時期 

音楽科 人間福祉学科 食物栄養学科 

昭和 42年 4月 宇都宮短期大学音楽科設置 
（定員 100 人） 

  

平成 11年 4月 
那須大学（現 宇都宮共和大

学）設置のため音楽科入学定員

減（定員 100 人→90 人） 

  

平成 13年 4月 
人間福祉学科設置のため音楽

科入学定員減 
（音楽科 90 人→70 人） 

宇都宮短期大学人間福祉学科 
社会福祉専攻（定員 120 人）・ 
介護福祉専攻（定員 80 人）設

置 

 

 

平成 15年 4月  

宇都宮短期大学人間福祉学科 
幼児福祉専攻（定員 50 人）設

置 
（社会福祉専攻 120 人→70人） 

 

 

平成 19年 4月  

宇都宮短期大学人間福祉学科 
幼児福祉専攻入学定員増加 
（幼児福祉専攻 50 人→70 人、 
社会福祉専攻 70 人→50 人） 

 

 

平成 23年 4月  

宇都宮短期大学人間福祉学科 
幼児福祉専攻（定員 70 人）を 
宇都宮共和大学子ども生活学

部（定員 100 人）に改組 

 

 

平成 26年 4月 宇都宮短期大学音楽科入学定

員減（70 人→40 人）  

宇都宮短期大学人間福祉学科 
入学定員減 
（社会福祉専攻 50 人→40 人、 
介護福祉専攻 80 人→40 人）  
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平成 31年 4月 
 
 
 

宇都宮短期大学人間福祉学科 
入学定員減 
（社会福祉専攻 40 人→30 人、 
介護福祉専攻 40 人→20 人） 

宇都宮短期大学食物栄養学科

設置（定員 30 人） 

 
宇都宮短期大学は、須賀学園伝統の「全人教育（人間形成の教育）」の理念を継承して、

昭和 42 年に北関東で先駆的な音楽単科短大として創設され、令和 4 年には創立 55 周年を

迎えた。この間、音楽科では、その優れた教育内容と教授陣、教育設備が高く評価され、

これまでに 3,800 人を超える卒業生を送り出している。特色あるカリキュラムで、音楽教

育の一層の拡充に取り組んでいる。 
 一方、平成 13 年に福祉人材の養成を目的として宇都宮短期大学に人間福祉学科（社会

福祉専攻・介護福祉専攻）を設置した。人間福祉学科は 1,900 人を超える卒業生を輩出し、

福祉施設等から、地域福祉のリーダーを養成する教育機関として、厚い信頼を得ている。

また、平成 31 年に設置した食物栄養学科は、令和 5 年 3 月に第 3 期生が巣立ち、合わせ

て約 80 人の卒業生が病院を中心に児童・高齢者福祉施設等で活躍している。 
 
（2）学校法人の概要 
                              令和 5 年 5 月 1 日現在 

教育機関名 所在地 
入学 
定員 

収容 
定員 

在籍 
者数 

宇都宮共和大学 栃木県宇都宮市大通り 1 丁目 3 番 18 号 
栃木県宇都宮市下荒針町長坂 3829 130 520 482 

宇都宮短期大学 栃木県宇都宮市下荒針町長坂 3829 120 240 144 

宇都宮短期大学 
附属高等学校 栃木県宇都宮市睦町 1 番 35 号 870 2,610 2,494 

宇都宮短期大学 
附属中学校 栃木県宇都宮市睦町 1 番 35 号 80 240 153 
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（3）学校法人・短期大学の組織図          

 

法人本部
事務室

宇都宮共和大学
(学　長)

シティライフ学部

評議員会

監事

理事会
(理事長)

音楽科

都市経済
研究センター

子育て支援
研究センター

子ども生活学部

図書館
(図書館長)

 事務局

宇都宮短期大学
附属中学校

（校　長）

中高一貫コース

地域福祉
開発センター

中高事務室

食物栄養学科

図書館
（図書館長）

事務局

人間福祉学科
　 社会福祉専攻
　 介護福祉専攻

アドミッションセンター

学校法人須賀学園の組織図

(副学長)

宇都宮短期大学
(学　長)

(副学長)

宇都宮短期大学
附属高等学校

（校　長）

国際交流センター

 中高一貫コース

 特別選抜コース

 特進コース

 進学コース

 応用文理コース

　調　理　科

　音　楽　科

　普　通　科

　生活教養科

　情報商業科

（入試広報室）

（キャリア相談室）

経理・財務係

総務課

渉外・共済係

入試係

教務係

学生係

施設・食堂係

図書館事務 図書係

教職課程係

就職係

学生支援係

総務係

広報係

学務課

（入試広報室）

（キャリア相談室）

経理・財務係

総務課

渉外・共済係

入試係

教務係

学生係

施設・食堂係

図書館事務 図書係

教職課程係

就職係

学生支援係

総務係

広報係

学務課
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宇都宮短期大学の組織図 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                

教 授 会 

教 務 委 員 会 

学 生 委 員 会 

教職・実習委員会 

就 職 委 員 会 

研究倫理委員会 

研究・図書委員会 

地域福祉開発センター 

自己点検・ 
評価委員会 

自己点検・ 
評価推進部会 

 FD 部会 

SD 部会 

学  

長 

内部質保証会議 

副学長 

運営委員会 
人事委員会 



 
宇都宮短期大学 

7 
 

 
（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ 
 立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢） 

本学は、栃木県県庁所在地宇都宮市に位置している。宇都宮市は、10 市町に隣接してい

る。 
 宇都宮市を含めた隣接する 11 市町の人口は、栃木県による統計調査「毎月人口推計月

報」（令和 5 年 1 月 1 日現在）によると、県全体の人口の半数以上（51.8％）を占めてい

る。また、平成 31 年から令和 5 年までの 5 年間の人口の推移では、県全体では年々減少

し、平成 31 年に比べて令和 5 年は約 71,000 人、宇都宮市とその近隣する 11 市町では約

30,000 人減っている。宇都宮市のみでは約 7,800 人の減少にとどまっている。 
 
宇都宮短期大学が位置する宇都宮市及び隣接市町の人口動態    

地域 
平成 31 

（2019）年 
令和 2 

（2020）年 
令和 3 

（2021）年 
令和 4 

（2022）年 
令和 5 

（2023）年 
人数 

（人） 
割合 

（％） 
人数 

（人） 
割合 

（％） 
人数 

（人） 
割合 

（％） 
人数 

（人） 
割合 

（％） 
人数 

（人） 
割合 

（％） 

宇都宮市 522,688 26.5 521,754 26.5 521,104 26.6 516,498 26.9 514,859 27.0 

日光市 82,638 4.2 81,414 4.1 80,168 4.1 76,027 4.0 74,789 3.9 

鹿沼市 97,759 4.9 97,288 4.9 96,340 4.9 93,179 4.9 92,206 4.3 

下野市 60,141 3.0 60,254 3.1 60,163 3.1 59,475 3.1 59,413 3.1 

真岡市 80,793 4.1 80,395 4.1 79,871 4.1 77,959 4.1 77,757 4.1 

さくら市 44,233 2.2 44,167 2.2 44,329 2.3 44,242 2.3 44,220 2.3 

上三川町 31,232 1.6 31,245 1.6 31,285 1.6 30,720 1.6 30,428 1.6 

芳賀町 15,735 0.8 15,689 0.8 15,612 0.8 14,940 0.9 14,838 0.8 

壬生町 39,526 2.0 39,313 2.0 39,096 2.0 39,176 2.0 38,959 2.0 

塩谷町 11,337 0.6 11,071 0.6 10,804 0.6 10,047 0.5 9,811 0.5 

高根沢町 29,755 1.5 29,522 1.5 29,424 1.5 29,079 1.5 28,802 1.5 

小計 1,015,837 51.4 1,012,112 51.5 1,008,196 51.6 991,342 51.7 986,082 51.8 

栃木県計 1,976,121 100 1,965,516 100 1,955,402 100 1,918,187 100 1905,170 100 

出典：栃木県ホームページ「毎月人口推計月報」 
https://www.pref.tochigi.lg.jp/c04/houdou/houdou/documents/maijin202301.pdf 

               
 
 
 
 
 
 
 



 
宇都宮短期大学 

8 
 

 
 宇都宮市の 18 歳人口（令和 4 年 10 月 1 日現在）は、宇都宮市全人口に対して、令和 2
年度からやや増加している。 
 

宇都宮短期大学が位置する栃木県・宇都宮市の 18 歳人口の動向 
＊千人あたり（％） 

地域 
平成 30 年度 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 
人数 
(人) 

割合

(%) 
人数 
(人) 

割合

(%) 
人数 
(人) 

割合

(%) 
人数 
(人) 

割合

(%) 
人数 
(人) 

割合

(%) 
宇都宮市

18 歳人

口 
4,773 9.1 4,905 9.4 4,505 8.6 4,546 8.7 4,605 8.9 

宇都宮市 
全人口 522,938 100 522,688 100 521,754 100 521,104 100 514,966 100 

栃木県 
18 歳人

口 
18,513 9.3 18,742 9.5 17,549 8.9 17,747 9.1 17,551 9.2 

栃木県 
全人口 1,985,738 100 1,976,121 100 1,965,516 100 1,955,402 100 1,908,380 100 

出典：栃木県ホームページ「年齢別人口調査結果（市町別年齢別人口）」 
   https://www.pref.tochigi.lg.jp/c04/pref/toukei/toukei/popu2.html 

 
 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合 
 下表は、平成 30 年度～令和 4 年度の学生の入学動向を学生の出身地別に示している。 
 

学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（平成 30 年度～令和 4 年度） 
 
地域 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 
人数   
(人) 

割合

(％) 
人数   
(人) 

割合

(％) 
人数   
(人) 

割合

(％) 
人数   
(人) 

割合

(％) 
人数   
(人) 

割合

(％) 
岩手県 1 1.9  0 0.0  0 0.0  1 1.1 0 0.0  
秋田県 0 0.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0 0 0.0  
山形県 0 0.0  0 0.0  1 1.2  1 1.1 0 0.0  
福島県 6 11.3  0 0.0  3 3.5  3 3.2 2 2.6 
茨城県 0 0.0  2 3.1  3 3.5  1 1.1 3 3.9 
栃木県 44 83.0  60 92.3  77 89.5 84 89.4 72 93.5 
群馬県 0 0.0  0 0.0  0 0.0  1 1.1 0 0.0  
埼玉県 1 1.9  2 3.1  1 1.2 1 1.1 0 0.0  
その他 1 1.9  1 1.5  1 1.1 2 2.1 0 0.0  

合計 53 100 65 100 86 100 94 100 77 100 
［注］ 

□ 短期大学の実態に即して地域を区分してください。 
□ この事項においては通信による教育を行う学科の学生を除いてください。 
□ 認証評価を受ける前年度の令和 4（2022）年度を起点に過去 5 年間について記
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載してください。 
本学は、かつては、青森県、新潟県や山梨県などからの入学者もいたが、平成 23 年の東

日本大震災を機に、1 桁へと急激に減少した。一人暮らしのための生活費や親元を離れて

暮らす不安の心理的要因があり入学者が少なくなったことが主な理由と思われる。また、

新型コロナウイルスによる感染症の影響もあり、県外からの入学者率はほとんど変わらず、

県内からの入学者が大半を占めている。これは、交通費や生活費などの経済面も含め、地

域で学び就職したい学生が多いことを示している。  
また、就職先としてほとんどの卒業生が県内に就職していることから、就職においても

地元志向が影響していることも考えられる。 
 

 地域社会のニーズ 
音楽科においては、昭和 42 年に全国的に希少な短期大学の音楽科として開設以来、約

半世紀にわたり音楽の専門職約 3,800 人を輩出してきた。卒業生の多くは、音楽家はもち

ろんのこと、音楽教室の講師や中学校教員といった職種で地域の音楽教育に貢献している。   
人間福祉学科においては、平成 13 年に開設以来、20 年間にわたり地域に福祉人材を約

1,900 人輩出してきた。卒業生は、全員が社会福祉主事任用資格をもつと同時に、社会福

祉士（卒業後 2 年間の実務経験を経て、国家試験の受験資格取得）、各種の医療事務資格、

あるいは介護福祉士資格をもつ専門職として、地域福祉に貢献している。そして、平成 31
年 4 月に設置した食物栄養学科は、約 80 人を地域社会に輩出した。 

このようにして音楽科では、一般企業、音楽教室、音楽教員（中学校）等に、人間福祉

学科では、地域の各種福祉施設のほかに病院や一般企業等に、食物栄養学科は地域の病院

を中心に児童・高齢者福祉施設や食品関係の企業に有用な人材を輩出して、それぞれ高い

評価を得ている。また、どの学科も 4 年制大学の 3 年次編入をしてキャリアアップを図る

学生が増えている。 
以上述べてきたように、学生のニーズと人材養成機関として地域社会のニーズに応えて

きた本学に対する期待は非常に高く、毎年、多くの求人が寄せられている。 
 また、本学の就職率は、例年全国平均を上回っている。 
 

音楽科・人間福祉学科・食物栄養学科の就職率（平成 30 年度～令和 4 年度） 
単位：％   

              

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

音楽科 90.9 100.0 100.0 100.0 100.0 
人間福祉学科 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
食物栄養学科 ― ― 100.0 100.0  100.0 
※ 全国平均 98.6 97.0 96.3 97.8   98.1 
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宇都宮市の中心地域  

 

 地域社会の産業の状況 
栃木県の産業における優位性は、東京から

100km 圏内の首都圏に位置していること、勤勉

な県民性にあるといわれている。その優位性

は、全国有数の産業県（農業産出量全国第 9 位、

製造品出荷額等全国第 13 位）として発揮され

ている。また、栃木県は、世界的に知られてい

る日光国立公園や世界遺産として有名な日光

東照宮、その他、8 つの国立公園や鬼怒川、那

須、塩原など数多くの温泉郷がある観光産業の

県でもある。 
 

産業の内訳では、農業では、いちご、にら、

生乳、米などが全国生産量の上位を占めてい

る。農業産出額の内訳は、畜産が 42.6％、園芸

（野菜・果物・花）が 31％、米・麦が 24.5％、その他が 1.9％となっている。工業では、

前述の首都圏に位置する立地条件のよさに加えて、国内有数の規模を誇る清原工業団地な

ど数多くの大規模な工業団地があることから、全国第 13 位の製造品出荷額となっている。

（令和 2 年度統計より） 
 短期大学所在の市区町村の全体図 

本学が所在する宇都宮市は、栃木県のほぼ中央に位置し、総面積は約 417 ㎢で、県の総

面積の 6.5％を占めている。地形は、北西部及び南西方向から北東方向に小高い山が連な

っているほかは概ね平坦な土地が広がっている。また、市内には 4 つの川（東部には鬼怒

川、中央部には田川と釜川、西部には姿川）が流れている。地目別にみると、田畑の面積

は全体の 31.3％、山林・原野などで 17.1％、宅地 20.0％、その他が 31.6％となり、平成

30 年に比べて田畑は 0.3%減少し、宅地は逆に 0.4％増加している（令和 3 年度統計より）。 
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また、宇都宮市の平均気温 14.9℃、平均湿度 71％で、気候的にも東京と仙台のちょうど

中間あたりといったところである。 
宇都宮市は、東京から 105 ㎞の地点にあり、栃木県庁や宇都宮市役所の最寄り駅は、JR

宇都宮駅と町の中心部にある東武宇都宮駅の 2 つがある。JR 宇都宮駅には、在来線の東

北本線（宇都宮線）や日光線が通っているほか、東北新幹線の停車駅ともなっている。 
 

一方、宇都宮市の総人口は、514,966人（令和4年10月1日現在）である。年齢3区分別人

口は、年少人口62,359人（12.5％）、生産年齢人口304,142人（61.0％）、老年人口131,973
人（26.5％）で、栃木県の年齢3区分別人口別構成比の年少人口11.6％、生産年齢人口58.4％、

老年人口30.1％からみると、比較的若い世代が多い市といえる。とりわけ、近年、中心地

に高層マンションが次々と建つようになり、市内外から一度に大量の住民が入居している。 
 

この宇都宮市の西部に位置するのが本学（長坂キャンパス）である。本学は、JR 宇都宮

駅から約 6 ㎞、バスで 20 分ほどの小高い丘の上に立っている。周辺は果樹園や畑、里山

といった緑に囲まれた静かな地域で、高台にある校舎からは、東には市街を一望でき、西

には日光連山を見晴らすことができる場所にある。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

宇都宮短期大学附属高校・中学校と宇都宮短期大学・宇都宮共和大学 
 

令和 5 年 8 月には、JR 宇都宮東側約 15 ㎞に新設路線として全国初の LRT（次世代型

路面電車）が開通し、将来、キャンパスのある西側に延長予定である。 
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（5）課題等に対する向上・充実の状況 
                         
① 前回の評価結果における三つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘された事項

への対応について記述してください。（基準別評価票における指摘への対応は任意） 
（A） 改善を要する事項（向上・充実のための課題） 
基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果 ［テーマ B 教育の効果］  

学科の学習成果を学科の教育目的・目標に基づいて明確に示しているが、専攻課程 
ごともに定めるとともに、科目レベルに示された成績評価の方法・基準及び到達目標 
の質的データとして測定する仕組みについて一層の改善が望まれる。 
 
（B） 対策 

平成 29 年 1 月 27 日付で、改善を要する事項として、人間福祉学科の専攻課程ごと

に学習成果が定められていなかったことが指摘された。これに対して、学長の指示のも

とに、自己点検・評価委員会、教務委員会及び人間福祉学科専任会議において改善方策

を検討し、「宇都宮短期大学の目的に関する内規」の改定案を作成し、教授会で審議し

て了承され、学長が決定した。2 月 22 日に自己点検・評価委員会を開催し、短期大学

基準協会への報告書を取りまとめて、短期大学基準協会へ提出した。本内規は、平成 29
年 4 月 1 日から施行された。 

成績評価の方法・基準及び到達目標の質的データの測定する仕組みとしては、平成 28
年度まで、A（80～100 点）、B（70～79 点）、C（60～69 点）、D（59 点以下:不合

格）の 4 段階評価を行っていたが、平成 29 年度から A 評価を 2 つに分けて S（90～
100 点）、A（80～89 点）とし、5 段階評価とした。令和 3 年度には、成績評価の基準

と方法について再検討した。科目レベルの評価基準にルーブリック法を取り入れ、評価

項目に到達目標に対応した項目を明示するとともに、評価方法として試験（筆記試験、

レポート）や授業時間内のミニテスト等を％表示することとし、令和 4 年度より導入

した。 
 

（C） 成果 
平成 29 年度より人間福祉学科では専攻課程ごとに、教育目的・目標と学習の成果を

示している。さらに、音楽科、食物栄養学科ともに、学習成果に合わせたカリキュラム・

ポリシー、ディプロマ・ポリシー、アドミッション・ポリシーを関連付けて検討して制

定し、教育・研究を行っている。 
平成 29 年度からそれまでの A 評価を 2 分して 5 段階評価にすることで、80 点以上

の成績の基準が明確になり、質的にもより正確な評価が可能になった。また、令和 3 年

度にルーブリック法について検討し、令和 4 年度から成績の評価の基準・方法として

ルーブリック評価方法を導入したことにより、量的な理解度だけてなく、質的な理解度

の成績評価がしやすくなった。学習成果や到達目標の達成度を可視化し、教育の質保証

のための課題も具体的に把握できるようになった。 
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② 上記以外で、改善を図った事項について記述してください。 
該当事項がない場合、（A）欄に「なし」と記述してください。 

（A） 改善を要する事項 
シラバスについて、表記の統一を図られたい。具体的には、音楽科と人間福祉学科の

シラバスが別刷りでそのタイトル・スタイルも各々独自なものであり、統一性に欠けて

いる。 
また、半期の表記が「前期後期」、「春期秋期」の 2 種類が存在している。通年科目

は半期で区切るのではなく、通年 30 コマ分を一つのシラバスとして表記することが望

ましい。 
また、一部の科目において、授業出席を点数化して成績評価に含めているように見受

けられるので、改善が望まれる。 

（B） 対策 
シラバスについて、平成 29 年度より半期の表記を「前期」「後期」に統一し、通年科

目を 30 コマとした。また、授業出席を点数化して成績評価に含めている科目をなくし

た。音楽科、人間福祉学科、食物栄養学科ともに記載内容を短期大学設置基準や教学マ

ネジメントの指針等に基づき、統一した。令和 4 年度から、成績評価の基準・方法につ

いて、ルーブリック法を取り入れ、評価基準については評価項目と点数を、評価方法に

ついては試験やレポート、ミニテスト、提出物等に対する割合を％表示することとし、

シラバスのスタイルを統一した。科目担当教員にシラバスの作成依頼時に、シラバスの

作成要領に基づいて作成すること、教務委員会等で記載内容を確認することで進めてい

る。令和 4 年度より、ポータルサイトを設置し、WEB 上に学科ごとに掲載している。 

（C） 成果 
シラバスは、学生が主体となって積極的に学ぶための教員と学生が共有する大切なも

のであることの認識が浸透し、学習の成果を質的・量的データとして把握することがで

きるようになった。科目レベルのみでなく、学科、機関レベルでの学習の効果を査定し、

質の向上につなげている。 
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（A）改善を要する事項（向上・充実のための課題） 
基準Ⅲ 教育資源と財的資源 ［テーマ D 財的資源］  

余裕資金があり、学校法人全体で過去 3 ヶ年の事業活動収支が収入超過であるが、短

期大学全体の収容定員の充足状況が低いので、充足率を上げるよう努力されたい。 
 
（B）対策 

短期大学全体の収容定員の充足率を上げるよう、次の項目をあげて努力してきた。 
① 大学・短期大学の充足率を上げるために、平成 31 年度に学長直轄の宇短大・共和大

学横断的なアドミッションセンターを設けて、入学試験・広報委員会と連携し対外的

な入試広報活動を効果的に進めることとした。 
② 奨学金制度の充実を図った。以前からの入試成績の優秀な者に対して授業料や入学

金の全額または半額を給付する「入試特待奨学金制度」に加えて、平成 30 年度から

人間福祉学科に入試の成績が優秀な者に対して授業料の全額又は半額給付する「地域

創生奨学金制度」と、在学中に特定の検定・資格取得をめざす者に対して、受験して

合格した場合にそのための受験料を奨学金として給付する「知識力奨学金制度」を新

設した。「地域創生奨学金制度」は、令和 2 年度以降は高校の成績優秀な者を対象と

している。平成 31 年度食物栄養学科設置時からこの制度を採用している。また、県

外からの入学者で宇都宮市内に一人暮らしする学生に月額 1 万円を 1 年間給付する

「スタートアップ支援制度」を設けた。入学後には、1 年次に履修した科目の成績優

秀な者を、特待生として 2 年次の授業料の全額相当額給付または半額相当額給付する

「ダイヤモンド奨学金制度」を平成 27 年度より実施している。上記の奨学金制度を

本学の魅力の一つとして PR をしながら学生募集を行った。 
③ 音楽科に平成 28 年度邦楽専攻コースを、平成 30 年度吹奏楽・アンサンブル専攻 

コースをそれぞれ新設、人間福祉学科の社会福祉専攻に平成 28 年度「医療事務」

履修モデルを新設した。また、平成 31 年度に人間福祉学科の定員 80 人→50 人削

減して、食物栄養学科（定員 30 名）を設置した。 
（C）成果 

アドミッションセンターを平成 31 年度に設置し、学園全体で高大連携授業や業者に

よる入試説明会等の入試広報活動を計画的・協働的に進めることができている。 
奨学金制度では、本学の魅力と評価され、真面目で優秀な学生が入学し、学習の効果

が全体的に上がっている。 
平成 30 年度の入学定員の充足率（音楽科・人間福祉学科）は 44.2％であったが、食

物栄養学科等の新設もあり、令和 3 年度は 78.3％まで改善した。しかし、その後、コロ

ナ禍により音楽科と人間福祉学科の入学者減があり、令和 4 年度は短期大学全体として

64.2％にとどまっている。 
引き続き、教職員一体となって入試広報活動の取り組みをすすめていく。 
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③ 前回の評価結果における三つの意見の「早急に改善を要すると判断される事項」で指

摘された事項の改善後の状況等について記述してください。 
該当事項がない場合、（A）欄に「なし」と記述してください。 

 
（A） 指摘事項及び指摘された時点での対応（「早急に改善を要すると判断される事

項」） 
基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果 ［テーマ B 教育の効果］  

評価の過程で、学科・専攻課程ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上 
の目的について短期大学設置基準の規定どおり学則等に定められていないという問題 
が認められた。 

当該問題については、機関別評価結果の判定までに改善されたことを確認した。今 
後は、当該短期大学の継続的な教育の質保証を図るとともに、法令遵守の下、より一 
層自己点検・評価活動の向上・充実に努められたい。 
 
（B） 改善後の状況等 

宇都宮短期大学学則第 1 条の 2 に定められた人材の養成と研究教育等に関する目的

を、「宇都宮短期大学の目的に関する内規」として平成 27 年 4 月から施行したが、人

間福祉学科が専攻課程ごとに定められていなかったため、平成 29 年 1 月 27 日に改訂

し、同年 4 月 1 日から施行した。 
以後、法令の改正や短期大学基準協会のさまざまな基準について、学園、短期大学事

務局に届いた通知等は教授会で周知し、各委員会で必要事項を検討し、新たな見直しを

しながら進めている。本学の継続的な教育の質保証を図るとともに、内部質保証会議の

下、より一層自己点検・評価活動の向上・充実に努めている。 
 
④ 評価を受ける前年度に、文部科学省の「設置計画履行状況等調査」及び「大学等設置

に係る寄附行為（変更）認可後の財務状況及び施設等整備状況調査」において指摘事

項が付された学校法人及び短期大学は、指摘事項及びその履行状況を記述してくださ

い。 
該当事項がない場合、（A）欄に「なし」と記述してください。 

（A） 指摘事項    
令和 3 年度大学等設置等に係る寄附行為（変更）認可後の財務状況及び施設等整備計

画の履行状況調査結果において、以下の改善意見を付された。 
①教学監査が行われていないことから適切に実施すること。 
②既設校の今後の定員充足の在り方について検討し、定員未充足の改善に取り組むこと。

（宇都宮短期大学人間福祉学科） 
 

これを受けて、下記（B）の履行状況を報告した結果、令和 4 年度の大学等設置等に

係る寄附行為（変更）認可後の財務状況及び施設等整備計画の履行状況調査結果では、

意見は付されなかった。 
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（B） 履行状況 
①に対しての履行状況 
（1） 令和 4 年 3 月 31 日付で本学園法人監事監査に関する取扱規程を改訂して、教学

監査について明文化した。 
（2） 令和 3 年度個別教学監査の実施 

同監事が内部質保証会議（年度 2 回）に出席し、教学を含む自己点検・認証評価へ

の取り組み、委員会毎の事業進捗状況および今後の計画についての確認する等教学監

査を行った。 
 
②に対しての履行状況 

宇都宮短期大学人間福祉学科は、平成 31 年度に社会福祉専攻の入学定員を 40 名か

ら 30 名に、介護福祉専攻は 40 名から 20 名に削減した。 
栃木県および宇都宮市からは、介護人材養成施設として存続について強い要請を受

けており、県による奨学金（5 年間現場勤務で返済免除）や広報活動のバックアップ

（高校生介護技術コンテストや高校教員の介護現場ツアーの開催など）により、入学

者増を目指している。 
   
（注）定員充足率のさらなる改善のため、令和 6 年度に以下の通り、入学定員変更を行

う予定である。 
音楽科の定員を 40 名から 30 名に、人間福祉学科社会福祉専攻を 30 名から 25 名

に、介護福祉専攻を 20 名から 15 名に定員を変更する。 

 
 

 
（6）公的資金の適正管理の状況（令和 4（2022）年度） 

宇都宮短期大学では研究倫理委員会を主体として、平成 26 年 2 月改訂の「研究機関に

おける公的研究費の管理・監査のガイドライン」を踏まえ、学内の管理体制の確認・見直

しについて、規程や使用ルールの作成・公表などの整備を行った。適正な管理については、

規程や使用方法、本学の就業規則、出張旅費規程等に基づいて行い、使用にあたり研究者

にはよく確認して、間違いや不正請求等がないよう徹底した。毎年、研究倫理に関する FD・
SD 研修会を実施し、不正防止につなげる管理体制を整えている。 

 
宇都宮短期大学コンプライアンス規程 
宇都宮短期大学における研究活動の不正への対応に関する要項 
宇都宮短期大学公的研究費管理要項 
宇都宮短期大学科学研究費補助金取扱要項 
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宇都宮短期大学研究倫理指針 
宇都宮短期大学研究倫理委員会規程 
宇都宮短期大学の人を対象とする生命科学・医学系研究に関する内規 
 

2．自己点検・評価の組織と活動 
 内部質保証会議（構成員、担当者） 

  
構成員 氏名 

学長 須賀 英之 
副学長 直井 文子 
学科長（音楽科） 新井 啓泰 
学科長（人間福祉学科・社会福祉専攻主任） 堀  圭三 
人間福祉学科・介護福祉専攻主任 益川 順子 
学科長（食物栄養学科） 百田 裕子 
事務局長 江田 壮一 
学園事務長 井上 淳史 
学園監事 川上 哲郎 

 
 自己点検・評価委員会（構成員、担当者） 

 
        構成員   学科 氏名 
副学長 － 直井 文子 
委員長 － 百田  裕子 
副委員長（学科長） － 新井 啓泰 
学科長 音楽科 

人間福祉学科 
食物栄養学科 

新井 啓泰 
堀   圭三 
百田 裕子 

教務委員会委員長 音楽科 
人間福祉学科 
食物栄養学科 

益子   徹 
勝浦美智恵 
土橋 典子 

学生委員会委員長    － 阿久澤政行 
入学試験・広報委員会委員長    － 小野 篤司 
研究・図書委員会委員長 － 直井 文子 
就職委員会委員長    － 北爪あゆみ 
キャンパス･ハラスメント防止･啓発委員会委員長 － 鎌田 亮子 
地域福祉開発センター長 － 益川 順子 
教職課程運営委員会委員長 － 杉山 正明 
事務局長 － 江田 壮一 
自己点検評価推進部会委員長 － 堀    圭三 
ALO － 益川 順子 
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 自己点検・評価推進部会（構成員、担当者） 
   

 

 
 自己点検・評価の組織図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

構成員 氏名 
委員長（人間福祉学科学科長） 堀    圭三 
副学長 直井  文子 
学科長（音楽科） 新井 啓泰 
学科長（食物栄養学科） 百田  裕子 
人間福祉学科介護福祉専攻主任 益川  順子 
食物栄養学科 中村  強 
音楽科 
 

益子  徹 
坪山 恵子 

事務局長 江田 壮一 

全学的な

点検・評価

施策
審議

点検・評価

内部質保証会議

自己点検･評価委員会 全学

教授会

自己点検・評価の検証 改善・向上の取組み・方針の指示

内部質保証システムの責任主体

全学

各委員会

宇都宮短期大学の内部質保証システム

全学

自己点検･評価推進部会

専任教員会議
施策
立案
実行

施策
立案
実行

自己点検・評価 改善施策の指示

ＰＤＣＡ報告

自己点検・評価報告書(案)
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本学は、学則第 1 条の 2 に定める目的のために、「内部質保証会議規程」、「自己点検・

評価委員会規程」、「自己点検・評価推進部会細則」、「自己点検・評価推進部会 FD 部

会内規」及び「自己点検・評価推進部会 SD 部会内規」を制定して、「内部質保証会議」、

「自己点検・評価委員会」、「自己点検・評価推進部会」及び「FD 部会」、「SD 部会」

を設置し、教育の質保証ができるように PDCA サイクルを回しながら自己点検・評価活動

を実践している。 
図は、その内部質保証システムのプロセスを示している。①各委員会はそれぞれの目的

を達成するための職務について施策・立案（Plan）し、活動（Do）して、その内容を評価

（Check）し、改善（Action）案を PDCA 報告にまとめて、自己点検・評価推進部会に提

出する。②自己点検・評価推進部会は、その内容を分析、点検・評価して報告書（案）と

してまとめ、自己点検・評価委員会に提出する。③自己点検・評価委員会は、自己点検・

評価を実施し、その結果を学長に報告する。④学長は、③の報告を受けて自己点検・評価

の検証をするために、内部質保証会議にかける。⑤内部質保証会議は、自己点検・評価委

員会から提出された自己点検・評価の内容を検証し、改善・向上の方針や取り組みを教授

会に指示する。⑥教授会は、内部質保証会議から指示された改善施策について、①の各委

員会に具体的な施策の立案・実行を促す。 
上記のプロセスを繰り返し、各委員会は各学科の情報や課題を共有し、かつ、PDCA 報

告を作成して確認しながら、活動している。１月には、自己点検・評価推進部会が各委員

会から提出された PDCA 報告をもとに自己点検・評価報告書（案）を作成している。その

内容を自己点検・評価委員会で確認し、当該年度の自己点検・評価結果を学長に報告して

いる。それをもとに、年度末に内部質保証会議を開催し、次年度の活動へとつなげている。

また、FD 部会、SD 部会では、それぞれ、教員または職員の個人の能力開発や組織間の連

携の促進と組織的な職能開発に取り組み、本学の教育理念を実現するための活動をしてい

る。 
令和 3 年度 3 月の内部質保証会議の結果が 4 月の教授会に報告され、4 年度の改善施策

の指示を受けた。それをもとに、各委員会は 4 年度の新たな活動方針として施策を立案し、

前期の活動をした。8 月に各委員会の前期の PDCA 報告を自己点検・評価推進部会で取り

まとめ、自己点検・評価委員会を経て、9 月の内部質保証会議で検証、課題を抽出した。

それに基づいて、9 月の教授会において後期の改善施策の指示がなされ、以降、後期の活

動を実施した。 
令和 4 年度の自己点検・評価報告書の作成については、大学・短期大学基準協会の ALO

を対象とした説明会終了後の 10 月に全教員と事務局の関係者を対象に FD・SD 研修会と

して説明会を開催し、とりまとめを進めた。1 月に各委員会が令和 4 年度の PDCA 報告を

自己点検・評価推進部会に提出し、自己点検・評価推進部会で報告書案を作成した。報告

書は、4 月に自己点検・評価委員会の審議を経て完成させた。5 月に内部質保証会議にて検

証し、学長から理事会に報告した。 
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 
 
［テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神］ 
 
＜根拠資料＞ 

提出資料 1 令和 4（2022）年度学生便覧（音楽科、人間福祉学科・食物栄養学科）、    
2 宇都宮短期大学案内令和 4（2022）年度入学者用、3 宇都宮短期大学案内

令和 5（2023）年度入学者用、4 ウェブサイト「建学の精神・理念と教育の

目的・目標」http://www.ujc.ac.jp/guide/pdf/education.pdf、  
      5 令和４（2022）年度学習の手引き（シラバス:音楽科、人間福祉学科、食物

栄養学科）、6 宇都宮短期大学学則 
提出資料-規程集 76 宇都宮短期大学地域福祉開発センター規程 
備付資料 1 『ひかり輝く「全人教育」須賀学園の 100 年』、 

2 ウェブサイト「創立 120 周年記念誌」 
https://www.utanf-jh.ed.jp/120th/index.html、 

3 ウェブサイト「学校法人須賀学園創立 120 周年記念 WEB 演奏会」 
https://www.youtube.com/watch?v=4pkHklohIVI、 

4 ウェブサイト『宇都宮短期大学 50 周年記念誌』 
http://www.ujc.ac.jp/publications/pdf/50th/book.pdf、 

5 ウェブサイト「宇都宮短期大学創立 55 周年記念演奏会」 
https://www.youtube.com/watch?v=THbduw1EFpU、 

6 令和 2・3（2020・2021）年度地域福祉開発センター年報、7 令和 4（2022）
年度地域福祉開発センター年報、8 課外授業、9 春の大学体験講座資料、64 
学園入試説明会、65 音楽科リカレント、66 人間福祉学科リカレント、67 食
物栄養学科公開講座、68 管理栄養士国家試験対策講座、69 とちぎ子どもの

未来創造大学、70 宇都宮市民大学講座、71 ミナテラスとちぎ、72 高大連携

授業、73 音楽科イベント、74 食物栄養学科圃場見学、75 宮っ子食育応援団 
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kenko/shokuiku/ouendan/、 

      76 教職員および学生のボランティア活動 
 
［区分 基準Ⅰ-A-1 建学の精神を確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点        
（1） 建学の精神は短期大学の教育理念・理想を明確に示している。 
（2） 建学の精神は教育基本法等に基づいた公共性を有している。 
（3） 建学の精神を学内外に表明している。 
（4） 建学の精神を学内において共有している。 
（5） 建学の精神を定期的に確認している。 

 
＜区分 基準Ⅰ-A-1 の現状＞ 

須賀学園の建学の精神は、「全人教育（人間形成の教育）」である。建学の精神、教育

様式 5－基準Ⅰ 
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理念及び宇都宮短期大学の教育目的は、以下に示すものである（提出-1、2、3、4）。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
須賀学園の建学の精神「全人教育（人間形成の教育）」は、「教育理念」を明確に示す

ものとなっている。須賀学園の建学の精神と教育理念に基づき、教育目的を学則第 1 条の

2（提出-6）に定めている。 
教育基本法では、教育の目的（第一条）は、「人格の完成を目指し、平和で民主的な国

家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わ

れなければならない。」とし、教育の目標（第二条）は、「教育は、その目的を実現する

ため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。①

幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとと

もに、健やかな身体を養うこと。②個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を

培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重ん

ずる態度を養うこと。③正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、

公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

④生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。⑤伝統と文化を

尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社

会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」となっている。また、大学（第七条）は、

「学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな

知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するも

のとする。」としている。 

建学の精神「全人教育（人間形成の教育）」 

建学の精神は「全人教育（人間形成の教育）」である。創立者 須賀栄子は、明治 33 年

（1900 年）以来、学校の教育に専心するとともに、当時の寮生活において学生と寝食を

ともにし、文字どおり一人ひとりの個性を伸ばす生活指導を行った。それが、「全人教育

（人間形成の教育）」の原点である。                    

 

教育理念 

1 人間尊重の精神と豊かな人間性とを啓培し、民主社会における真にのぞましい人間

を育成する。 

2 円満な教養と高い徳性とを培い、個々の特性の伸長につとめ、心身ともに健康な人

物を育成する。  

3 自主自立の気風を高め、忍耐力と実践究明の態度を涵養し、勤労と責任を尊ぶ人材

を育成する。 

 

宇都宮短期大学の教育目的 

本学は、教育基本法及び学校教育法の精神に従って大学教育を施し、一般教養及び専

門の知識と技能を授け、文化の創造と発展に貢献し得る有為な青年を育成することを目

的とする。（学則第 1 条の 2） 
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本学園の建学の精神「全人教育（人間形成の教育）」、教育理念、及び宇都宮短期大学

の教育目的は、教育基本法に基づいた公共性を十分に有するものである。 
建学の精神は、「大学案内」、本学ホームページ等に記載して公表している（提出-1、

2、3、4）。また、本学園の歴史を著した冊子『ひかり輝く「全人教育」須賀学園の 100 年』

を新入学生に配付し（備付-1）、ホームページにも公開しステークホルダーが本学の建学

の精神を認識できるように努めている（備付-2、3、4、5） 。その他、高校教員や受験生

及びその保護者等ステークホルダーから理解を得るため、例年実施している県内高校教員

対象の説明会（備付-64）、教職員の高校訪問、オープンキャンパス、各種進学相談会等の

機会に教職員が直接説明をしている。 
学内においては、学生、教職員、保護者、来賓が出席する入学式、学位授与式で学長自

ら建学の精神について説明するとともに、各学科長から全学生が参加する年度初めの学科

別オリエンテーション、合宿交流研修の学科長講話の中で説明・周知している。さらに、

平成 29 年度から学生に建学の精神についてより深い理解と認識を図るため、「全人教育

講座」を各学科・専攻課程の必修科目として編成した。本科目は、学長及び専任教員が各

専門分野をオムニバス形式で担当している。学生が、建学の精神「全人教育（人間形成の

教育）」、各専門分野の教育内容、人材養成の目的等の関係性を理解し、自ら積極的に学

ぶ姿勢を作ることを目的としている（提出-5）。 
本学の建学の精神を含んだ学科ごとの人材の養成に関する目的・教育目標については、

学生便覧やシラバスに記載している。これらはポータルサイトにも掲載し、学生はいつで

もアクセスできるようになっている（提出-1、5 ）。 
また、新任専任教員は、上記の「全人教育講座」において、学長の担当時間に出席して

講義を受けている。さらに、例年実施している非常勤講師も含めた講師会において学科長

から建学の精神や教育目的について説明を受けることで、定期的に確認・共有している。 
一方、建学の精神の内容が今の時代に相応しいものになっているかどうか、毎年、教職

員が連携して、次年度の学生便覧を確認・更新する際に、検討・確認している。 
 
［区分 基準Ⅰ-A-2 高等教育機関として地域・社会に貢献している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点     
（1） 地域・社会に向けた公開講座、生涯学習事業、正課授業の開放（リカレント

教育を含む）等を実施している。 
（2） 地域・社会の地方公共団体、企業（等）、教育機関及び文化団体等と協定を

締結するなど連携している。 
（3） 教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域・社会に貢献している。 

 
＜区分 基準Ⅰ-A-2 の現状＞ 

本学では、日常の教育研究結果に基づき、主に地域福祉開発センターが中心となり、公

開講座、生涯学習事業、正課授業の開放等で地域・社会貢献活動を実施しており、平成 31
年 4 月に開設した食物栄養学科も含めて、地域貢献の幅を広げている（提出-規程集 76）。
令和 4 年度も新型コロナウイルス感染防止対策を徹底しての対面実施とオンラインにより

開催した。 
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具体的には、音楽科は教員・学生・卒業生による演奏会や、客員教授らによる音楽講座・

ワークショップを実施して、地域社会への音楽文化の普及、向上に努めている。リカレン

ト教育では、「リカレント教育のためのピアノ研修会」として、6 月に青柳晋先生（東京藝

術大学教授）、翌 2 月に菅原望先生（名古屋音楽大学講師）による研修会を、今井顕先生

（ウィーン国立音楽大学終身名誉教授・本学客員教授）によるワークショップ「音楽講座

＆アドバイスレッスン」を、本学音楽科学生・卒業生、地域の音楽関係者・指導者及び音

楽科教員を対象に実施した。ピアノ指導法や音楽表現の大きな可能性を学び、参加者から

は充実した研修会であったとの評価を得た（備付-65）。 
人間福祉学科では、2 月 25 日に「リカレント教育～学びと交流！ リカレントカミング

デイ～」として介護福祉専攻の卒業生を対象に、本学教員 2 名によるオンライン講座を実

施した。テーマは、「チームマネジメント～職員間の連帯を深めるために」と「ホームカミ

ング～卒後の課題や苦悩の共有、情報交換」である（備付-66）。参加者から勉強になった

との回答があった。また、職場の人間関係を良好にするように努力することの大切さを改

めて感じた、自分以外の卒業生の近況を聞くことで、一人で考え込んでいたことや悩みが

軽くなったとの感想を得た。 
食物栄養学科は、公開講座として、ライフステージ別に、料理教室シリーズ①親子料理

教室「子どもと一緒に夏バテ回復メニューを作ろう！」、②働く世代の料理教室「手軽で簡

単、生活習慣予防にもなる食事を作ろう！」、③高齢者向け料理教室「フレイル予防のため

の食事作り「低栄養予防のための調理」を企画した。10 名以上で実施している（備付-67）。
①は希望者が開催人数まで達しなかったため、実施できなかった。②は１月 21 日に、③は

2 月 25 日に実施した。参加者からは楽しく色々なことを学ぶことができた、特に減塩の大

切さとその方法を知った、早速、夕食から応用したいとの評価を得た。また、食物栄養学

科は、将来管理栄養士資格取得をめざす学生がいることから、その国家試験受験対策とし

て、いくつかの科目を正規科目に入れているとともに、2 年次後期に「食物栄養特別演習」

を開講している。この科目を「管理栄養士国家試験対策講座」として、本学科の卒業生の

リカレント教育とともに、栄養士資格をもつ方を対象に開放授業としている。令和 4 年度

は、在学生とともに、本学卒業生と外部の受講生 6 名が受講した（備付-68）。 
各学科とも地域・社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等と連携し、交流活動を

実施している。 
3 学科共通のものでは、①栃木県教育委員会主催「とちぎ子どもの未来創造大学」、②宇

都宮市教育委員会主催宇都宮市民大学講座、③栃木トヨタ自動車のコミュニティ施設「ミ

ナテラスとちぎ」、④本学附属高校および県内の高校との高大連携授業等がある。 
①とちぎ子どもの未来創造大学 

「とちぎ子どもの未来創造大学」は、例年、3 学科の輪番制で実施している。令和 4 年

度は、人間福祉学科と食物栄養学科が共同で担当し、8 月に「行楽シーズンに向けたお

やつ作りとラッピングを学ぼう」と題して、秋の行楽シーズンに向けたお菓子作りとそ

のラッピングを楽しんでいただいた（備付-69）。 
②宇都宮市民大学講座 

宇都宮市民大学講座は、生涯学習として企画されている。令和 4 年度は、専門講座（前

期・後期）として、Ⅰ郷土を愛する「宇都宮学」コース、Ⅱ今を読み解く現代社会コース、
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Ⅲ暮らしを彩る文化・教養コースの 3 つがある。前期は、Ⅰのコースの中の 1.「太平記と

南北朝の謎！－戦乱を招いた後醍醐天皇と足利尊氏の理想」の全 8 回講座のうち、5 回を

本学の江田郁夫教授が担当した。後期は、Ⅰのコースの中の 1.「名城に名将有り!下野の古

城-館から城郭へ、中世の城の役割」の全 8 回講座のうち、1 回を本学の江田郁夫教授が担

当した（備付-70）。 
③ミナテラスとちぎ 

ミナテラスとちぎのイベントは、栃木トヨタ自動車のコミュニティ施設「ミナテラスと

ちぎ」と「大学連携親子ワークショッププログラム」として、姉妹校の宇都宮共和大学子

ども生活学部と共同で内容を計画して実施している。令和 4 年度は、子ども向けのリトミ

ックワークショップ、コンサート及び親子料理教室等を年間 10 回開催した。このうち、短

期大学は 4 回担当した。音楽科は、6 月、8 月、10 月にリトミック、リズム遊び、楽器体

験、楽器作り、ミニコンサート等を交えながら、親子で気軽に音楽や楽器に触れ合える時

間を提供した。限られた人数と参加しやすい形態での開催内容が好評で、未就学児を連れ

た親子の参加が多く、毎回募集がすぐにいっぱいになるなど人気の催しとなった。 
食物栄養学科が担当した親子料理教室は、「ヘルシー簡単昼食づくり」のタイトルで、栃

木の野菜を使って、簡単にできる魚料理と作り置きできる料理を作った。6 組限定で募集

したが、7 組（幼児から小学校高学年までの子ども 9 名と保護者 8 名）が参加した。普段、

親子一緒に料理をする家族は約半数であったが、当日は楽しく料理し、おいしく完食して

いただいた（備付-71）。 
④本学附属高校及び県内の高校との高大連携授業  
 附属校との高大連携授業では、年間計画を立てて附属高校・中学校を対象として授業を

開催している。令和 4 年度は、7 件の授業を実施した。また、県内の高校との連携授業は、

宇都宮共和大学と共同で専任教員の専門分野を生かした出前授業を実施するために、例年

『課外授業』の冊子を更新し、5 月の高校訪問時に訪問校に配布・説明をして要望に合わ

せて出前授業を実施している。県内の高校からの依頼や見学を受けて授業を実施し、4 年

度は 3 件行った。さらに、例年 3 月に高校生を対象に『わくわく春の大学体験講座』を実

施している。この講座は、高校生が大学の希望する分野でどのようなことを学ぶのか、進

学に関する基本事項等を知ることができるように他大学やリクルートに講師依頼をして、

高校生やその保護者に広く情報を提供するものである（備付-72）。 
学科別では、音楽科は、県や市の行政機関、企業、文化団体、放送媒体との交流活動（演

奏会等）を実施している。栃木県主催の日光大使館別荘サマーフェストに学生が演奏参加

した他、宇都宮市主催の駅東口まちびらきイベント「とちぎの食でたのしむコンサート」

に演奏協力した。また、宇都宮芸術財団主催の毎月の定期コンサートに運営協力している。

また県域ラジオ放送局エフエム栃木にて本学音楽科提供の番組を放送し県内の芸術家を紹

介している（備付-73）。 
食物栄養学科では、上記の公開講座のうち、②、③の成人を対象としたものは、宇都宮

市健康福祉課の生活習慣病やフレイル予防の出前授業の協力を得て講義と実習を合わせて

実施している。前半の講義の部分を宇都宮市の管理栄養士に担当していただき、後半の実

習部分を本学教員が担当して、日常の食生活の実践に繋げている（備付-67）。また、1 年

生を対象に、例年圃場見学や市場見学を実施して、地域の食の現状を見聞するとともに収
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穫体験をし、地産地消や食品ロスをなくすためのレシピ提案をしている。これまで、宇都

宮市や鹿沼市の JA や県農政部の協力を得て実施したが、令和 4 年度は、宇都宮市内の民

間企業の協力を得て実施した（備付-74）。さらに、宇都宮市では食育の推進・実践のため

に「宮っこ食育応援団」として、自主的に様々な食育活動に取り組むほか、市と協力して

食育の推進に取り組むために、市民の食育の実践をサポートする事業所や団体で組織して

いる。本学科も開設当時から登録して、食育の活動を行っている（備付-75）。 
教職員、学生ともにボランティア活動を推奨している。3 学科共通の活動では、地域や

施設等からボランティアの募集があったときは、学生委員会が窓口となり、学生に紹介し

て実施している。令和 4 年度はコロナ禍のため学生委員会への要請はなかった。また、学

内で年度当初に企画しているものとして、栃木トヨタの「ミナテラスとちぎ」のイベント

には、学生がパフォーマンスや料理教室のボランティア活動をしている。12 月に本学シテ

ィキャンパスで開催される「クリスマスマーケット」では、各学科の担当日を決めて、そ

れぞれ日頃の学習成果を踏まえた展示物の掲示やパフォーマンスを上演するとともに、学

生作成の資料等を配布して、地域・社会に貢献している。 
学科別では、音楽科は、音楽療法士専攻コース担当の教員と学生のボランティア活動と

して、Tiny（障がい幼児と親子のつどい）や乳児施設、特別支援学校、病院、老人福祉施

設等でボランティア演奏会やセッション等を実施している 
食物栄養学科では、宇都宮市主催の駅東口まちびらきイベントの一環として 9 月にアン

ジェロコート宇都宮にて行われたイベント「とちぎの食でたのしむコンサート」のメニュ

ーのうち、栃木の食材を使用したデザートを提案して採用された。また、地域福祉開発セ

ンター主催の公開講座の料理料室では、学生がボランティア活動として参加者の料理支援

をしている。大学祭では、ボランティア学生が「地域の食材を使用し、からだにやさしい

お菓子」をコンセプトにお菓子作り、販売を通して地域貢献をしている（備付-76）。 
 
＜テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の課題＞ 

本学の建学の精神を学生に周知し、意識を高めて学習成果の向上と学生生活の充実を図

るために、「全人教育講座」を必修科目として開設している。学生の卒業時の学生生活に関

する調査において、建学の精神への理解と認識は高まっている。建学の精神は、今の時代

に相応しいものとなっているかどうか、継続的に検討する。 
 
＜テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の特記事項＞ 

必修科目である「全人教育講座」において、須賀学園創始者や関係者に関する学長自ら

の講義は、学生の学園・大学に対する親密感と学びへの意欲を高めている。 
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［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］ 
 
＜根拠資料＞ 

提出資料 1 令和 4（2022）年度学生便覧（音楽科、人間福祉学科・食物栄養学科）、 
2 宇都宮短期大学案内令和 4（2022）年度入学者用、 
3 宇都宮短期大学案内令和 5（2023）年度入学者用、 
5 令和４（2022）年度学習の手引き（シラバス:音楽科、人間福祉学科、食物

栄養学科）、6 宇都宮短期大学学則、7 ウェブサイト「在学生向けページ」

http://www.ujc.ac.jp/student/index.html 
提出資料-規程集 1-1） 宇都宮短期大学の目的に関する内規、 

62 宇都宮短期大学音楽科履修細則、63 宇都宮短期大学人間福祉学科履修

細則、64 宇都宮短期大学食物栄養学科履修細則、 
65 宇都宮短期大学音楽科試験細則、66 宇都宮短期大学人間福祉学科試験

細則、67 宇都宮短期大学食物栄養学科試験細則 
備付資料 17 卒業生への聴き取り調査、18 就職先聴き取り調査 

 
［区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標を確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点      
（1） 学科・専攻課程の教育目的・目標を建学の精神に基づき確立している。 
（2） 学科・専攻課程の教育目的・目標を学内外に表明している。 
（3） 学科・専攻課程の教育目的・目標に基づく人材養成が地域・社会の要請に応

えているか定期的に点検している。 
 
＜区分 基準Ⅰ-B-1 の現状＞ 

学園の建学の精神・教育理念に基づき、宇都宮短期大学の教育目的（提出-6）を定め、

さらに学科・専攻課程ごとの人材の養成に関する教育目的・目標を定めている（提出-6 学

則第 1 条の 2、提出-規程集 1-1）第 3 条）。 
学科・専攻課程の教育目的・目標は、学外に対しては大学案内（提出-2、3）、ホームペ

ージ（提出-4）等に明記して表明している。学内においては、学生には学生便覧やシラバ

ス、ポータルサイトに記載し（提出-1、5、7）、建学の精神とともに学科ごとの教育目的・

目標も含めて説明・周知することで、学生及び教職員ともに認識を高めている。 
本学の教育目的・目標に基づく人材養成が地域・社会の要請に応えているか、卒業生へ

の聴き取り調査や就職先聴き取り調査の結果などから、定期的に点検している（備付-17、
18）。 
 
［区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果（Student Learning Outcomes）を定めている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点       
（1） 短期大学としての学習成果を建学の精神に基づき定めている。 
（2） 学科・専攻課程の学習成果を学科・専攻課程の教育目的・目標に基づき定めて

いる。 
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（3） 学習成果を学内外に表明している。 
（4） 学習成果を学校教育法の短期大学の規定に照らして、定期的に点検している。 

 
＜区分 基準Ⅰ-B-2 の現状＞ 

本学の学習成果を建学の精神「全人教育（人間形成の教育）」に基づき定めているとと

もに、学科・専攻課程別の学習成果を各学科・専攻課程の教育目的・目標に基づき、定め

ている （提出-規程集 1-1） 第 2 条 ）。 
 
 
 
 
 
 

 
 
本学の学習成果及び各学科・専攻課程の学習成果は、学内に対しては、学生便覧とシラ

バスに明記（提出-1、5）して表明し、ポータルサイトにも掲載している（提出-7）。学外

に対しては本学の大学案内やホームページ（提出-2、3）等に明記して表明している。 
学校教育法では、「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門

の学芸を教授研究し、知的・道徳的及び応用能力を展開させることを目的とする。」（第

83 条第一項）とし、第 108 条第一項で、「この目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究

し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。」と

している。本学では、学校教育法に基づいて、教育目的を決め、学習成果を定めている。

さらに、学科・専攻別に人材の養成に関する教育目的・目標を定め、それに基づいて学科・

専攻別学習成果を定めている。学校教育法の改正等を常に確認しながら、本学の学習成果

と学科・専攻別学習成果を点検している。 
また、学校教育法の短期大学の規定に照らして、学習成果をカリキュラムの見直しを含

めて定期的に点検している。 
学習成果は、科目レベルでは、成績評価や授業改善アンケート等により査定し、機関レ

ベルでは、成績一覧、学位取得数、資格取得数、成績分布、就職率、学生生活に関する調

査（卒業時）、卒業生への聴き取り調査、就職先聴き取り調査などで査定している。 
 
［区分 基準Ⅰ-B-3 卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受

入れの方針（三つの方針）を一体的に策定し、公表している。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点                    

（1） 三つの方針を関連付けて一体的に定めている。 
（2） 三つの方針を組織的議論を重ねて策定している。 
（3） 三つの方針を踏まえた教育活動を行っている。 
（4） 三つの方針を学内外に表明している。 

 

宇都宮短期大学の学習成果 

 

1  自己および他者を理解でき，自立・自律した生活の知識・技術を身につけている。 

2  豊かな人間性と感性をもち，目指す専門分野に係わる基本的な知識・技術・方法を 

身につけている。 

3 専門技術を生かして地域や社会に貢献できる能力を身につけている。 
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＜区分 基準Ⅰ-B-3 の現状＞ 

本学では、「宇都宮短期大学の目的に関する内規」として規程を整備し、建学の精神「全

人教育（人間形成の教育）」、学則に基づき、機関レベルの学習成果と各学科・専攻課程の

「人材の養成に関する教育目的・目標」、「学習成果」、「卒業認定・学位授与方針（ディプ

ロマ・ポリシー）」、「教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」、「入学者受

入れの方針（アドミッション・ポリシー）」を定めている。学習成果は、①「自立・自立し

た生活者なるべき必要の知識や技術」、②「専門分野に必要な基礎的な知識や技術」、③「専

門性を生かし地域貢献ができる知識や技術」の修得を柱にし、これに対応するように三つ

の方針を一体的に定めている（提出-6 第 1 条の 2 第 2 項、提出-規程集 1-1 ) 3 条～7 条、

提出-1）。 
 

音楽科 
 

人材の養成に関する教育目的・目標 
1 広い教養を身につけ、自立・自律した生活者としての行動規範を身につける。 
2 音楽における基本的な理論と演奏技術を学ぶとともに、豊かな感性を磨く。 
3 個々の特性を活かした芸術表現と、音楽に関わる広い職種に適う知識・技術や態度を学ぶ。 
  

学習成果 
1 自己および他者を理解でき、自立・自律した生活の知識・技術を身につけている。 
2 基礎的な理論と表現力により、感情豊かな演奏ができる。 
3 演奏技術を修得する教育課程により、公開の場で演奏する基礎を身につけている。 
 

卒業認定・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 
学科の教育目的・目標に鑑み、本学科所定の単位を修得し、次の成果が得られた学生に卒業を認定

し、短期大学士（音楽）の学位を授与する。 
1 自己および他者を理解し、自立・自律した生活者となることができる。 
2 音楽の意義を理解し、専門的な知識・技術や態度を身につけている。 
3 音楽に情熱を注ぎ、自主の気風を高め、個性を生かした芸術表現を実践する基礎ができている。 
成績評価の基準は、次のとおりとする。 

 
取得できる資格の取得要件は、次のとおりである。 
1 中学校教諭二種免許状（音楽）を取得するには、卒業要件を満たし、教職に関する専門教育科目と

指定された科目を履修し、単位を修得する。 
2 音楽療法士二種の称号を取得するには、卒業要件の他にその称号取得に必要な専門教育科目と指定

された科目を履修し、単位を修得する。 
 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）  
1 基礎教育科目は、広い教養を身につけ人間と生活を理解するための科目で編成し、建学の精神を学

ぶための科目と音楽キャリア講座等を必修とする。 
2 専門教育科目は、音楽の理論と技術の基本を理解するための専門教育科目（必修）と音楽の豊かな

表現を伸長するための専門教育科目（選択）で編成する。 
3 中学校教諭二種免許状（音楽）を取得するために、教職に関する専門科目（選択）で編成する。 

その他の資格取得ではその資格を取得するために必要な専門科目（選択）で編成する。 
4 学生が主体的・能動的・協同的に学修に取り組むことができるように、シラバスにおいて授業内・

外の学習の明示をするとともに、学習内容の理解を深めるための学生と教員相互のチェックを積極

的に行い、学びを促進する。 

評価 S A B C D 

評価の基準 

完全にないしほ

ぼ完全に到達目

標を達成してい

る 

若干不十分な点

は認められるも

のの、到達目標

を達成している 

不十分な点は認

められるもの

の、到達目標を

達成している 

到達目標の最低

限を達成してい

る 

到達目標を達成

していない 

100 点法 100 点～90 点 89 点～80 点 79 点～70 点 69 点～60 点 59 点以下 
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入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 
高等教育に備える基礎学力を身につけ、多様な個性、能力・特性を有し、学修意欲が旺盛で、音楽

を通して自己実現、自己表現、社会貢献を志すことへの明確な進路意識を持った学生を幅広く受け入

れる。このため、次の点を重視する。 
1 音楽の基礎的奏法を身につけている人 
2 基本的な表現能力をもつ人 
3 音楽の幅広いジャンルの表現や活動に強い関心と意欲をもつ人 
 
 

人間福祉学科 
 

人材の養成に関する教育目的・目標 
＜社会福祉専攻＞ 
1 広い教養を身につけ、自立・自律した生活者としての行動規範を身につける。 
2 福祉の基本的な知識・技術・方法を学ぶとともに、個々の特性を伸長する。 
3 人間尊重の精神と倫理性をもち、利用者の課題解決・支援のできるソーシャルワーカーを養成する。 
4 人間尊重の精神と倫理性をもち、社会福祉の視点をもった医療事務従事者を養成する。 
＜介護福祉専攻＞ 
1 広い教養を身につけ、自立・自律した生活者としての行動規範を身につける。 
2 福祉の基本的な知識・技術・方法を学ぶとともに、個々の特性を伸長する。 
3 人間尊重の精神と倫理性をもち、その人らしい生活の支援ができる介護福祉専門職を養成する。 
 

学習成果 
＜社会福祉専攻＞ 
1 自己および他者を理解でき、自立・自律した生活の知識・技術を身につけている。 
2 福祉の基本的な知識・技術・方法を身につけている。 
3 社会福祉士を目指す学生は、ソーシャルワーカーに係わる専門的知識・技術・方法を身につけてい 

る。 
4 医療事務従事を目指す学生は、医療事務に係わる専門的知識・技術・方法を身につけている。 
5 人間尊重の精神と豊かな人間性を身につけている。 
＜介護福祉専攻＞ 
1 自己および他者を理解でき、自立・自律した生活の知識・技術を身につけている。 
2 福祉の基本的な知識・技術・方法を身につけている。 
3 介護福祉に係わる専門的知識・技術・方法を身につけている。 
4 人間尊重の精神と豊かな人間性を身につけている。 
 

卒業認定・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 
学科の教育目的・目標に鑑み、本学科所定の単位を修得し、次の成果が得られた学生に卒業を認定

し、短期大学士（人間福祉）の学位を授与する。 
＜社会福祉専攻＞  
1 自己および他者を理解し、自立・自律した生活者となることができる。  
2 福祉の意義を理解し、基本的な知識・技術や方法が身につけている。  
3 社会福祉士を目指す学生は、ソーシャルワーカーに係わる専門的知識・技術・方法が身についてお

り、倫理性をもって活躍できる基礎ができている。  
4 医療事務従事を目指す学生は、医療事務に係わる専門的知識・技術・方法を身についており、倫理

性をもって活躍できる基礎ができている。  
5 人間の尊厳を尊重し、仕事に生きがいをもって情熱を注ぐ基礎ができている。  
＜介護福祉専攻＞  
1 自己および他者を理解し、自立・自律した生活者となることができている。  
2 福祉の意義を理解し、基本的な知識・技術や方法が身につけている。  
3 倫理性をもって、その人らしい生活の支援ができる介護福祉専門職になる基礎ができている。  
4 人間の尊厳を尊重し、仕事に生きがいをもって情熱を注ぐ基礎ができている。 
成績評価の基準は、次のとおりである。 

 

評価 S A B C D 

評価の基準 

完全にないしほ

ぼ完全に到達目

標を達成してい

る 

若干不十分な点

は認められるも

のの、到達目標

を達成している 

不十分な点は認

められるもの

の、到達目標を

達成している 

到達目標の最低

限を達成してい

る 

到達目標を達成

していない 

100 点法 100 点～90 点 89 点～80 点 79 点～70 点 69 点～60 点 59 点以下 
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取得できる資格の取得要件は、次のとおりである。 
 ＜社会福祉専攻＞ 
1 社会福祉専攻で取得できる資格を取得するには、卒業要件を満たし、その資格に必要な専門教育科

目と指定された科目を履修し、単位を修得する。そのうえで、認定試験受験が必要なものは受験し、

合格することで資格取得ができる。 
＜介護福祉専攻＞ 
1 介護福祉士を取得するには、卒業要件の他に介護福祉士国家試験受験に必要な専門教育科目と指定

された科目を履修し、単位を修得することで介護福祉士国家試験受験資格が得られる。そのうえで、

国家試験を受験して合格することで資格取得できる。 
2 その他の所得できる資格を取得するには、卒業要件を満たし、その資格に必要な専門教育科目と指

定された科目を履修し、単位を修得する。 
 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 
＜社会福祉専攻＞ 
1 基礎教育科目は、広い教養を身につけ人間と生活を理解するための科目で編成し、建学の精神を学

ぶための科目とキャリアデザインを必修とする。  
2 専門教育科目は、社会福祉の基礎を理解するための専門教育科目（必修）、ソーシャルワークを理解

するための専門教育科目（選択）、医療事務を理解するための科目、福祉を豊かに実践するための専

門教育科目で編成する。  
3 各種資格取得では、その資格を取得するために必要な専門科目（選択）で編成する。 
4 学生が主体的・能動的・協同的に学修に取り組むことができるように、シラバスにおいて授業内・

外の学習の明示をするとともに、学習内容の理解を深めるための学生と教員相互のチェックを積極

的に行い、学びを促進する。 
＜介護福祉専攻＞  
1 基礎教育科目は、広い教養を身につけ人間と生活を理解するための科目で編成し、建学の精神を学

ぶための科目とキャリアデザインを必修とする。  
2 専門教育科目は、介護福祉を理解するための専門教育科目（必修）、介護福祉を理解するための専門

教育科目（選択）、福祉を豊かに実践するための専門教育科目で編成する。  
3 介護福祉士以外の資格取得では、その資格を取得するために必要な専門科目（選択）で編成する。 
4 学生が主体的・能動的・協同的に学修に取り組むことができるように、シラバスにおいて授業内・

外の学習の明示をするとともに、学習内容の理解を深めるための学生と教員相互のチェックを積極

的に行い、学びを促進する。 
 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 
＜社会福祉専攻＞  

高等教育に備える基礎学力を身につけ、多様な個性、能力・特性を有し、学修意欲が旺盛で、ソー

シャルワーカーや医療事務職として将来活躍することを希望する学生を幅広く受け入れる。このため、

次の点を重視する。  
1 福祉分野を学ぶために必要な基本的能力（国語・英語力など）をもつ人  
2 福祉分野に不可欠なコミュニケーション能力をもつ人  
3 利用者の自立・自律した生活支援の知識・技術の向上を図るために必要な基礎的知識（家庭・情報

の教科など）をもつ人  
4 ソーシャルワークに係る広い分野に興味・関心をもつ人  
5 医療事務に係る広い分野に興味・関心をもつ人  
＜介護福祉専攻＞  

高等教育に備える基礎学力を身につけ、多様な個性、能力・特性を有し、学修意欲が旺盛で、介護

福祉士として将来活躍することを希望する学生を幅広く受け入れる。このため、次の点を重視する。  
1 福祉分野を学ぶために必要な基本的能力（国語・英語力など）をもつ人  
2 福祉分野に不可欠なコミュニケーション能力をもつ人  
3 利用者の自立・自律した生活支援の知識・技術の向上を図るために必要な基礎的知識（家庭・情報

の教科など）をもつ人  
4 介護福祉に係る広い分野に興味・関心をもつ人 
 
 

食物栄養学科 
 

人材の養成に関する教育目的・目標 
1 広い教養を身につけ、自立・自律した生活者としての行動規範を身につける。 
2 豊かな人間性と感性をもち、食に係わる基本的な知識・技術・方法を身につける。 
3 人間尊重の精神と，食に係わる専門的な知識・技術・方法等を身につける。 
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4 倫理性をもった栄養士として、食や福祉に係わる広い分野で地域や社会に貢献できる。 
 

学習成果 
1 自己および他者を理解でき、自立・自律した生活の知識・技術を身につけている。 
2 豊かな人間性と感性をもち、食に係わる基本的な知識・技術・方法を身につけている。 
3 人間尊重の精神と，食に係わる専門的な知識・技術・方法等を身につけている。 
4 倫理性をもった栄養士として、地域や社会の福祉に貢献できる能力を身につけている。 
 

卒業認定・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 
学科の教育目的・目標に鑑み、本学科所定の単位を修得し、次の成果が得られた学生に卒業を認定

し、短期大学士（食物栄養学）の学位を授与する。 
1 自己および他者を理解し、自立・自律した生活者となることができる。 
2 豊かな人間性と感性をもち、食に係わる基本的な知識・技術・方法が身についている。  
3 人間尊重の精神をもち、食に係わる専門的な知識・技術・方法等を身につけ、地域に貢献できる 

基礎ができている。  
4 栄養士として、食を通して健康や福祉の広い分野で貢献できる能力が身についている。 
成績評価の基準は、次のとおりである。 

 
取得できる資格の取得要件は、次のとおりである。 
1 栄養士を取得するには、卒業要件を満たし、その資格に必要な専門教育科目を履修し、単位を修得

する。 
2 その他の取得できる資格を取得するには、卒業要件を満たし、その資格に必要な専門教育科目と指

定された科目を履修し、単位を修得して資格認定試験受験資格を得る。そのうえで認定試験を受験

し、合格することで資格が取得できる。 
 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 
1 基礎教育科目は，広い教養を身につけ人間と生活を理解するための科目で編成し、建学の精神を学

ぶための科目とキャリアデザインを必修とする。 
2 専門教育科目は，栄養士資格を取得するための指定科目及び食と生活を豊かに実践するための科目

で編成する。 
3 栄養士以外の資格取得では、その資格を取得するために必要な専門科目（選択）で編成する。 
4 学生が主体的・能動的・協同的に学修に取り組むことができるように、シラバスにおいて授業内・

外の学修の明示をするとともに、学習内容の理解を深めるための学生と教員相互のチェックを積極

的に行い、学びを促進する。 
 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 
高等教育に備える基礎学力を身につけ，食に係わる学習意欲が旺盛で，将来，社会で活躍すること

を希望する学生を幅広く受け入れる。このため，次の点を重視する。 
1 食を通した健康と福祉に興味・関心をもつ人 
2 基本的なコミュニケーション能力をもつ人 
3 食の専門職としての知識・技術を学ぶために必要な基本的能力（国語・英語力など）をもつ人 
4 地域の健康や福祉の向上を図るために必要な基礎的知識（家庭・情報・理科の教科など）をもつ人 
 

評価 S A B C D 

評価の基準 

完全にないしほ

ぼ完全に到達目

標を達成してい

る 

若干不十分な点

は認められるも

のの、到達目標

を達成している 

不十分な点は認

められるもの

の、到達目標を

達成している 

到達目標の最低

限を達成してい

る 

到達目標を達成

していない 

100 点法 100 点～90 点 89 点～80 点 79 点～70 点 69 点～60 点 59 点以下 

 
各学科・専攻課程の卒業認定・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）は、建学の精神

「全人教育（人間形成の教育）」のもと、学習成果に対応して地域社会のニーズに応え、社

会貢献できる幅広い教養と専門の知識や技能を身につけた専門性の高い有為な人材の育成

を目指したものである。教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）は、学習

成果、ならびに卒業認定・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、学習成果を

体系的に獲得するために定めた方針であり、これに従って必要な授業科目を配置している。
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入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）は、各学科・専攻課程の学習成果を獲

得し、目的・目標にしている人材を育成するため、高等教育に備える基礎学力を身につけ

た各専門分野に対する学習意欲が旺盛な人物を受け入れるとしている。  
これらの方針は、学習成果との関連性を明確にするために、平成 26 年度に教授会の審

議を経て決定している。その後も、各学科において見直しを行い、平成 29 年度に一部を改

定し、平成 31 年 4 月の食物栄養学科新設の際、新たに食物栄養学科の三つの方針を策定

した。令和 3 年度にも一部改定し、教授会の審議を経て学長が決定し理事会に報告してい

る。 
各学科・専攻課程ともに、三つの方針を踏まえた教育活動を実施している。具体的には、

入学希望者に対して本学で学ぶ基礎的能力や専門分野への学習の意欲を個々の入試区分に

おいて確認して入学を許可している。入学者には、本学の建学の精神とともに、各学科・

専攻課程の人材の養成に関する教育目的・目標、学習成果、卒業認定・学位授与方針（デ

ィプロマ･ポリシー）、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム･ポリシー）等を説明し、

日々の教育研究を進めている。各学科・専攻課程の学習成果は、シラバスの最初のページ

に明記し、各科目の授業概要、学習の成果と内容、成績の評価等など詳細に記載して、授

業科目の成績評価の際に的確に反映させている（提出-5）。 
また、それぞれの学習成果に対応する教育課程編成・実施（カリキュラム･ポリシー）の

方針に基づいて配置した各科目の学習の成果を、卒業認定・学位授与方針（ディプロマ･ポ

リシー）の成績評価の基準、「履修細則」、「試験細則」に則り成績評価をし、教授会で認定

している（提出-1、提出-規程集 62、63、64、65、66、67）。 
三つの方針は、学内外に、大学案内や本学ホームページで公表している（提出₋2、3、4）。 

 
＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の課題＞ 

前回の認証評価において「科目レベルに示された成績の評価・基準及び到達目標の質的

データとして測定する仕組みについて一層の改善が望まれる」との課題に対して、平成 29
年度から、それ以前の 80 点以上 A、70 点～79 点 B、60 点～69 点 C、59 点以下 D（D は

不合格）の 4 段階評価の A を、90 点以上 S、80 点～89 点を A とした 5 段階評価にした。

その後、平成 31 年度からルーブリック法の導入に向けて検討してきた。シラバスの記載

内容を短期大学設置基準や教学マネジメント指針等に基づき、本学の目的に関する内規を

改定し、令和 4 年度から卒業認定・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）にルーブリッ

ク法を取り入れた成績評価の基準・方法を導入した。評価基準の具体的項目は、到達目標

（学習の成果）を取り入れている。量的・質的データを効果的に利用して教育の質保証の

向上に有効なシステム作りが課題である。学修のポートフォリオについてもクラウドシス

テムを含めて、引き続き検討を行っている。令和 3 年度入学生から学生には、Chromebook
を全員携帯させ、Google Classroom を利用した学修ポートフォリオを進めている。 
 
＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の特記事項＞ 

各学科・専攻課程の教育の目的・目標と学習成果及び三つの方針との関係は、それぞれ

の入学後のオリテーションや合宿交流研修時において、学科長が履修科目一覧表も含めて

資料として配付し、説明している。また、教務ガイダンスでは、カリキュラム･マップやカ
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リキュラム･ツリーを用いて、科目の特徴や科目相互の関係性について説明し、教育の効果

向上に努めている。 
 
 
［テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証］ 
 
＜根拠資料＞ 

提出資料 8 宇都宮短期大学内部質保証会議規程、 
          9 宇都宮短期大学自己点検･評価委員会規程、 

10 宇都宮短期大学自己点検･評価推進部会細則、 
11 宇都宮短期大学自己点検･評価推進部会 FD 部会内規、 
12 宇都宮短期大学自己点検･評価推進部会 SD 部会内規、 

提出資料-規程集  6 宇都宮短期大学内部質保証会議規程、7 宇都宮短期大学自己点検 
評価委員会規程、8 宇都宮短期大学自己点検･評価推進部会内規、9 宇都宮 
短期大学自己点検･評価推進部会 FD 部会細則、10 宇都宮短期大学自己点 
検･評価推進部会 SD 部会細則、58 宇都宮短期大学講師会規程、62・63・
64 各学科の履修細則（音楽科・人間福祉学科・食物栄養学科） 

備付資料 10 自己点検・評価報告書（令和 2（2020）年度～令和 4（2022）年度）、11 
附属高校第 3 学年担任会、12 アセスメント・ポリシー、13 各委員会の令和

2～4 年度 PDCA 報告、15 卒業判定結果、16 進級判定結果、17 卒業生へ

の聴き取り調査、18 就職先聴き取り調査、19 ウェブサイト「Ⅱ就学上の情

報等 6）5.学習成果 http://www.ujc.ac.jp/disclosure/index.html、20 授業

改善アンケート資料、21 個人別進路指導管理表、77 ウェブサイト「情報公

開」http://www.ujc.ac.jp/disclosure/index.html 
 

［区分 基準Ⅰ-C-1 自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り組ん

でいる。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点        
（1） 自己点検・評価のための規程及び組織を整備している。 
（2） 定期的に自己点検・評価を行っている。 
（3） 定期的に自己点検・評価報告書等を公表している。 
（4） 自己点検・評価活動に全教職員が関与している。 
（5） 自己点検・評価活動に高等学校等の関係者の意見聴取を取り入れている。 
（6） 自己点検・評価の結果を改革・改善に活用している。 

 
＜区分 基準Ⅰ-C-1 の現状＞ 

本学では、学則に定める教育目的の達成のために、学内の教育・研究活動に関する自己

点検・評価活動を検証し、改善策を検討することを目的として「内部質保証会議規程」を

制定して、内部質保証会議を開催している。さらに、「自己点検・評価委員会規程」及び

「自己点検・評価推進部会細則」、「自己点検・評価推進部会 FD 部会内規」、「自己点
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検・評価推進部会 SD 部会内規」を定め（提出-8、9、10、11、12）、それぞれ目的と任務

及び組織を整備している （組織図 p.6 参照）。  
自己点検･評価委員会は、「自己点検･評価委員会規程」に基づき、副学長、学科長、図

書館長、教務委員会・学生委員会・入学試験･広報委員会・就職委員会・キャンパス･ハラ

スメント防止･啓発委員会の各委員長、教職課程運営委員会委員長、地域福祉開発センター

長、事務局長、推進部会委員長及び ALO で組織し、委員長・副委員長に学科長を充てて運

営している。さらに、「自己点検･評価推進部会細則」に基づき、推進部会委員を定めて、

自己点検･評価活動を計画的に進めている。 
自己点検･評価は、本学の内部質保証システム（p.18 参照）に基づき、定期的に行って

いる。 

①各委員会はそれぞれの目的を達成するための職務について施策・立案（Plan）し、活

動（Do）して、その内容を評価（Check）し、改善（Action）案を PDCA 報告にまとめて、

自己点検・評価推進部会に提出する。 
②自己点検・評価推進部会は、その内容を分析、点検・評価して報告書（案）としてま

とめ、自己点検・評価委員会に提出する。 
③自己点検・評価委員会は、自己点検・評価を実施し、その結果を学長に報告する。 
④学長は、③の報告を受けて自己点検・評価の検証をするために、内部質保証会議にか

ける。 
⑤内部質保証会議は、自己点検・評価委員会から提出された自己点検・評価の内容を検

証し、改善・向上の方針や取り組みを教授会に指示する。 
⑥教授会は、内部質保証会議から指示された改善施策について、①の各委員会に具体的

な施策の立案・実行を促す。 
このプロセスを繰り返し、各委員会は各学科の情報や課題を共有し、かつ、PDCA 報告

を作成して確認しながら、活動している。1 月には、自己点検・評価推進部会が各委員会

から提出された PDCA 報告をもとに自己点検・評価報告書（案）を作成している。その内

容を自己点検・評価委員会で確認し、2 月に当該年度の自己点検・評価結果を学長に報告

している。それをもとに、年度末に内部質保証会議を開催し、検証して、次年度の活動へ

とつなげている（備付-10、13）。 

自己点検・評価報告書の作成は、ALO からの報告書作成のための評価基準等の情報を基

に、自己点検･評価委員会で評価項目に該当する分野の担当委員会を決めている。1 月に各

委員会が当該年度の PDCA 報告を自己点検・評価推進部会に提出し、自己点検・評価推進

部会で報告書案を作成している。その後、自己点検・評価委員会で取りまとめて、学長に

提出している。学長は、内部質保証会議にかけて検証し、その結果を学長は理事長に報告

している（提出-8）。報告書は毎年度作成し、次の評価年までの中間年に公表、評価年に

大学・短期大学基準協会に提出するとともに、公表している（備付-77）。 
全教職員は、いくつかの委員会に所属して委員会活動をしている。各委員会の活動計画

は、教授会で PDCA 報告により共有し、それぞれの実施策が提案され、審議し、実施後は

その報告がなされている。全教職員は学科別・全学の自己点検・評価活等に関与し、協働

で教育の質の向上に努めている。 
本学では、附属高校からの入学者が約半数を占めることから、附属高校の第 3 学年担任
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会（備付-11）、教員・生徒との連携授業や保護者・高校教員による入試相談会等で意見交

換をして、本学に対する要望等を取り入れて、自己点検・評価活動を進めている。さらに、

アドミッションセンターと入学試験・広報委員会を中心として業界主催の入試相談会に積

極的に参加し、教育界の情報を取り入れて内部質保証に役立てている。 
各委員会は、毎年定期的に PDCA サイクルを働かせ、自己点検・評価の結果を共有し、

改革・改善に活用して、内部質保証に取り組んでいる（備付-13）。 
 
［区分 基準Ⅰ-C-2 教育の質を保証している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点            
（1） 学習成果を焦点とする査定（アセスメント）の手法を有している。 
（2） 査定の手法を定期的に点検している。 
（3） 教育の向上・充実のための PDCA サイクルを活用している。 
（4） 学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令の変更などを確認し、法令を遵

守している。 
 
＜区分 基準Ⅰ-C-2 の現状＞    
 各学科・専攻課程では、2 月に卒業判定会議を開催し、学習成果に基づく、卒業認定・

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を満たす人材になったかどうかを、成績一覧、学

位取得数、資格取得数、成績分布等により確認している（備付-15）。これは、学習成果に

基づく教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）よって編成された科目履修

を集約した結果である。 
科目レベルでは、科目ごとに到達目標（学習の成果）、成績評価の方法・基準をシラバス

に示したうえで授業を行い、各学科の「試験細則」に則り、筆記試験、論文、レポート、

実技等によって達成度を測定している。成績は、S・A・B・C・D の 5 段階で評価してい

る。評価の基準は 100 点法により、S：90 点以上、A：89～80 点、B：79～70 点、C：69
～60 点、D：60 点未満とし、C 以上は合格点として単位を認定する。D の場合は、手続き

を経て再試験を受験することができ、合格すれば C として単位を認定する。また、前期・

後期に実施している学生による「授業改善アンケート」結果も、科目レベルと各学科・専

攻課程レベルの学習成果を査定するために用いている（備付-20）。 
 さらに、学生の学外・学内の活動状況や就職状況を確認し、学位授与式における総代候

補者・各種表彰者、学科長表彰候補者を選考している（備付-15）。 
 卒業後の学習成果の査定については、卒業生への聴き取り調査、就職先聴き取り調査を

行い、機関レベルの学習成果、各学科・専攻課程レベルの学習成果の査定に用いている（備

付-17、18）。 
 査定の手法については、平成 29 年度から、成績を 4 段階から 5 段階評価に変更し、令

和 4 年度から、卒業認定・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に成績評価の基準を示

し、シラバスにも具体的な成績評価の方法・基準を取り入れた。 
 また、内部質保障会議より、学習成果を査定するためのアセスメント・ポリシー作成の

指示があり、自己点検・評価推進部会でこれまでの査定項目・方法に検討を加え、令和 5
年 4 月に教授会に提出し運用する。 
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 各学科・専攻課程の学習成果、三つの方針は、大学（機関レベル）の学習成果に基づい

て作成しており、各科目の到達目標（学習の成果）は、各学科・専攻課程の学習成果に基

づいて作成している。 
 科目レベルでは、シラバスに示した到達目標（学習の成果）（P）の獲得のために授業を

行い（D）、成績評価や授業改善アンケートにより、教員の授業内容や方法を点検し（C）、

また、FD 研修などを踏まえ、授業方法等の改善のための報告書を作成している（A）。 
各学科・専攻課程の学習成果に基づく、卒業認定・学位授与方針（ディプロマ・ポリシ

ー）を満たす人材になったかどうかについては、学生の成績を集約し、成績一覧、学位取

得数、資格取得数や学内・学外の活動状況、就職状況で点検し（C）、見直しの必要が生じ

た場合には、三つの方針を点検する（A）。また、卒業生への聴き取り調査、就職先聴き取

り調査を加味した結果（C）から見直しの必要が生じた場合は、各学科・専攻課程の学習成

果を点検するとともに、機関レベルの学習成果を点検する（A）。 
 このように、本学では教育の向上・充実のための PDCA サイクルを活用している。 
 法令、省令の変更等があれば、教授会にて周知し対応している。令和 3 年度には、関東

信越厚生局による「介護福祉士学校に対する指導調査」が実施され、指摘事項はなかった。

社会福祉士介護福祉士学校指定規則の改正に伴う学則変更や令和 4 年度入学生から適用さ

れた教育職員免許法施行規則の改正、令和 4 年 10 月には、短期大学設置基準の一部変更

について、教授会にて事務局より報告があり、教職員間で相互確認するなど、法令を遵守

している。 
 
＜テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証の課題＞ 
 学習の成果を量的・質的データとして測定する仕組みについて、令和 4 年度から成績評

価の基準・方法にルーブリック法を取り入れた。各科目のシラバスの成績評価の基準に、

到達目標（学習の成果）を評価項目として記載することで、質的データを把握することが

容易になった。科目担当教員は、担当科目については自己の課題を把握することができる

ようになったが、これらを学生と共有し、科目別、学科別、機関別質保証の向上を図る必

要がある。また、学生と教員が共に学びの状況を把握しあい、フォローできる学修ポート

フォリオ等のクラウドシステム導入のために、業者による説明会や情報収集、他大学での

導入活用状況を調査し検討している。 
 また、各学科・専攻課程の学習成果に基づく三つの方針を定め、成績一覧、学位取得数、

資格取得数、成績分布等で学習成果を査定している。これまでの査定項目・方法に検討を

加え、令和 5 年度にアセスメント・ポリシーを制定し運用する（備付-12）。 
 
＜テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証の特記事項＞ 
 令和 3 年度入学生から、Chromebook を学生全員に携帯させ、授業を含めた学生生活に

使用している。令和 4 年度の授業目標には、Chromebook を活用した授業を展開すること

を掲げ、科目の特性に応じて利用している。Chromebook の有効活用をさらに進めていく

予定である。 
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＜基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の改善状況・改善計画＞ 
 
（a） 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計画

の実施状況 

 建学の精神をはじめとした一連の教育理念について、学生へ周知し、学生教員ともに共

有し学習の効果を高めるために、平成 28 年度から 1 年次前期に「全人教育講座」を必修

科目として設定した。学長自らの建学の精神にかかわる講話、建学の精神と生活教育・音

楽・福祉・食（健康）等の各専門分野の学びの関係性を理解し、所属する学科で有意義な

学生生活できる指針となる内容を実施している。また、本科目にかかわらず、オリエンテ

ーションや合宿交流研修における学科長講話として周知を図っている。認識度については、

卒業時の学生生活に関する調査の質問で 9 割以上となっている。新任専任教員は、学長の

「全人教育講座」に出席している。 
 平成 28 年以降は、学科ごとに非常勤と専任教員による講師会を定例化して開催してい

る。講師会は、本学教員と非常勤教員の教育の基本方針や学生情報の共有を図り、学習の

成果を高めて教育の質保証の向上につなげるものとして重視している（提出-規程集 58）。
また、音楽科は教員免許（音楽二種免許）、人間福祉学科は社会福祉士と介護福祉士、食物

栄養学科は栄養士資格を取得のために学外実習を実施している。学内では実習委員会を設

置して、各実習の企画・運営、事前・事後指導、実習評価に関すること、その他実習に必

要なこと等について審議するとともに、実習先との連絡・調整を担っている。人間福祉学

科では、本学教員と実習先の指導者と実習協議会を実施している。音楽科と食物栄養学科

では、実習時に実習担当教員が実習先を訪問して個別に指導者に本学の教育内容等を説明

するとともに施設からの要望や意見を伺っている。 

 音楽科では、創立 50 周年を記念し、地域の方に感謝を伝える地区演奏会として、県南の

両毛地区演奏会（平成 28 年）、県央地区演奏会（平成 30 年）、県北地区演奏会（令和元年）

を開催し、各地域の卒業生と教員による演奏会を実施した。さらに、彩音祭（令和 4 年）

では卒業生と本学の専任教員によるオーケストラとの共演の機会を設けた。このように卒

業生・在学生・教員が協力・共演することで、学生の卒業後にも、学習成果の獲得や、専

門性の一層の研鑽を深める機会を提供することを継続的に行っている。 
学習成果の外部評価については、卒業先への聴き取り調査として平成 28 年以降も引き

続き実施している。 
 成績の評価として GPA による評価は、人間福祉学科は平成 28 年以降、平成 31 年度に

新設された食物栄養学科も開設時から導入している。音楽科は、2 年間通じての科目があ

ることから令和 4 年度卒業時に GPA による評価を試行的に実施し、その結果を成績分布

としてまとめた。 
 
（b） 今回の自己点検・評価による課題についての改善計画 

 教育の質保証の向上に向けて、引き続き PDCA サイクルを回し自己点検・評価により

改善施策を立てて、実行していく。 
（1） 学習の成果を高めるために、令和 5 年度に学生自身の自己学習をさらに促進する。 

例年実施している授業改善アンケートや卒業時の学生生活に関する調査から、学生自身
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の自己学習（事前・事後学習）に関する設問に対して、他の項目よりも評価が低い現状が

ある。学生自身が積極的に学ぶ姿勢を養うことが求められていることから、シラバスの記

載内容も学生と教員が共有して共に学び合うための内容に変化させている。令和 5 年度の

シラバスには、事前・事後学習時間を講義・演習と単位数に合わせて、授業時間以外に必

要な時間数を表記し、具体的にどのような事前・事後学習をすべきかを記載した。これら

に基づき、授業時間外の自己学習を促し、授業時間内の学びと共に学習意欲と効果を高め

ていく。 
（2） 学習の成果を量的・質的データとして査定するための学修ポートフォリオを充実さ

せる。 
学習の成果を量的・質的データとして査定するために、令和 4 年度から成績評価・方法

にルーブリック法を取り入れた。この結果に基づき、学生の理解度を正しく把握して、授

業改善に活かしていく。また、学修ポートフォリオ等が推奨されていることから、本学も

各学科の特長に応じて導入している。令和 4 年度に業者によるクラウドシステム導入の説

明会を 2 回開催して検討中である。本学においては、音楽、福祉、食生活と各学科で学び

の内容が異なり、ポートフォリオの内容について共通項目と学科別項目を策定が必要であ

るので、継続して検討し、学科の特徴を集積し、学生自身の学習意欲が高められる内容を

策定していく。       
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 
 
［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］ 
 
＜根拠資料＞ 

提出資料 1 令和 4（2022）年度学生便覧（音楽科、人間福祉学科・食物栄養学科）、 
2 宇都宮短期大学案内令和 4（2022）年度入学者用 、 
3 宇都宮短期大学案内令和 5（2023）年度入学者用、 
4 ウェブサイト「建学の精神・理念と教育の目的・目標」 
 http://www.ujc.ac.jp/guide/pdf/education.pdf 、 
5 令和 4（2022）年度学習の手引き（シラバス:音楽科、人間福祉学科、食物

栄養学科）、6 宇都宮短期大学学則、13 ウェブサイト「入試のご案内」 
 http://www.ujc.ac.jp/admission/entrance_examination.html、 
14 令和 4（2022）年度行事予定表 

  提出資料-規程集  5 宇都宮短期大学学位規程、59 宇都宮短期大学入学者選抜規程、 
62・63・64 各学科の履修細則（音楽科・人間福祉学科・食物栄養学科）、 
65・66・67 各学科の試験細則（音楽科・人間福祉学科・食物栄養学科）、 
91 宇都宮短期大学人間福祉学科社会福祉士及び介護福祉士資格取得規程、 
92 宇都宮短期大学食物栄養学科栄養士資格取得規程 

  備付資料  15 卒業判定結果、16 進級判定結果、19 ウェブサイト「Ⅱ就学上の情報等 

6）5.学習成果 http://www.ujc.ac.jp/disclosure/index.html、22 ソーシャルワ

ーク実習集録、23 介護福祉施設実習 事例研究集録、24 校外実習報告集録、

25 教育実習レポート、26 履修カルテ（履修振り返り） 
 
［区分 基準Ⅱ-A-1 学科・専攻課程ごとの卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポ

リシー）を明確に示している。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点                     
（1） 卒業認定・学位授与の方針は、それぞれの学習成果に対応している。 

 ①卒業認定・学位授与の方針は、卒業の要件、成績評価の基準、資格取得の

要件を明確に示している。 
（2） 卒業認定・学位授与の方針は、社会的・国際的に通用性がある。 
（3） 卒業認定・学位授与の方針を定期的に点検している。 

 
＜区分 基準Ⅱ-A-1 の現状＞ 

本学では、「宇都宮短期大学の目的に関する内規」として規程を整備し、建学の精神「全

人教育（人間形成の教育）」、学則に基づき、機関レベルの学習成果と各学科・専攻課程の

「教育目的・目標」、「学習成果」、「卒業認定・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）」を

定めている（提出-6）。機関レベルの学習成果である、①「自立・自立した生活者なるべき

必要の知識や技術」、②「専門分野に必要な基礎的な知識や技術」、③「専門性を生かし地

域貢献ができる知識や技術」の習得を柱にし、これに対応する各学科・専攻課程の学習成

様式 6－基準Ⅱ 
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果と卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）は、次の通りである。 
音楽科 

 
学習成果 

1 自己および他者を理解でき、自立・自律した生活の知識・技術を身につけている。 
2 基礎的な理論と表現力により、感情豊かな演奏ができる。 
3 演奏技術を修得する教育課程により、公開の場で演奏する基礎を身につけている。 
 

卒業認定・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 
学科の教育目的・目標に鑑み、本学科所定の単位を修得して、次の成果が得られた学生に卒業を認

定し、短期大学士（音楽）の学位を授与する。 
1 自己および他者を理解し、自立・自律した生活者となることができる。 
2 音楽の意義を理解し、専門的な知識・技術や態度を身につけている。 
3 音楽に情熱を注ぎ、自主の気風を高め、個性を生かした芸術表現を実践する基礎ができている。 
成績評価の基準は、次のとおりとする。 

 
取得できる資格の取得要件は、次のとおりである。 
1 中学校教諭二種免許状（音楽）を取得するには、卒業要件を満たし、教職に関する専門教育科目と

指定された科目を履修し、単位を修得する。 
2 音楽療法士二種の称号を取得するには、卒業要件の他にその称号取得に必要な専門教育科目と指定

された科目を履修し、単位を修得する。 
 
 

人間福祉学科 
 

学習成果 
＜社会福祉専攻＞ 
1 自己および他者を理解でき、自立・自律した生活の知識・技術を身につけている。 
2 福祉の基本的な知識・技術・方法を身につけている。 
3 社会福祉士を目指す学生は、ソーシャルワーカーに係わる専門的知識・技術・方法を身につけてい

る。 
4 医療事務従事を目指す学生は、医療事務に係わる専門的知識・技術・方法を身につけている。 
5 人間尊重の精神と豊かな人間性を身につけている。 
＜介護福祉専攻＞ 
1 自己および他者を理解でき、自立・自律した生活の知識・技術を身につけている。 
2 福祉の基本的な知識・技術・方法を身につけている。 
3 介護福祉に係わる専門的知識・技術・方法を身につけている。 
4 人間尊重の精神と豊かな人間性を身につけている。 
 

卒業認定・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 
学科の教育目的・目標に鑑み、本学科所定の単位を修得し、次の成果が得られた学生に卒業を認定

し、短期大学士（人間福祉）の学位を授与する。 
＜社会福祉専攻＞  
1 自己および他者を理解し、自立・自律した生活者となることができる。  
2 福祉の意義を理解し、基本的な知識・技術や方法が身につけている。  
3 社会福祉士を目指す学生は、ソーシャルワーカーに係わる専門的知識・技術・方法が身についてお

り、倫理性をもって活躍できる基礎ができている。  
4 医療事務従事を目指す学生は、医療事務に係わる専門的知識・技術・方法を身についており、倫理

性をもって活躍できる基礎ができている。  
5 人間の尊厳を尊重し、仕事に生きがいをもって情熱を注ぐ基礎ができている。  
＜介護福祉専攻＞  
1 自己および他者を理解し、自立・自律した生活者となることができている。  
2 福祉の意義を理解し、基本的な知識・技術や方法が身につけている。  
3 倫理性をもって、その人らしい生活の支援ができる介護福祉専門職になる基礎ができている。  

評価 S A B C D 

評価の基準 

完全にないしほ

ぼ完全に到達目

標を達成してい

る 

若干不十分な点

は認められるも

のの、到達目標

を達成している 

不十分な点は認

められるもの

の、到達目標を

達成している 

到達目標の最低

限を達成してい

る 

到達目標を達成

していない 

100 点法 100 点～90 点 89 点～80 点 79 点～70 点 69 点～60 点 59 点以下 
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4 人間の尊厳を尊重し、仕事に生きがいをもって情熱を注ぐ基礎ができている。 
成績評価の基準は、次のとおりである。 

 
取得できる資格の取得要件は、次のとおりである。 
 ＜社会福祉専攻＞ 
1 社会福祉専攻で取得できる資格を取得するには、卒業要件を満たし、その資格に必要な専門教育科

目と指定された科目を履修し、単位を修得する。そのうえで、認定試験受験が必要なものは受験し、

合格することで資格取得ができる。 
＜介護福祉専攻＞ 
1 介護福祉士を取得するには、卒業要件の他に介護福祉士国家試験受験に必要な専門教育科目と指定

された科目を履修し、単位を修得することで介護福祉士国家試験受験資格が得られる。そのうえで、

国家試験を受験して合格することで資格取得できる。 
2 その他の所得できる資格を取得するには、卒業要件を満たし、その資格に必要な専門教育科目と指

定された科目を履修し、単位を修得する。 
 
 

食物栄養学科 
 

学習成果 
1 自己および他者を理解でき、自立・自律した生活の知識・技術を身につけている。 
2 豊かな人間性と感性をもち、食に係わる基本的な知識・技術・方法を身につけている。 
3 人間尊重の精神と，食に係わる専門的な知識・技術・方法等を身につけている。 
4 倫理性をもった栄養士として、地域や社会の福祉に貢献できる能力を身につけている。 
 

卒業認定・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 
学科の教育目的・目標に鑑み、本学科所定の単位を修得し、次の成果が得られた学生に卒業を認定

し、短期大学士（食物栄養学）の学位を授与する。 
1 自己および他者を理解し、自立・自律した生活者となることができる。 
2 豊かな人間性と感性をもち、食に係わる基本的な知識・技術・方法が身についている。  
3 人間尊重の精神をもち、食に係わる専門的な知識・技術・方法等を身につけ、地域に貢献できる 

基礎ができている。  
4 栄養士として、食を通して健康や福祉の広い分野で貢献できる能力が身についている。 
成績評価の基準は、次のとおりである。 

 
取得できる資格の取得要件は、次のとおりである。 
1 栄養士を取得するには、卒業要件を満たし、その資格に必要な専門教育科目を履修し、単位を修得

する。 
2 その他の取得できる資格を取得するには、卒業要件を満たし、その資格に必要な専門教育科目と指

定された科目を履修し、単位を修得して資格認定試験受験資格を得る。そのうえで認定試験を受験

し、合格することで資格が取得できる。 
 

評価 S A B C D 

評価の基準 

完全にないしほ

ぼ完全に到達目

標を達成してい

る 

若干不十分な点

は認められるも

のの、到達目標

を達成している 

不十分な点は認

められるもの

の、到達目標を

達成している 

到達目標の最低

限を達成してい

る 

到達目標を達成

していない 

100 点法 100 点～90 点 89 点～80 点 79 点～70 点 69 点～60 点 59 点以下 

評価 S A B C D 

評価の基準 

完全にないしほ

ぼ完全に到達目

標を達成してい

る 

若干不十分な点

は認められるも

のの、到達目標

を達成している 

不十分な点は認

められるもの

の、到達目標を

達成している 

到達目標の最低

限を達成してい

る 

到達目標を達成

していない 

100 点法 100 点～90 点 89 点～80 点 79 点～70 点 69 点～60 点 59 点以下 

 
各学科・専攻課程の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）には、学習成

果が得られた学生に対して学位が与えられることが明記されており、成績評価の基準、資

格取得要件も示されている。また卒業の要件は、学則第 11、12 条（提出₋6）に示され、よ

り詳細な卒業の要件は、履修細則に定められている（提出-規程集 62、63、64）。 
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資格取得の要件は、音楽科の中学校教諭第二種免許状（音楽）は音楽科履修細則第 4 条

第 2 項（提出-規程集 62）に、人間福祉学科の社会福祉士及び介護福祉士国家資格に関す

るものは社会福祉士及び介護福祉士資格取得規程（提出-規程集 91）に、食物栄養学科の

栄養士国家資格は栄養士資格取得規程（提出-規程集 92）に定められている。これらの規

程は「社会福祉士介護福祉士学校指定規則」、「社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部

を改正する政令等の関係政令及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正す

る省令等の関係省令の政令について（平成 30 年 8 月 7 日社援発第 0807 第 2 号、厚生労

働省社会・援護局長通知）」、「社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指

針について（平成 30 年 8 月 7 日社援発第 0807 第 2 号、厚生労働省社会・援護局長通知）」

及び「栄養士法施行規則第 9 条一項」に基づいて編成している。 
さらに、本学では、より幅広い分野で活躍できるように、学科の特徴に合わせた民間資

格の取得を推奨している。音楽科では音楽療法士 2 種、介護職員初任者研修が取得できる。

人間福祉学科では両専攻ともにレクリエーション･インストラクター、福祉レクリエーシ

ョン･ワーカーを、また、社会福祉専攻の医療事務履修モデルではメディカル･クラークと

ドクターズ･クラークが取得できる。食物栄養学科では、フードスペシャリスト資格取得受

験資格ができる。人間福祉学科と食物栄養学科共通の民間等資格は、社会福祉主事任用資

格、キャンプ･インストラクター、メククアップ技術検定 2・3 級がある（提出-1）。 
各学科・専攻課程の卒業認定・学位授与方針（ディプロマ･ポリシー）は、本学建学の精

神「全人教育（人間形成の教育）」のもと、教育基本法及び学校教育法の精神に従い、短期

大学設置基準の卒業に係る法令に基づいて、一般教養及び専門知識と技能を習得し、地域

社会に貢献し得る有為な学生の育成をめざしており、社会的・国際的に通用性があると考

えている。音楽科、人間福祉学科及び食物栄養学科の学位は、順に、短期大学士（音楽）、

短期大学士（人間福祉）、短期大学士（食物栄養学）となっている（提出-規程集 5）。 
各学科・専攻課程の卒業認定・学位授与方針（ディプロマ･ポリシー）は、自己点検・評

価委員会及び教務委員会で毎年、次年度のカリキュラム編成について検討する際に点検を

し、改定の必要があれば、教授会の審議を経て学長が決定している。 

 
［区分 基準Ⅱ-A-2 学科・専攻課程ごとの教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・

ポリシー）を明確に示している。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点              
（1） 教育課程編成・実施の方針は、卒業認定・学位授与の方針に対応している。 
（2） 教育課程編成・実施の方針に従って、教育課程を編成している。 

 ① 短期大学設置基準にのっとり体系的に編成している。 
 ② 学習成果に対応した、授業科目を編成している。 
 ③ 単位の実質化を図り、卒業の要件として学生が修得すべき単位数につい

て、年間又は学期において履修できる単位数の上限を定める努力をしてい

る。 
 ④ 成績評価は学習成果の獲得を短期大学設置基準等にのっとり判定してい

る。 
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 ⑤ シラバスに必要な項目（学習成果、授業内容、準備学習の内容、授業時間

数、成績評価の方法・基準、教科書・参考書等）を明示している。 
 ⑥ 通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には印刷教材等による授業

（添削等による指導を含む）、放送授業（添削等による指導を含む）、面

接授業又はメディアを利用して行う授業の実施を適切に行っている。 
（3） 教育課程の見直しを定期的に行っている。 

     
＜区分 基準Ⅱ-A-2 の現状＞ 

各学科・専攻課程では、学習成果を達成するために卒業認定・学位授与方針（ディプロ

マ･ポリシー）を定め、それらに対応して教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリ

シー）を定め、具体的に科目を設定している（提出-6） 。 
教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）は、各学科・専攻課程とも学内

には、学生便覧、シラバス等で、学外には、大学案内、ホームページ等で公表している（提

出-1、2、3、4、5）。 
各学科・専攻課程のカリキュラムは、短期大学設置基準第 5 条、第 6 条にある教育課程

の編成方針に則り、基礎教育科目と専門教育科目に分けて編成している（提出-6）。入学

時のオリエンテーションで、卒業認定・学位授与方針（ディプロマ･ポリシー）とカリキュ

ラムの関係性を可視化するツールとしての「カリキュラム･マップ」と、カリキュラムの体

系性・系統性を可視化するツールとしての「カリキュラム･ツリー」を用いて説明している

（提出-5）。 
 基礎教育科目の「全人教育講座」と「キャリアデザイン」または「音楽キャリア講座」

は、各学科の必修科目としている。 
各学科・専攻課程の授業科目は、学習成果に対応し、広い教養と自立・自律した生活者

を目指す「基礎教育科目」、専門職に必要とされる能力を育成するための「専門教育科目

（必修）」、仕事に情熱を注ぎ、社会貢献できる人材を育成するための「専門教育科目（選

択）」として編成し、教養と専門的能力の養成と豊かな人間性を育むことを目指している

（提出-5）。また、音楽科には、教職に関する専門教育科目をおいている。 
単位の実質化を図り、各学科とも単位取得上限を年間 49 単位と各学科の履修細則に定

めている。ただし、教職課程を履修する者、社会福祉士もしくは介護福祉士資格取得のた

めの指定科目を履修する者及び栄養士資格取得のための指定科目の履修する者は、この上

限を超えて履修科目の登録を認めている（提出-規程集 62 第 2 条第 4 項、63 第 2 条第 4
項、64 第 2 条第 4 項）。 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づいて実施される成績評価

は、教育の質の保証に向けて厳格に適用している。短期大学設置基準第 11 条の 2 第 2 項

に則り、履修細則を定め、シラバスで学生に対し明示している。授業科目の成績評価に学

習成果が的確に反映するため、担当教員にはシラバス作成依頼時に、「学習の手引き（シ

ラバス）作成要領」において、カリキュラム･マップ、カリキュラム･ツリーを示し、各学

科・専攻課程の学習の成果と科目の到達目標（学習の成果）の整合性を考慮しながら作成

するよう求めている 
各学科・専攻課程のシラバスは、学生が積極的に学ぶ姿勢を養い、教員と共有して学習
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につなげるものとして表記を統一し、通年科目は 30 コマ分を、音楽科の 2 ヵ年科目は 60
コマ分を一つのシラバスにしている。開講年次、開講学期、授業形態、単位数、担当教員、

授業概要、到達目標、学習内容、準備学習、成績評価の方法・基準、教科書、参考図書、

履修上の注意・学習支援、オフィスアワーを明示している。高等教育の就学支援新制度の

対象校となったことに伴い、令和 2 年度からは、実務経験のある教員に関する項目も明示

することになっている。 
また、これらのシラバスに必要な項目の明記は、シラバス作成時に依頼し、受理時に教

務委員会が確認し、必要な項目が明記されていない場合には担当教員に修正を求めている。

さらに、教育課程の全授業科目に学習成果が反映してあるか、各項目が適切に書かれてい

るかについて確認している。 
本学は、通信教育は行っていない。 
カリキュラム見直しについては、定期的に行っている。音楽科では、吹奏楽・アンサンブ

ル専攻コースを平成 30 年度に新設し、学校現場や社会人バンドなどで、演奏指導にとど

まらず、運営やコンサートの企画などを通し、地域の音楽文化活動に貢献できる人材を育

成している。平成 30 年度には教職課程の再課程認定申請が認められ、さらに令和元年度

に見直しをして、令和 4 年度も科目を追加した。 
人間福祉学科は、平成 28 年度入学生から、社会福祉専攻の履修モデルを改編して、社会

福祉士履修モデルに加え、医療事務履修モデルを新設するカリキュラム見直しを行った。

現在、国は持続可能な社会保障制度を目的として、医療・介護の連携強化、地域包括ケア

システムとして在宅医療・介護連携の推進など、多様な医療福祉サービスの需要の増大が

見込まれている。医療事務等の医療専門職が地域で求められ、カリキュラムの見直しは、

この要請に応えるものである。現在、医療事務履修モデルの卒業生の多くは、地域の医療

機関（大学病院・クリニック等）や薬局等で医療事務や調剤事務として従事している。 
令和元年度に「社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正」が行われ、社会福祉士と介護

福祉士養成課程における教育内容等の見直しが実施された。これに伴い、本学のカリキュ

ラムも見直しを行い、令和 3 年度から新カリキュラムを実施している。また、医療事務履

修モデルについても、さらに見直しを図り、カリキュラムの改訂を行っている。 
食物栄養学科は、令和 2 年度に完成年度を迎え、本学の学習成果の獲得を目的とした科

目設定になっているか再点検し、専門教育と教養を主体とする職業への実施体制について

検討した。その結果に基づきカリキュラムの改正を令和 3 年度に検討し、令和 4 年度より

新カリキュラムを実施している。 
 各学科・専攻の教育課程の見直しについては、国家資格の専門職養成のための定期的な

見直し時はもちろん、社会のニーズに合わせて常に求められている人材養成のための教育

課程の見直しを実施している。 
 
［区分 基準Ⅱ-A-3 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養を培う

よう編成している。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点           
（1） 教養教育の内容と実施体制が確立している。 
（2） 教養教育と専門教育との関連が明確である。 
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（3） 教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 
 
＜区分 基準Ⅱ-A-3 の現状＞ 

本学の教育課程は、短期大学設置基準に則り、基礎教育科目と専門教育科目で編成して

いる。基礎教育科目は、本学の建学の精神「全人教育（人間形成の教育）を実践するため

に、幅広く深く教養を培うように編成している。音楽科では、一般的な教養科目に加えて

教職課程の履修に必要な科目、及び音楽療法士資格取得に必要な教養科目を加えて 20 科

目を設定している。人間福祉学科の社会福祉専攻では、社会福祉の専門職として必要な科

目を加えて 13 科目、介護福祉専攻では 12 科目を設定している。食物栄養学科では、理系

の学びであることから、化学、生物学、数学などを含めた 17 科目を設定している。 
各学科・専攻課程とも、基礎教育科目の中の「全人教育講座」と音楽科の「音楽キァリ

ア講座」、または人間福祉学科と食物栄養学科の「キャリアデザイン」は、本学の建学の精

神「全人教育（人間形成の教育）」の内容を学び、教養科目と専門科目の学びの大切とキャ

リア計画を立てて自己の素質を生かした生活の充実に向けた学生生活の基礎として必修科

目になっている。また、人間福祉学科と食物栄養学科では、医療事務・福祉職や栄養士養

成が目的であり、よりよい生活の対人サービスを基本とすることから、『生活科学』や『生

活技術』を選択科目に設定し履修を推奨している。なお、各授業科目の担当教員は、教授

会で審議して学長が配置している。 
教養科目と専門科目との関連については、カリキュラム･ツリー、カリキュラム･マップ

を作成し、明確にしている（提出-5）。これらは、非常勤も含めた教員と学生が共有してい

る。教養科目と専門科目の関連性の深い科目は、理解を高めるために、科目担当者間で直

接または教務委員等を通して情報交換を行い、教育の向上に努めている。 
教養教育の効果は、教養科目レベルでの成績評価と各学科・専攻課程レベルとして学期

ごとの履修者全体の成績、および各学期末に実施している学生による授業改善アンケート

結果より測定・評価し、改善に取り組んでいる（備付-20）。 

 
［区分 基準Ⅱ-A-4 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、職業又は実際生活に必

要な能力を育成するよう編成し、職業教育を実施している。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点             
（1） 学科・専攻課程の専門教育と教養教育を主体とする職業への接続を図る職業

教育の実施体制が明確である。 
（2） 職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 

 
＜区分 基準Ⅱ-A-4 の現状＞ 
 各学科・専攻課程の卒業認定・学位授与方針（ディプロマ･ポリシー）は、本学の建学の

精神「全人教育（人間形成の教育）」のもと、教育基本法及び学校教育法の精神に従い、短

期大学設置基準の卒業に係る法令に基づいて、一般教養及び専門知識と技能を習得し、地

域社会に貢献し得る有為な学生の育成をめざし、これに基づいて、学習成果を体系的に獲
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得するために、教育課程編成･実施の方針（カリキュラム･ポリシー）を定め、必要な授業

科目を配置している。 
本学のカリキュラムは、基礎教育科目と専門教育科目に分かれている。基礎教育科目で

は、広い教養を身につけ人間と生活を理解するための科目で編成し、その中で「全人教育

講座」とキャリア講座（音楽科では「音楽キャリア講座」、人間福祉学科・食物栄養学科

では「キャリアデザイン」）を必修科目としている。「全人教育講座」では、本学の「建学

の精神」を学び、加えて社会人・職業人として必要な基礎的知識の獲得をめざしたもので

ある。また、キャリア講座でも、自分自身の仕事を通じた人生を設計・形成していく力を

習得することを目的としている。これらの科目は、専任教員が担当し、担当教員の授業内

リアクションペーパー等を用いた評価を行っている。その他に、実際の生活を理解するた

めに必要な科目や、専門科目を理解するために必要な基礎的教養を学ぶ科目を編成してい

る。基礎教育科目では、卒業認定のために必要な単位数を定めており、また、各科目では

成績評価の基準・方法を明示し評価を行っている（提出-5）。 
専門教育科目では、各学科で将来就きたい職業に結びつくために必要な専門科目を編成

している。専門教育科目の実習科目については、学内で学んだことを実際の現場で体験す

ることによって、学生自身の職業に対する考え方を再認識する場でもあり、具体的な職業

教育に結びついている（提出-5）。 
音楽科では、「教職に関する専門科目」を置いている。教員免許取得を目指す学生に対し

ては、教職に関する科目を履修した上で、教育実習では 150 時間（3 週間）の実習を行っ

ている。教員は、教職に関する実践演習において、事前・事後指導を行っている。 
人間福祉学科では、社会福祉専攻の社会福祉士履修モデルで社会福祉士国家試験受験資

格取得を目指す学生に対して、指定科目を履修したうえで、所定の施設・機関で、240 時

間 5 単位の実習を行っている。各実習が効果的に実施できるように、「ソーシャルワーク

実習指導（90 時間）」で、実習事前・事後指導を行っている。 
社会福祉専攻の医療事務履修モデルで医療事務関係の資格取得を目指す学生に対して

は、病院・診療所等で 90 時間 2 単位の実習を行っている。実習が効果的に実施できるよ

うに、上記 90 時間のうちの 10 時間は、事前指導・事後指導を行っている。 
介護福祉専攻の介護福祉士受験資格取得を目指す学生に対しては、指定科目を履修した

上で、450 時間 10 単位の介護実習を行っている。実習が効果的に実施できるように、

「介護総合演習Ⅰ・Ⅱ（120 時間）」と、「介護過程Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（150 時間）」のなかで、

事前指導・事後指導を行っている。 
食物栄養学科では、栄養士資格取得を目指す学生に対して、指定科目を履修した上で、

「給食管理実習Ⅰ」および「給食管理実習Ⅱ（校外実習）」を行っている。「給食管理実習

Ⅰ（学内実習）」では、学内の給食実習室において給食管理の基礎を学ぶ内容となってお

り、専任教員指導のもと、給食にかかる作業工程を学生主体の実習授業を行っている。 
給食管理実習Ⅱ（校外実習）」では、高齢者福祉施設、病院関連施設、及び学校などの特

定給食施設、児童福祉施設において、現場の管理栄養士の指導のもと、栄養士業務の実際

を学ぶ内容となっている。実習が効果的に実施できるように 事前・事後指導を行ってい

る。 
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各学科の学外実習に際しては、実習中に実習先を訪問し、実習指導者と本学指導教員と

の間で、連絡・協議を行っている。 
学外実習科目の職業教育の効果の測定・評価については、配属した実習先の評価と本学

の実習を担当している教員との総合評価で行っている。また、実習協議会や巡回時などに、

実習の効果や評価についても意見を交換しながら検討している。また、介護福祉士の国家

試験、医療事務技能審査試験・医師事務作業補助技能認定試験、栄養士実力認定試験も職

業教育の効果・評価となっていて、教育の改善に活かしている（備付-22、23、24、25、
26）。 

さらには、本学の学習成果について、就職先の情報を把握するとともに、就職先聴き取

り調査を実施し、改善に取り組んでいる。 
 

［区分 基準Ⅱ-A-5 学科・専攻課程ごとの入学者受入れの方針（アドミッション・ポリ

シー）を明確に示している。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点        
（1） 入学者受入れの方針は学習成果に対応している。 
（2） 学生募集要項に入学者受入れの方針を明確に示している。 
（3） 入学者受入れの方針は、入学前の学習成果の把握・評価を明確に示してい

る。 
（4） 入学者選抜の方法は、入学者受入れの方針に対応している。 
（5） 高大接続の観点により、多様な選抜についてそれぞれの選考基準を設定し

て、公正かつ適正に実施している。 
（6） 授業料、その他入学に必要な経費を明示している。 
（7） アドミッション・オフィス等を整備している。 
（8） 受験の問い合わせなどに対して適切に対応している。 
（9） 入学者受入れの方針を高等学校関係者の意見も聴取して定期的に点検してい

る。 
 
＜区分 基準Ⅱ-A-5 の現状＞ 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）は、各学科・専攻課程が求める学生

像を示し、それぞれの学習成果にも対応している（提出-1、2、3、6）。 
各学科・専攻課程の入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）は、学校案内、

本学ホームページ等に掲載し明示している（提出-2、3）。最新の学生募集要項は、ウェブ

サイトに掲載している（提出-13）。また、毎年実施する学園入試説明会やオープンキャン

パス、学外の業者主催による進学ガイダンス、高校訪問等の学生募集活動においても、学

校案内等を用いて本学が求める人物像や入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）

を示している。 
音楽科は、「学校推薦型・特待生選抜」で、音楽の基礎的奏法を身につけている人を広く

評価して受け入れ、基本的な表現力をもつ人を「総合型選抜」による面接で評価して受け

入れている。さらに、音楽の幅広いジャンルの表現や活動に強い関心と意欲をもつ人を受

け入れる「一般・特待生選抜」を設けている。本学独自の授業料特待生制度による特待生
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枠を設けている。入学試験時に、成績優秀者を特待生とし、2 年間の授業料を全学給付、

半額給付、入学金給付し、学びの機会を広げている。すべての入学者選抜において面接試

験を実施し、実技試験では判定基準を用いて公正且つ適正に実施している。 
人間福祉学科と食物栄養学科では、高大接続の観点から調査書等を主体性等の評価とし

て合否判定に利用し、外部英語資格検定試験を特待生入試や一般選抜等において加点方式

で利用するなど受験生の高校時代の努力を評価している。また、「学校推薦型選抜（指定校

制・公募制）」「特待生入試」「共通テスト利用入試Ⅰ期・Ⅱ期」「一般選抜Ⅰ期・Ⅱ期」で、

福祉や食の専門職としての知識や技術を学ぶために必要な基本的能力をもつ人を評価して

受け入れている。対人サービスの専門職として不可欠なコミュニケーション能力や学習意

欲のある人を「総合型選抜」による面接・課題提出による総合評価で評価している。さら

に、「特待生入試」で、人間福祉学科では利用者の自立・自律した生活支援の知識・技術の

向上を図るために必要な基礎的知識（家庭、情報の教科など）をもつ人を、食物栄養学科

では地域の健康や福祉の向上を図るために必要な基礎的知識（家庭・情報・理科の教科な

ど）をもつ人を評価して受け入れている。 
本学は、高大接続の観点により、多様な入学者選抜の方法を取り入れ、入学者受入れの

方針（アドミッション・ポリシー）に基づき、「学力の三要素」を多面的・総合的に評価

している。試験区分と選抜方法は入学試験要項を WEB にも明示し、公正かつ正確に実施

している（提出-13）。新型コロナウイルス感染症対策等の入学者選抜の振替措置、身体に

障がいがある志願者への対応、入学辞退者への入学時納入金の返還についても明示してい

る。 
試験区分は、下表の通りである。 
 

各学科の試験区分 
音楽科 人間福祉学科 食物栄養学科 

・総合型選抜 
・学校推薦型・特待生選抜 

（Ⅰ・Ⅱ期） 
・一般・特待生選抜 

（Ⅰ・Ⅱ期） 

・総合型選抜 
・学校推薦型選抜（指定校制・

公募制） 
・特待生入試 
・大学共通テスト利用入試

（Ⅰ・Ⅱ期） 
・一般選抜（Ⅰ・Ⅱ期） 
・社会人特別入試 
・離転職者向け職業訓練事業

入試（栃木県立県央産業技術

専門学校と連携） 

・総合型選抜 
・学校推薦型選抜（指定校制・

公募制） 
・特待生入試 
・大学共通テスト利用入試 

（Ⅰ・Ⅱ期） 
・一般選抜（Ⅰ・Ⅱ期） 
・社会人特別入試 

 
各学科に共通する「総合型選抜」は、①エントリー、②入試相談、③出願、④面接試験、

⑤合格発表、⑥入学手続きという流れにより段階的な入試を行っている。 
各学科の入試区分別の入学者数推移は、音楽科、人間福祉学科ともに、総合型選抜への

志願者は減少傾向にあり、人間福祉学科では推薦入試の指定校推薦等を利用する志願者が
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増加傾向を示している。 
音楽科の「学校推薦型・特待生選抜」では、学校長の推薦を条件とし、全体の学習成績

の状況（評定平均値 3.3 以上）を設定して、高等学校の調査書および活動報告・学習計画

書を提出し、専攻コースによって異なるが、主科実技、副科ピアノ、口頭試問含む面接試

験を課して総合的に判定している。「一般・特待生選抜」は、高等学校の調査書および活動

報告・学習計画書を提出し、専攻コースによって異なるが、主科実技、副科ピアノ、楽典、

ソルフェージュ、口頭試問含む面接試験を課して総合的に判定している。 
人間福祉学科と食物栄養学科の「学校推薦型選抜（指定校制）」では、学校長の推薦を条

件とし、全体の学習成績の状況（評定平均値 3.2 以上）を設定して、高等学校の調査書と

面接試験を課して総合的に判定している。「学校推薦型選抜（公募制）」は、全体の学習成

績の状況（評定平均値）を設定、学校長の推薦を条件とし、高等学校の調査書と小論文及

び面接試験を課して総合的に判定している。 
「学校推薦型選抜（公募制）」「特待生入試」「一般選抜Ⅰ期・Ⅱ期」「共通テスト利用入

試Ⅰ期・Ⅱ期」では、入学者選抜の選考基準に基づき、入学試験時に特に優秀で意欲的な

人を特待生とし、2 年間の授業料を全額給付、半額給付し、学びの機会を広げている。「学

校推薦型選抜（指定校制）」では、①全体の学習成績の状況（評定平均値）が 4.5 以上の方、

②操行が良好であり、福祉分野・食物栄養分野への進学を希望されている方、③事情によ

り経済的支援を必要とする方、④将来、地元で働き地域活性化に貢献する意欲の高い方、

以上 4 つの条件に該当する人に対して、2 年間の授業料の半額給付している。 
「特待生入試」は、国語と面接を必須とし、英語、数学、簿記・会計、情報関係基礎、

家庭基礎より１科目を選択する筆記試験を課して総合的に判定している。「大学共通テス

ト利用入試」は、英語または国語を必須として、人間福祉学科では英語、国語、地理歴史・

公民、数学から 2 科目選択、食物栄養学科では英語、国語、数学、理科から 2 科目を選択

させて判定し、個別試験は課していない。 
この他、福祉や食の専門職としての知識や技術を学ぶために必要な基本的能力を有し、

学習意欲が旺盛な社会人を評価する方法として、「社会人特別入試」を設けている。人間福

祉学科介護福祉専攻では、以上の入試で定員に満たない場合は、栃木県立県央産業技術専

門学校と連携した「離転職者向け職業訓練事業入試」を実施している。共通テスト利用入

試を除くすべての入試方法において面接試験を実施し、公正且つ適正に実施している。 
授業料、その他入学に必要な経費については、大学案内や入試要項、ホームページに明

示している（提出-13）。 
平成 31 年度よりアドミッションセンターを開設（p.5 組織図参照）し、進学ガイダンス、

高等学校での進路相談、高大連携授業の対応等、学生の確保を目的とした学部学科横断的

な活動をしている。アドミッションセンターとの連絡は、学務課の職員（入試広報担当）

と入試広報担当教員が中心となり、教職員全体で情報を共有している。また、附属高校を

はじめ高等学校関係者の意見を聴取し、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）

が妥当なものか定期的に点検している。 
受験の問い合わせに対しては、入試広報担当職員が適切に対応している。フリーダイヤ

ルを設置して、資料請求や問い合わせに応じている。また、毎週土曜日は学校見学会を開

催し、参加者には教員と事務職員が協力して説明を行い、キャンパス内を案内し、相談に
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応じている。合格者の決定は、入学試験実施後、教授会の審議を経て学長が決定している

（提出-規程集 59）。 
学生の確保に向けては、県内の総合学科や専門学科の高校からも多くの入学者を得るこ

とが大切である。そのためには、本学の魅力と地元で学ぶ魅力を理解してもらうことが重

要である。まずは、本学附属高校との連携を一層密にとり、教育内容の魅力を伝えていく

ことが欠かせない。本学附属高校との連携は、校内進路相談会や、2・3 年保護者会開催時

に相談コーナーを設置して、生徒や保護者からの質問や相談に応じている。第 3 学年担任

会では、進路を担当する担任の先生へ、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）

や本学の特色などについて直接説明し、意見交換する機会を設けている（備付-11）。 
各学科とも、本学附属中・高生を対象に連携授業を実施している。音楽科は高大連携授

業として生活教養科 2・3 年生を対象に講師を派遣し「子どもと音楽」を実施している。人

間福祉学科と食物栄養学科は、同普通科応用文理コース 2 年生、本学附属中学 1 年を対象

に福祉特別授業を、同附属高校生活教養科 1・3 年を対象に、特別授業や食育・福祉体験授

業を本学キャンパスで高大連携授業として実施している。さらに、食物栄養学科は、同附

属高校調理科 1 年生を対象に体験授業を実施している。 
県内の高校に対しては、宇都宮共和大学と連携して例年 5 月に学園入試説明会を開催し

ている。その席で、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）を周知するととも

に、参加者から意見を聴取している。また、高大連携授業を実施し、学校見学を兼ねた本

学キャンパスへの来校者や出前授業として訪問校の高校生や教員からの意見を取り入れて、

点検している。 
 
［区分 基準Ⅱ-A-6 短期大学及び学科・専攻課程の学習成果は明確である。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点             
（1） 学習成果に具体性がある。 
（2） 学習成果は一定期間内で獲得可能である。 
（3） 学習成果は測定可能である。 

    
＜区分 基準Ⅱ-A-6 の現状＞ 

本学では、「宇都宮短期大学の目的に関する内規」として規程を整備し、建学の精神「全

人教育（人間形成の教育）」、学則に基づき、機関レベルの学習成果と各学科・専攻課程の

教育目的・目標、学習成果、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を定め

ている。機関レベルの学習成果である、①「自立・自律した生活者なるべき必要の知識や

技術」、②「専門分野に必要な基礎的な知識や技術」、③「専門性を生かし地域貢献ができ

る知識や技術」の習得を柱にし、これに対応する各学科・専攻の教育課程レベルの学習成

果を定めている。さらに、シラバスでは、科目レベルの学習成果が明記され、教育課程レ

ベルの学習成果と科目レベルの学習成果の対応関係は、カリキュラム･マップやカリキュ

ラム･ツリーに示されている（提出-5、6）。 
学生は、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム･ポリシー）に基づいた科目を履修し、

卒業に必要な単位を獲得できるので、学習成果には具体性があり、また、在学期間で獲得

可能である。 
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学習成果の測定は、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ･ポリシー）に基づき、科目

レベルでは、シラバスにおいてそれぞれの到達目標（学習の成果）、及び令和 4 年度より成

績評価の基準・方法を明確にし、評価をしている。また、半期ごとに実施している授業改

善アンケートにより、学生による授業評価、学生自身の授業への自己評価から、教員及び

学生が、それぞれ学習成果を測定することができる。 
各学科・専攻の教育課程レベルでは、科目区分において必要な単位数を履修することが

求められており、機関レベルでは、卒業に必要な単位数が定められているので、学習成果

の測定は可能である。学習成果の達成度の査定は、各学科の履修細則に基づいて実施し（提

出-規程集 62、63、64）、成績の評価と単位取得方法の詳細は、シラバスと学生便覧に明示

している（提出-5、1）。 

 
［区分 基準Ⅱ-A-7 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組みを

もっている。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点            
（1） 成績分布、単位取得率、学位取得率、資格試験や国家試験の合格率、学生の業

績の集積（ポートフォリオ）、ルーブリック分布などを活用している。 
（2） 学生調査や学生による自己評価、同窓生への調査、インターンシップや留学な

どへの参加率、大学編入学率、在籍率、卒業率、就職率などを活用している。 
（3） 学習成果を量的・質的データに基づき評価し、公表している。 

 
＜区分 基準Ⅱ-A-7 の現状＞ 
学習成果の獲得状況として、量的データの測定としては、各学科・専攻課程とも成績一

覧、学位取得数、国家試験の合格者数（率）、各種民間資格取得数、成績分布等を用いて把

握している（備付-19）。 
音楽科は、中学校教諭二種免許状（音楽）取得者数、民間資格では、音楽科はヤマハ音

楽能力検定グレード試験、カワイピアノグレードテスト、カワイ音楽教育グレードテスト

等を把握し教育に活用している。令和 4 年度の音楽科の学位取得数は 26 名、中学校教諭

二種免許状（音楽）取得数は 20 名、音楽療法士（2 種）・介護職員初任者研修 1 名であっ

た。 
人間福祉学科は、社会福祉専攻の社会福祉士履修モデルでは社会福祉士国家試験の合格

者数（2 年の実務経験を持つ卒業生）、医療事務履修モデルでは医療事務分野の各種資格の

合格状況を、介護福祉専攻では介護福祉士国家試験の合格率をそれぞれ把握している。令

和 4 年度の学位取得数は 26 名、社会福祉士受験資格科目履修者は 15 名、社会福祉主事任

用資格取得者は 26 名、介護福祉士受験資格科目履修者は 6 名、メディカル・クラーク 4
名、ドクターズ・クラーク 4 名、日本メイクアップ技術検定 2・3 級 3 名であった。また、

卒業生では 14 名が社会福祉士国家試験を受験し、5 名が合格した。介護福祉士国家試験合

格者は 6 名（合格率 100％）であった。また、福祉レクリエーション・ワーカーやメイク

アップ技術検定等の各種資格の取得を奨励し、合格率の向上に努めている。これらの結果

は、学習の成果の一環として各分野の教育に活用している。 
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食物栄養学科における国家資格の栄養士は、厚生労働省で定められた指定科目と短期大

学を卒業することで資格取得が可能であるが、栄養士としての質を保証するために全国栄

養士養成施設協会「栄養士実力認定試験」を 2 年次後期に受験している。その他、フード

スペシャリスト認定試験（フードスペシャリスト協会）の受験も推奨し、合格率を把握し

て教育に活用している。令和 4 年度の学位取得数は 37 名、社会福祉主事任用資格取得者

は 37 名、栄養士実力認定試験の A 認定者数は 18 名（認定率 49％）、フードスペシャリス

ト認定試験の合格者 7 名（合格率 100％）であった。 
質的データは、令和 4 年度から成績の評価基準としてルーブリック法による基準を設定

した。各科目において評価基準の内容は異なるが、レポートや実技試験等は質的なものと

なり、より正確な評価ができるようになった。ポートフォリオのクラウドシステム導入に

ついては、数年前から検討をしている。令和 4 年度も導入に向けて業者の説明を 2 回受け

て検討したが、検討を継続することにした。学内では、令和 3 年度より、全学生に

Chromebook を携帯させ、授業に活用している。その中の機能を用いて、学科の特徴に合

わせて、科目または学科で学んだことを、また各種ボランティア活動、学外活動等の実績

の記録を進めている。 
各学期末に履修科目の「授業改善アンケート」による自己評価、卒業時の「学生生活に

関する調査」を行っている。「卒業生への聴き取り調査」や「就職先聴き取り調査」も行っ

ている。これらの結果は、全教職員が共有し、学習成果として把握し、自己点検評価活動

に役立てている。 
「授業改善アンケート」では、毎年回答率が上昇している。学生自身の授業への取り組

み姿勢を把握することができ、教員にとっても学習効果を高めるために何か不足している

かを把握でき、改善策を考える資料になっている。これらの教員のコメントや改善策の記

載資料を基に各学科長が総括し、次年度の授業改善目標を策定する資料となっている。年

間の FD・SD 研修も含めて、自己点検・評価推進部会で『FD・SD 報告書』としてまとめ

ている（備付-14）。 
「卒業生への聴き取り調査」は、例年、彩音祭（大学祭）に参加している卒業生を対象

に実施している。インターンシップは学外実習がそれに相当するので、参加者はほとんど

いない。令和 4 年度の 4 年制大学への 3 年次編入者は、音楽科は 7 名、人間福祉学科は 1
名、食物栄養学科は 1 名であった。また、音楽科の 1 名が他の短期大学に進学した。各学

科とも 3 年次編入や進学希望者全員が希望を叶えている。また、在籍者数、卒業者数、就

職率も学習成果の獲得状況として把握している。令和 4 年度の就職率は各学科ともに

100％であった。 
各学科の 2 年間の学習成果として、学位授与数、資格取得数、成績分布をホームページ

上にて公表している（備付-19）。 

 
［区分 基準Ⅱ-A-8 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点             
（1） 卒業生の進路先からの評価を聴取している。 
（2） 聴取した結果を学習成果の点検に活用している。 
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＜区分 基準Ⅱ-A-8 の現状＞ 
各学科とも、年度末に卒業生の就職先に聴き取り調査を行い、その結果をもとに、学習

の成果を検討し、次年度の教育に活用している。音楽科では栃木県内を中心に、中学校、

音楽教室などの就職先に専任教員が訪問し、聴き取り調査を行っている。令和 3 年度はコ

ロナ禍のため、各学科とも書面にて調査を行った。令和 4 年度は、2～3 月に実施した（備

付-18）。 
調査結果の概要は、次の通りである。 
音楽科卒業生へ寄せられた現場からの評価は、「真面目に仕事に取り組んでいる」、「講師

としての役割を自覚ししっかりした指導をしており、十分職責を果たしている」、「確認や

相談を積極的にするようになり、良い点も悪い点も自分自身で考えるようになり、優先順

位を自分で考え行動できるようになり頼もしく成長している」など、教育の目的及び学習

成果は、地域社会に良好に定着していると判断でき、本学科の教育が確かなものであるこ

とを実感した。一方、「社会に貢献できるような人材を多数育成いただきたい」、「音楽を通

して、子供たちに夢を与えられるような生徒さんをたくさん育ててほしい」との声もあり、

従来から授業科目化して取り組んでいる「音楽キャリア講座」の更なる充実、「全人教育講

座」を通した人間育成に丁寧に支援・指導していく。 
 人間福祉学科の就職先聴き取り調査では、学習成果に対する評価（自立・自律した生活

の知識・技術、福祉専門職として基本的な知識・方法・技術、人間尊重の精神と豊かな人

間性）において概ねできているという評価であった。「日々知識の向上に努め、技術を身に

着ける努力している様子がうかがえる」、「周囲の人の状況を確認しながら自分のやるべき

ことを考え、行動できている」、「学校や実習で学んだことを生かしながら支援を行うこと

ができている」、「基本的なマナー、モラル、職場の人間関係や協調性において、日々成長

している」等の自由記述から、各々の職場で専門職として自己研鑽を積んでいると考えら

れる。 
食物栄養学科の就職先聴き取り調査では、学習の成果に対する評価は、「できている」「ま

あできている」との回答が多かったことから、在学時の学びをもとに業務を遂行している

ことがわかった。また、専門性を高めようとする努力をしていることもうかがえた。また、

食物栄養学科では、令和 4 年 7 月～8 月にかけて、訪問による就職先聴き取り調査を実施

した。そこでは、就職して 3 か月が過ぎた時点での聴き取りであったが、就職先に馴染も

うと頑張っている卒業生が多かった一方、馴染めなく社内での異動があった卒業生もいた。

就職先の方が丁寧に対応してくださっていることに、キャリアアップをめざす上での学内

の課題もみつけられた。 
また、各学科とも就職先聴き取り調査に加えて、大学祭（彩音祭）に来校した卒業生を

対象に卒業生への聴き取り調査を実施している。そこでは、困ったことは、職場の人間関

係や業務の流れなど理解が挙げられた。乗り越えながら職場で専門職として業務に従事し

ていると考えられる。本学への要望としては、現在の業務に関連する知識を学ぶ機会など

が回答されている（備付-17）。 
聴き取り調査の結果は、学科ごとにまとめて学科内で共有し、課題を抽出して社会が求

めている人材を把握するとともに、学習成果の獲得に向けて、次年度の教育に活用してい

る。 
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引き続き、卒業生の就職先や卒業生自身への聴き取り調査を実施して、本学の理念と目

的達成のために教育に資していく。 
 
＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の課題＞ 

学習成果の量的データの査定は、これまで実施してきたが、質的データの査定について

は、令和 4 年度から成績の評価基準・方法にルーブリック法を導入した。成績の評価基準

の項目に各科目の到達目標（学習の成果）を入れることで、試験（筆記試験・レポート）

や授業中のミニテスト等の評価、実技科目の評価方法において質的データを査定すること

ができるようになった。今後は、量的・質的データを可視化することで、学習成果の獲得

状態を把握し、改善と質保証の向上を図ることにつなげることが課題である。また、学修

ポートフォリオの導入については、学生全員が携帯している Chromebook を有効利用して

各学科の特徴に合わせた学修ポートフォリオのシステムを構築していくことが課題である。 
  
＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の特記事項＞ 
 これまでの前期・後期末に実施される「授業改善アンケート」や大学・短期大学基準協

会の「学生生活に関する調査」等の結果から、学生自身の準備学習（事前・事後学習）に

要する時間が少ないことが明らかになっている。学生が積極的に学ぶ姿勢を養い、学習効

果を向上させるために、事前・事後学習の促進として目安となる時間をシラバスに記載す

ることとし、令和 5 年度から実施している。また、学習成果を高めるためには、学生と教

員の学習内容の共有が必要であり、これまでの査定項目・方法に検討を加え、令和 5 年度

にアセスメント・ポリシーを制定し運用する。 
 
 
［テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援］ 
 
＜根拠資料＞ 

提出資料 1 令和 4（2022）年度学生便覧（音楽科、人間福祉学科・食物栄養学科）、 
2 宇都宮短期大学案内令和 4（2022）年度入学者用、3 宇都宮短期大学案内

令和 5（2023）年度入学者用、7 ウェブサイト「在学生向けページ」

http://www.ujc.ac.jp/student/index.html、15 宇都宮短期大学入学試験要項

令和 4（2022）年度入学者用、16 宇都宮短期大学入学試験要項令和 5（2023）
年度入学者用 

提出資料-規程集 3 宇都宮短期大学事務組織規程、9 宇都宮短期大学自己点検・評価推

進部会 FD 部会内規、10 宇都宮短期大学自己点検・評価推進部会 SD 部会内
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18 就職先聴き取り調査、19 ウェブサイト「Ⅱ就学上の情報等 6）5.学習成
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職試験対策学内講座資料、33 就職ガイダンス資料、34 保護者のための就職
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授業目標、42 学生面談・保護者個人別教育懇談会資料、43 学友会活動方針･

報告資料、44 授業回数表、78 試験結果一覧、79 としょかんかわら版、80 
合宿交流研修資料、81 介護福祉士国家試験対策講座、82 栄養士実力認定試

験、83 オフィスアワー、84 知識力奨学金、85 こころとからだの相談室 
 
［区分 基準Ⅱ-B-1 学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 教員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。    

 ① シラバスに示した成績評価基準により学習成果の獲得状況を評価してい

る。 
 ② 学習成果の獲得状況を適切に把握している。 
 ③ 学生による授業評価を定期的に受けて、授業改善に活用している。 
 ④ 授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図ってい

る。 
 ⑤ 教育目的・目標の達成状況を把握・評価している。 
 ⑥ 学生に対して履修及び卒業に至る指導を行っている。 

（2） 事務職員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。     
 ① 所属部署の職務を通じて学習成果を認識して、学習成果の獲得に貢献して

いる。 
 ② 所属部署の職務を通じて教育目的・目標の達成状況を把握している。 
 ③ 所属部署の職務を通じて学生に対して履修及び卒業に至る支援を行ってい

る。 
 ④ 学生の成績記録を規程に基づき適切に保管している。 

（3） 短期大学は、学習成果の獲得に向けて施設設備及び技術的資源を有効に活用

している。               
 ① 図書館又は学習資源センター等の専門的職員は、学生の学習向上のために

支援を行っている。 
 ② 教職員は、図書館又は学習資源センター等の学生の利便性を向上させてい

る。 
 ③ 教職員は、学内のコンピュータを授業や大学運営に活用している。 
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 ④ 教職員は、学生による学内 LAN 及びコンピュータの利用を促進し、適切

に活用し、管理している。 
 ⑤ 教職員は、教育課程及び学生支援を充実させるために、コンピュータ利用

技術の向上を図っている。 
 
＜区分 基準Ⅱ-B-1 の現状＞ 

令和 3 年度に成績評価の基準と方法について検討し、令和 4 年度のシラバスからルーブ

リック法を取り入れ、評価基準として各科目の学習成果（到達目標）に対応した評価項目

を記載することとした。教員は、担当科目の最初の授業日に、シラバスの記載内容、評価

基準や評価項目等を説明し、科目の学習内容や評価方法等を学生と共有している。このこ

とより、担当科目のシラバスに示した成績評価基準により成績を評価し、学生個人及び学

科全体の学習成果の獲得状況を都度、または学期末の成績評価時に適切に把握している（提

出-5）。 
 教員は、担当科目についてシラバスに記載した当初の計画に沿って授業を展開し、成績

の評価基準・方法に基づき、筆記試験やレポート、ミニテスト提出物等の評価を行い、そ

の結果から学習成果の獲得状況を適切に把握している。 
本学では、前期・後期の学期末に定期的に「授業改善アンケート」を実施している。担

当教員は前期科目の結果を基に、後期科目の授業方法の改善を行い、授業を実施している。

また、後期科目の結果を含めて、自己の授業方法について振り返り、その改善策を FD 報

告書に記載し、次年度の授業改善に活用している（備付-14）。また、非常勤講師も含む全

教員のアンケート結果を基に、次年度の授業目標を検討して新年度の教授会で審議して決

定し、授業を展開している（備付-41）。 
教員は、授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図り、学習効果

の向上に努めているとともに、年度末には、学科内の成績を共有することで、教育目的・

目標の達成状況を把握・評価し、次年度への課題を抽出している（備付-15、16）。また、

授業改善アンケート結果は、学年末に実施している講師会でも共有するとともに、授業目

標は新年度に非常勤講師の先生方にも周知している。 
各学年末では、卒業判定結果、進級判定結果、学位授与数、資格取得数等により、各学

科・専攻課程の学習成果と各担当科目の学習の成果との関係を共有し、教育目的・目標の

達成状態を把握して評価している。学習成果の獲得に向けて責任を果たしている（備付-15、
16、19、21）。 

教員は、学生に対して前期・後期の最初に実施している教学オリエンテーション（備付

-30）や必要に応じて履修指導及び卒業に至る指導を行っている。また、クラス担任による

前期・後期の個人面談では、履修状況と成績を基に資格取得や卒業に向けての指導も行っ

ている（備付-31、42）。 
教授会に事務局長、総務・学務課長が出席して各学科の教育に関することを認識し、教

授会資料を基に各部署の職務を確実に遂行している。学務課が主に学習成果の獲得に向け

た職務を担当し、教員の委員会や担任と協働で教育支援活動を実践している（提出-規程集 
3）。事務職員は学習成果の獲得に関係する FD 研修や合同の FD・SD 研修により、教員、

事務職員が共通の認識をもって業務に当たることを可能にしている（提出-規程集 9、10）。 
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事務職員は職務を通じて教育目的・目標の達成状況の把握について教務担当の業務にお

いて、各学科の多彩な授業や実習等の体験の機会に携わり音楽教員免許、介護福祉士免許、

栄養士資格取得、社会福祉主事任用資格おける所定科目履修、医療事務資格、その他民間

資格（各履修モデルに対応した資格）に係る事務処理等を担当し取得状況を把握している

（備付-15、19）。 
学務担当職員は、担当学科の教育目的・目標や学習成果を認識して、成果の獲得に貢献

するとともに達成状況を把握している。また、職員は、学生に対して履修及び卒業に至る

個別支援を行っている。履修については、スケジュール立案（新学期スケジュール、履修

登録スケジュール等）、教務システム処理（学生登録、カリキュラム登録、履修登録、成績

処理、進級・卒業判定処理）、履修申請手続き、個別履修指導を実施している。登録後、履

修者数一覧を作成し、各授業科目の履修者数を正確に把握するとともに、最終学年の学生

においては、卒業見込判定表及び各資格取得見込判定表を作成し、卒業・資格取得の可否

を早期に把握している。 

学生の出席状況については、6 月と 11 月に各授業科目担当教員に調査を依頼し、欠格者

（受験資格のない学生）や欠席が多い学生の把握をして適切な指導につなげている。なお

専任教員会議でも学生の授業出席情報を共有している。 

試験運営については、各学期の試験時間割、試験実施方法、受験資格の有無の調査、注

意事項等の作成、学生への告知などの業務を通して、教員と連携して実施している。また、

重要規則の抜粋（学則、履修細則、試験細則）を全教員に配付し、成績評価方法や手続き

で不備が生じないよう周知している。試験結果については、追・再試験結果及び学生別不

合格科目一覧表を作成し、卒業や各資格取得に懸念がある学生の有無を確認して、教員と

共有し、卒業、各種資格取得につながる支援をしている （備付-15、16、78） 。 

学生の成績記録は、規程に基づいて事務局が適切に保管している。一連の事務局の成績

業務において得た情報は、適宜教員組織にフィードバックし、情報の共有を図り、個別学

生の学習成果や教育目的・目標の達成状況を確実に把握・評価する仕組みとなっている。

これらの職務を通じて学生に対して、履修及び卒業に至る支援ができている。学生に関す

る書類で学生の成績記録は、宇都宮短期大学文書取扱規程第 14 条・第 15 条で定められ

ており、データにて保存していたものを印刷しファイルにて保管している（提出-規程集

13）。 

図書館司書は、多種多様なレファレンスに対応できるよう、日頃から自己研鑽に努めて

いる。また、定期的に発行している図書館だより『としょかんかわら版』を学内に掲示お

よび在学生向けポータルサイトに掲載し（提出-7、備付-79）、新着図書や効果的な利活用

方法などの情報を発信している。さらに、各学科のシラバスに記載されているテキストや

参考文献の受け入れを毎年度行い、コーナーを設けて、利用しやすくしている。 
各教員の研究室にコンピュータが配備され、学生は各自で Chromebook を所有し、メデ

ィアコーナーを設ける等インターネット環境を整備して、コンピュータを授業や学校運営

に活用している。また、教職員は、学内 LAN 及びコンピュータの利用を促進して、学内

で Wi-Fi 環境を整備し利用を促進している。それにより、学生による授業改善のためのア

ンケート等を、学生各自のスマートフォンからも入力できるようになっている。 
また、図書館蔵書検索システム（OPAC）を、学内 Wi-Fi 接続中のスマートフォンやパ
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ソコン、Chromebook からも利用可能となるように整備している。 
学内 LAN やコンピュータの利用を学生に促進しているものとしては、本学のホームペ

ージ内の学生ポータルサイト上に公開した学生向けコンテンツ（「教務関係」「シラバス・

学生便覧」「学生支援」「就職・進路支援」「授業改善アンケート」「図書館」「申請書

類」など）で必要な情報をワンストップで入手できる仕組みを整備している（提出-7）。

さらに、Google Classroom を利用した授業資料の配布や課題の提出、図書館蔵書検索シス

テム（OPAC）サイトの運営、授業改善アンケートシステムを利用した WEB アンケート

の実施、Google フォームを利用した調査などに利用している。また、学生にこれらの学内

システムの利用を促進するため、入学時全学生に Chromebook を無償配付している。本学

情報システムと学内 LAN（有線 LAN・無線 LAN）の運用は、事務局の適切な設備管理の

もと教員と連携して実施している。 
教育課程及び学生支援を充実させるためにコンピュータ技術の向上を図る取組みとして

は、Google Classroom を授業に取入れ、資料配布や課題・レポート提出など、インターネ

ットを介して行う環境を整えている。これらの新しい教育技術の習得については本学情報

教員による FD 研修（Google Workspace の使い方）で実施している。 
また、設備面での充実についても併せて行うことで、これらを効果的に実施できるよう

に取り組んでいる。具体的には、学内無線 LAN アクセスポイントの増強、コンピュータ

実習室を改修しアクティブラーニング室に更新（多面的に利用可能にするため、デスクト

ップ PC を廃しノート PC に更新した。さらに固定席を廃し移動式の机椅子に更新）を実

施するなどである。学生ごとに ID を配付し、学習や就職等の情報収集にも役立てている。 
 
［区分 基準Ⅱ-B-2 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点  
（1） 入学手続者に対し入学までに授業や学生生活についての情報を提供してい

る。                                            
（2） 入学者に対し学習、学生生活のためのオリエンテーション等を行っている。 
（3） 学習の動機付けに焦点を合わせた学習の方法や科目の選択のためのガイダン

ス等を行っている。                     
（4） 学生便覧等、学習支援のための印刷物（ウェブサイトを含む）を発行してい

る。                             
（5） 基礎学力が不足する学生に対し補習授業等を行っている。   
（6） 学習上の悩みなどの相談にのり、適切な指導助言を行う体制を整備してい

る。                             
（7） 通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には、添削等による指導の学習

支援の体制を整備している。 
（8） 進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮や学習支援を行ってい

る。                           
（9） 留学生の受入れ及び留学生の派遣（長期・短期）を行っている。 
（10） 学習成果の獲得状況を示す量的・質的データに基づき学習支援方策を点検し

ている。                         
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＜区分 基準Ⅱ-B-2 の現状＞ 

入学手続き者については、「入学事前学習」の課題を提示し、入学後の学習意欲の向上に

つながるようにしている。 
音楽科では、入学手続き者の入学後の学習効果を高めるため、授業等に使用する教科書

や参考書を各専攻コース別に「入学事前学習」として指定し、入学前からの学習を促して

いる。入学後は、音楽の基礎であるソルフェージュにおいて、習熟度別に 3 クラス編成（基

礎学力が不足するクラス、通常進度のクラス、優秀なクラス）にして、きめ細かな指導を

している。人間福祉学科・食物栄養学科では、入学手続き者に対し 2 回課題を課している。

両学科とも、1 回目は入学前に読んでほしい推薦図書に対する内容・感想をまとめるレポ

ート作成を課している。2 回目は、人間福祉学科では新聞の社説を読んで自分の考えをま

とめる課題を、食物栄養学科では時事問題に関連した英文や自身の食生活を考察するため

の課題を送付している。提出された課題は、教員がコメントを記入して入学後に返却して

いる（備付-29）。 
また、各学科ともに、学生生活の準備や授業に関する説明書類を送付している。毎年入

学生には、4 月から始まる短大生活への不安を解消して充実した学生生活を過ごすことが

できるように、4 月の入学式やオリエンテーション、合宿交流研修などの行事予定と具体

的な内容や授業などの情報を送付している（備付-28）。 
 毎年 4 月の第一週に、在学生、新入生に対して、学科別に学生生活ならびに教務、就職

に関するオリエンテーションを実施している。オリエンテーションでは、学生便覧に基づ

いたガイダンスとして、学科の特色、学習成果、単位の取得、卒業単位、資格取得、履修

計画などを教務委員会の教員から説明している。また、学生委員会の教員からは、より充

実したキャンパスライフを過ごすために、合宿交流研修、サークル活動、大学行事、ボラ

ンティアなどへの参加する目的と意義について説明している。また、アルバイトや禁煙マ

ナー、通学途中のマナーおよび交通事故（車両・自転車）、落とし物（貴重品の管理）、環

境問題、教室使用とクリーンキャンパス、悪徳商法、健康管理、学生相談についても説明

している（備付-30）。 
4 月下旬には 1 泊 2 日で 1、2 年生全員が参加する合宿交流研修を実施している。同研

修を通して、学生同士や学生と教職員が積極的に意見交換や交流を図り、人間関係を深め、

早期に円滑な学生生活に入れるように支援している（備付-80）。 
教務ガイダンスでは、学生便覧に基づき、学科の教育目標、学習成果、単位の取得、卒

業単位、資格取得、履修計画などを教務委員会の教員から説明している。ポータルサイト

内の情報見方やその中のシラバスについても提示しながら、説明を行っている。また、履

修登録等の個別の相談時間も設けている。 
さらに、後期の授業開始前に取得単位や各種資格・卒業に必要な単位の確認と学習意欲

の向上のために、教務ガイダンスを学年別に実施している（備付-30）。  
毎年発行している学生便覧には、建学の精神をはじめ、各学科・専攻課程の教育目的・

目標、学習成果、三つの方針、履修細則、試験細則等、学生の学習成果の獲得のために必

要な項目を載せている。学生便覧は 1 年次に冊子として配付するとともに、各学科のポ

ータルサイトにも掲載し、いつでも閲覧できるようになっている（提出-1、7）。 
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音楽科では、実技や音楽理論等について、適宜個別指導を行っている。人間福祉学科で

は、介護福祉士国家試験対策の特別講座を実施している。食物栄養学科では、各科目にお

いて課題の達成が不十分な学生に対して個別指導を行っている。また、栄養士実力認定試

験の模擬試験を、年間を通じて定期的に実施し、学力の向上に向けて支援している（備付

-81、82）。 
少人数制教育の長所を生かして、各学年にクラスを置き、クラス担任制で継続的に日常

生活に関してきめ細かな支援をし、夏季には希望する保護者に対して、教員と個別に懇談

する機会を設け、学生の課題の把握と情報交換に努め、人間関係から学習上の課題、進路

の相談まで幅広く支援している。また、オフィスアワーを設け、授業内容に関して相談で

きる体制もとっている（備付-42、83）。 
なお、本学は通信による教育は実施していない。 
1 年次の履修科目に対して優秀な成績をあげた学生に対しては、ダイヤモンド奨学金制

度により授業料の給付などの支援をしている（備付-16、78）。また、知識力奨学金制度を

設け、学生が主体的に資格取得を目指した際、資格試験等に係る受験料を奨学金として給

付している（備付-84）。さらに、2 年間を通して、優秀な成績と人物、ボランティア活動等

で活躍をした学生には、社会貢献活動賞として学科長表彰をしている（備付-15）。 
本学は、留学生は受け入れていない。 
各学科・専攻課程の学習成果や「卒業認定・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）」に

定められた成果を測定する方法として、「卒業認定・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）」

において成績評価の基準を示し、各授業科目の単位取得状況、「教育課程編成・実施の方針

（カリキュラム・ポリシー）」に基づく科目区分における必要単位数の取得状況、学位の取

得状況、各種資格・免許取得状況、成績分布等、学生生活に関する調査（卒業時）、進路状

況、さらに、卒業生への聴き取り調査や就職先聴き取り調査により、学習成果の測定に努

め、これらの結果を次年度の学習支援に活かしている。特に、各学期末の授業終了時に行

っている授業改善アンケートは、各教員がその結果を踏まえ授業内容や方法といった学習

支援改善等に活かされている。さらに学科全体の結果に対して学科長がコメントを加え、

それらに基づいて、大学の次年度の教育目標を定めるなど、支援方策を点検している（備

付-41）。 
 
［区分 基準Ⅱ-B-3 学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点     
（1） 学生の生活支援のための教職員の組織（学生指導、厚生補導等）を整備して

いる。                    
（2） クラブ活動、学園行事、学友会など、学生が主体的に参画する活動が行われ

るよう支援体制を整えている。 
（3） 学生食堂、売店の設置等、学生のキャンパス・アメニティに配慮している。 
（4） 宿舎が必要な学生に支援（学生寮、宿舎のあっせん等）を行っている。 
（5） 通学のための便宜（通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等）を図ってい

る。 
（6） 奨学金等、学生への経済的支援のための制度を設けている。 
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（7） 学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制を整えてい

る。 
（8） 学生生活に関して学生の意見や要望の聴取に努めている。 
（9） 留学生が在籍する場合、留学生の学習（日本語教育等）及び生活を支援する

体制を整えている。 
（10） 社会人学生が在籍する場合、社会人学生の学習を支援する体制を整えている。 
（11） 障がい者の受入れのための施設を整備するなど、障がい者への支援体制を整え

ている。 
（12） 長期履修生を受入れる体制を整えている。 
（13） 学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対して積極

的に評価している。 
 
＜区分 基準Ⅱ-B-3 の現状＞ 

学生の生活支援のために、宇都宮短期大学学生委員会規程に基づき、各学科に学生委員

会を置き、学生の生活指導および課外活動、学生の賞罰等についての指導・助言を行って

いる（提出-規程集 55、81）。 
本学では、学生相互の親睦と人格の高揚を図り、より豊かな学生生活を送ることを目的

に学友会を組織し、学生が主体的に参画できる活動を支援している。学友会組織は、全学

生によって組織される学生総会の決議により、執行委員である役員を承認し、役員会は、

サークル委員会、クラス委員会、彩音祭実行委員会と協力してさまざまな活動を行ってい

る（提出-1）。 
学校行事として、毎年 4 月の短大・大学合同の合宿交流研修は、令和 4 年度はコロナ禍

のため、宇都宮短期大学と系列校の宇都宮共和大学の研修日程を分けて実施した。従来の

冊子による研修しおりではなく、学生のスマートフォンから閲覧できる研修しおりに変更

し、研修会場内でも学生間での密を避けての各研修を実施した（備付-80）。 
学友会の具体的活動として、9 月のレクリエーション・フェスティバルや 11 月 12・13

日の彩音祭は、新型コロナ感染防止対策を講じながら、学友会活動として企画・運営を行

った（備付-43）。 
また、令和 4 年度は、18 のサークルが活動しており、学科・専攻・学年の枠を越えて交

流している。前年度に続きコロナ禍の現状を把握し、感染予防を喚起しながらすべてのサ

ークルに顧問教員を配置し、安全面の配慮や活動の活発化をはかりながら支援している。 
学生ホールに学生食堂を設置し、バランスの良い食事を提供できるように、委託業者に

対して大学より年間 102 万円の運営費を支援している。毎年、学生委員会が実施している

学生生活に関する調査では、学生食堂に関する項目を設け、適宜改善するよう努力をして

いる。令和 4 年度は食物栄養学科の協力のもと、メニュー改善を行い、朝食や一人住まい

の学生対応の食事対応等も行っている。 
学生ホール、1 号館及び 2 号館に自動販売機を設置し、飲料や食品などを販売している。

さらに、学生ホールにはお弁当等などを温められるように電子レンジを設置し、週 2 回昼

休みの時間帯に、本学人間福祉学科の学外実習先である共生の杜系列の就労支援事業所 

konomi の職員と利用者が手作りした食品の販売も行われている。 
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1 号館アンサンブルホールに音楽ライブ配信に対応した機材を設置し （ビデオカメラ 3
台に 6 チャンネルのスイッチャーおよび照明機材）、本学の動画サイトにて学生向けの講

座等の配信を実施している。  
新入学生を対象に Chromebook を無償で配付し、授業やアンケートの実施時等に活用し

ている。 
遠隔地からの入学生で民間アパートを希望する者には、大学周辺にあるアパートなどの

情報を提供している。 
自動車や自転車で通学する学生が多いという現状を鑑みて、学生駐車場（350 台収容可）、

駐輪場を完備して通学の便宜を図っている。路線バスについては、構内にバス停が設置さ

れ、構内乗り入れが行われている。 
本学における奨学金制度は、本学独自の制度として、特待生入学（授業料全額給付・半

額給付）、ダイヤモンド奨学金（在学中の成績優秀者に対する授業料給付）、知識力奨学金

（特定の資格取得者に対して受験料を給付）があり、学生に対する経済的支援を行ってい

る。県外からの入学生で一人暮らしの学生、自宅から本学まで 2 時間以上かかる学生には

1 年間月額 1 万円を給付する「一人暮らしスタートアップ支援制度奨学金」も実施してい

る（提出-1、提出-規程集 60）。また、入学後のオリエンテーションにおいて、日本学生支

援機構奨学金（貸与・給付）、栃木県介護福祉士就学支援金（介護福祉専攻のみ、卒業後 5
年間県内の福祉事業所の介護業務に従事することにより返済免除）の説明会を実施してい

る。 
学生の健康管理については、毎年 4 月のオリエンテーションに併せて、全学生の健康診

断を行っている。体調不良学生対応マニュアルを整備し、全教職員が共通認識のもと、組

織的に対応できる体制を整えている。また、「こころとからだの相談室」において、学習や

生活の悩みなどの相談にのり、専任教員が校医や近隣の救急病院と連携して適切な指導助

言を行っている。さらに、ハラスメント相談窓口を設置し、電話や電子メールでいつでも

学生が相談できるように組織的に支援している（備付-85）。 
毎年、学生生活に関する調査を実施し、学生委員会で、集計・分析して全教職員が共通

認識を深め、必要なことがらについて改善している（備付-27）。 
留学生は受け入れていない。 
社会人学生は受け入れているが、学習能力が総じて高く、社会人に対する特別な支援の

必要は現状ない。今後、必要に応じて支援する。 
障がい者支援については、3 号館、5 号館及びアリーナは建設時にバリアフリー化対策

を実施している。3・5 号館エレベーターが設置されており全ての階の教室、研究室等を利

用できる。既存校舎にも車いす等に対応したトイレや、校内のバリアフリー化も進めてい

る。1 号館の北玄関に車いす用スロープを設置し、須賀友正記念ホールに車いす用階段昇

降機を設置している。1 号館の楽屋に広いトイレを設置し、ホールイベント時に対応して

いる。 
  長期履修生は、人間福祉学科と食物栄養学科では、学外実習があり、そのための指定科

目の履修が必要なことから長期履修生の受け入れは難しい。また、音楽科では希望者がい

ないことから長期履修生の制度は設けていない。 
学生の社会的活動については、各施設、病院等からボランティアの依頼を受けたものに
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ついて、学内に掲示して参加者を募っている。ボランティア活動に功績のあった学生に対

しては、学科長表彰をしている。各学科の専任教員会議から推薦者を教授会に諮り、学位

授与式後のクラスアワーで表彰している（備付-15）。 
 
［区分 基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点                
（1） 就職支援のための教職員の組織を整備し、活動している。 
（2） 就職支援のための施設を整備し、学生の就職支援を行っている。 
（3） 就職のための資格取得、就職試験対策等の支援を行っている。 
（4） 学科・専攻課程ごとに卒業時の就職状況を分析・検討し、その結果を学生の

就職支援に活用している。 
（5） 進学、留学に対する支援を行っている。 

 
＜区分 基準Ⅱ-B-4 の現状＞ 

就職支援のための教職員の組織については、就職委員と事務局キャリア相談室担当職員

が、定期的に就職委員会を開いて情報交換を行い、連携・協力して組織的に実施している。 
全学生へ配付する本学独自の『就職・進学ガイドブック』を作成して、毎年編集・改訂を

行っている。「就職試験対策講座」を全学科が協力して実施している。なお、『就職・進学

ガイドブック』は、1 年生全員へ配付し、ガイダンスはこれに基づいて行っている（提出-
規程集 56、備付-37）。  
 令和 3 年度より、ポータルサイト内に「就職・進路支援」コーナーを新設し、学内にお

ける就職支援内容やスケジュール、卒業生の就職実績などをインターネット上で閲覧し、

個人で活用できるよう公開した。令和 4 年度には、『就職・進学ガイドブック』をデジタル

化し、同サイト内「就職・進路支援」にて閲覧可能とした。なお、本学への求人票につい

ても、同ポータルサイト内「求人情報ナビ」および「長坂ナビ」にて閲覧が可能となって

いる（提出-7）。 
就職試験対策講座は、1 年生全員を対象に就職・進路活動の心構えや各種情報の取り方、

エントリーシートや応募書類の書き方、面接でのポイントなど、基礎的な内容を中心とし

て、外部から専門業者を招聘して実施している。ワークエントリーにより 3 学科共通で 4
回、学科ごとに進路先の特色に応じた内容でそれぞれ 1 回開催し、1 年生全員への均質な

就職・進路活動支援を整えている。また、マイナビによるスタートアップ講座ならびに

MATCH Plus（性格自己診断）を実施している。 
就職支援については、キャリア相談室を 3 号館 3 階に設置し、求人票や就職関係資料、

面談コーナーが日常的に利用されている。令和 3 年 1 月にインターネット上で学内求人情

報を確認できる方法を新たに導入し、以降は、1 年生を対象に後期に同説明会を開催して

いる（備付-32、33、34）。  
就職に関わる資格取得や各種支援については、年間スケジュール（『就職・進学ガイドブ

ック』に概要を記載、また適宜見直し分は掲示）に沿って、卒業までに数回にわたって行

われる各学科の就職ガイダンスを始め、履歴書作成や面接の方法等に関する就職試験対策

講座や、音楽系企業の就職説明会（ヤマハ、カワイなど）、給食施設、食品関連サービス企
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業、食品メーカー等の人事部等に依頼して催される学内企業説明会などを実施している。

また、ハローワークのジョブサポーターによる学内相談会を行い、ハローワーク職員が直

接相談に応じる体制を整え、月 1・2 回、金曜日 12 時より学内相談を行っている（備付-
36）。 

学科別の資格取得や各種支援については次のように実施している。 
音楽科の資格や就職に関する支援では、「音楽キャリア講座」として、音楽に関わる多様

な分野の仕事や活動内容、アプローチや勉学の方法などについて座学で学び、各自が進路

を考える動機づけとなるような支援として、学長を始め音楽科専任教員、非常勤講師がオ

ムニバスで担当している 。音楽科で資格取得可能な資格としては、中等教育の音楽科教員

（中学校教諭二種免許状（音楽））・音楽療法士 2 種（全国音楽療法士養成協議会認定称号）

の養成を行い、取得のための支援を実施している。教員採用試験を受験する学生を支援す

る目的で、令和 2 年度より「教員採用試験対策講座」を開講した。また、音楽関係教育産

業（各種音楽教室など）の各種グレード（演奏や指導）取得や検定試験へ向けての情報提

供や学習指導を行っている。「知識力奨学金制度」により、グレード資格試験を受験する学

生に受験料を給付し、サポートしている。音楽系企業の求人概要と音楽教室講師に求めら

れる諸種資格に関する説明会は、音楽科の全学生を対象にして行っている。同説明会は、

ヤマハ、カワイ等の企業関係者を学内へ招いて直接説明を受ける。これらの業界へ進む心

構えや動機づけ、あるいは勉学方法の支援となるように企画し、例年 7 月にカワイ、2 月

にヤマハを実施している。 
人間福祉学科の資格や就職に関する支援では、「キャリアデザイン」で、進路を考える動

機づけを行っている。また、人間福祉学科の社会福祉専攻社会福祉士履修モデルでは社会

福祉士国家試験受験資格（卒業後 2 年間の実務経験が必要）、介護福祉専攻では介護福祉

士国家試験受験資格、さらに両専攻ともに社会福祉主事任用資格が取得できる。そのため、

指定された授業科目の単位取得に向けて、授業科目担当教員をはじめ、クラス担任や専攻

内の教員が協力して、情報共有を密にしながら日常的に支援している。また、社会福祉専

攻では、後期に社会福祉士国家試験受験に向けた模擬試験の実施を、対象となる社会福祉

士履修モデル 2 年生ならびに卒業生に向け周知している。介護福祉専攻では 2 年次に介護

福祉士国家試験合格に向けて「介護福祉特別演習Ⅰ・Ⅱ」を開講し、模擬試験を実施して

受験を支援している。 
 福祉を豊かに実践するための専門教育科目も充実させ、福祉レクリエーション・ワーカ

ー、レクリエーション・インストラクター、キャンプ・インストラクター等の資格取得も

推奨して支援している。美容福祉のためのメイクアップ技術検定 2・3 級が取得可能とな

る科目を充実させている。さらに、医療事務履修モデル（メディカル・クラーク、ドクタ

ーズ・クラーク資格取得）では令和 4 年度より選択科目として「医療事務特講Ⅰ・Ⅱ」を

設けて、医療事務試験対策を強化している。 
人間福祉学科の職種別就職試験対策では、1 年次の 7 月から就職委員会、クラス担任を

中心として就職ガイダンスを定期的に実施している。就職先は、福祉施設・医療機関が多

いため、施設の管理職の方や卒業生などを講師として招き、実体験を踏まえた話を聴くこ

とで就職活動への意識を高めている。また、例年 6 月または 7 月に栃木県福祉人材センタ

ー主催の「福祉のお仕事就職フェア（説明相談会）」が開催され、学生の参加を促している。 
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食物栄養学科は、所定の単位を取得することによって卒業時には栄養士の資格を取得で

きるカリキュラムを組んでおり、卒業生全員が栄養士資格を取得する。このことから、就

職支援においては、学科独自の就職ガイダンスを実施している。令和 2 年度より、地域の

行政、施設、企業の現場で活躍する管理栄養士を講師とした講演会やガイダンスを行い、

栄養士・管理栄養士の仕事について学生が基本的な理解を得るよう支援している。また、

「栄養指導論Ⅰ」や「栄養指導実習Ⅱ」の授業の中でも、管理栄養士を招き、栄養士の役

割や実際について学生が学ぶ機会を作っている。さらに、栄養士の資格を活かせる就職先

（病院、高齢者施設、給食関連企業、食品関連サービス企業、食品会社、保育園など）を

中心に Google Classroom を活用した情報提供を頻度高く行うことで、学生の就職活動へ

の意識を高め、行動を促している。また、令和 3 年度からは、「卒業生による就職・進学談

話会」を開催し、卒業生の具体的な就職・進学に向けた活動や現在の就労・就学状況を知

る場を提供し、キャリアプランの設計や就職・進学に向けた活動へのモチベーションアッ

プに役立てている。このほか、卒業後 3 年間の実務経験を経た後に管理栄養士国家試験合

格を目指す学生に対しては、それが可能となる適切な就職の支援と国家試験対策講座であ

る「食物栄養学科特別演習」の受講を勧めることにより基礎学力向上への支援を実施して

いる。 
全学科 1 年生を一堂に集めて、就職・進学活動が始まる前の 1 月に、「就職（進路）活動

激励会」を実施し、進路活動を開始する仲間同士の連帯感を深めて、各自の進路活動に取

り組めるよう、学長はじめ各学科長等から励ましの言葉を贈り、ダルマの開眼を行って激

励している（備付-35）。 
少人数教育の利点を生かして、日常的に就職委員とキャリア相談室職員を中心に、クラ

ス担任と専攻主任及び学科長と常に個人別の情報交換を行っている。また、夏期に実施し

ている保護者個人別教育懇談会等も活用して、関係者の意志疎通と情報の共有化を進めて

いる。さらに、6 月の本学後援会総会当日に、保護者のための就職支援講座を開催してい

る。令和 4 年度はワークエントリーにより、保護者への就職状況や家庭における就職支援

の方法を説明し、きめ細かな学生支援へつなげている。本ガイダンスは 2 年生の保護者に

限らず 1 年生の保護者も参加している。同時に、担任を含めた学科別懇談会・個人相談も

開催しており、進路を含めた相談も受けている。参加者にとっては有意義な機会となって

いる（備付-34）。 
在学生の進路希望状況と活動状況等との把握については、各学科の就職委員とクラス担

任およびキャリア相談室職員が連携して実施している。入学間もない 5～6 月以降第 1 回

進路希望調査を実施し、10 月に第 2 回進路希望調査、翌年 5 月に進路活動状況調査を実施

して、個人の希望と適性に応じた支援活動を行う基礎資料として関係者に共有・活用され、

1 年生の 10 月調査以降は書類作成や相談など、個人別の支援活動へと強化している。 
個人別の進路活動状況と卒業時の内定状況について、教授会に逐次報告し、その結果を

学生の就職支援に活用している。就職希望者は志望の職種に就職している（備付-21）。 
 進学希望者については、入学時のオリエンテーションと就職ガイダンスの度に進学情報

も含めて提供をして支援している。進学希望者は例年少人数ではあるが、希望進路は留学、

国内大学から通信制大学まで幅広く、就職委員とクラス担任及び専攻主任、教務委員等が

連携して、進路に応じた相談と適切な指導を通した支援を行い、希望者の進学を毎年実現
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している。 
過去 3 年間の進学（編入）実績は、音楽科は、令和 2 年度卒業生は、武蔵野音楽大学・

国立音楽大学へ 3 年次編入がそれぞれ 1 名、昭和音楽大学への 2 年次編入が 1 名、ヤマハ

管楽器テクニカルアカデミーへの進学が 1 名、令和 3 年度卒業生は、東京音楽大学・国立

音楽大学へ 3 年次編入がそれぞれ 1 名、宇都宮共和大学子ども生活学部への 2 年次編入が

1 名である。令和 4 年度は、東京音楽大学へ 4 名、桐朋学園大学・武蔵野音楽大学・玉川

大学（通信制）へそれぞれ 1 名が 3 年次編入、1 名が新島学園短期大学へ進学している。

また、音楽科は留学支援担当を配置し、支援している。現在、1 名がオーストリア グラー

ツ国立音楽大学大学院で学んでいる（備付-40）。 
人間福祉学科は、令和 2 年度卒業生が 2 名、武蔵野大学へ 3 年次編入した。令和 3 年度

は日本社会事業大学へ 1 名、東京福祉大学へ 1 名が 3 年時編入し、その他 3 名が専門学校

へ進学した。令和 4 年度は 1 名が東京通信大学へ 3 年次編入している。 
食物栄養学科は、卒業後管理栄養士国家試験受験資格を得られる学科への希望者全員の

編入学を達成している。具体的には、令和 2 年度（第 1 期生）は郡山女子大、盛岡大学へ

各 1 名、令和 3 年度（第 2 期生）は郡山女子大へ 1 名、そして、令和 4 年度（第 3 期生）

は仙台白百合女子大学へ 1 名がそれぞれ 3 年次編入をしている（備付-21）。 
 
＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の課題＞ 

進路に関する情報等の収集・管理、利活用や指導などについて、キャリア相談室を中心

とする総合的な進路支援体制を一層充実させていく。ポータルサイト上の「就職・進路支

援」コーナーおよび『就職・進学ガイドブック』を継続的に改訂していく。就職試験対策

講座および学内就職ガイダンスについては、引き続き実施する。海外への留学希望者がい

ればその対応を強化していく。 
 
＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の特記事項＞ 
 コロナ禍での学生生活であったが、令和 2 年 5 月より対面授業を継続し、感染者や濃厚

接触者等に対してはオンライン授業を実施した。実習、実技科目においても三密を避けた

授業を展開した。学内の各種イベントも感染対策をしながら企画したものはほぼ実施でき

た。 
学外の各種ボランティア活動やイベント等も対象機関から中止の連絡がない場合は、法

人事務局の PCR 検査機や提携病院の無料 PCR 検査や学内の抗原検査キッドを活用して陰

性を確認して参加した。こうした対策により、卒業時の学生生活に関する調査での満足度

は、高い評価を得た。 
 例年 6 月に実施している就職・進学支援のための「保護者のための就職支援講座」では、

就職の現状と保護者の対策を専門業者から学んでいる。出席は任意であるが、1、2 年生の

保護者が参加している。子どもから直接聞けない社会の就職活動の現状等を把握できると

同時に担任を含めた教員との懇談もでき、好評を得ている。 
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＜基準Ⅱ 教育課程と学生支援の改善状況・改善計画＞ 
 
 （a） 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計

画の実施状況 

 教育・学生支援の充実のためにいくつかの行動計画を立てた。以下は、その実施状況で

ある。 
① 平成 28 年度人間福祉学科の社会福祉専攻に医療事務履修モデルを、音楽科に邦楽専攻

コースを、平成 30 年度に音楽科に吹奏楽・アンサンブル専攻コースをそれぞれ地域社会

のニーズと学生のニーズに合わせて開設した。また、令和元年度には栄養士養成のための

食物栄養学科を新設した。それぞれの学科で、専門性を生かした各種資格取得を促進する

ために、卒業後に活かすことができる資格について検討し、受験して合格した場合はその

受験料を給付する知識力奨学金制度を設けた。 
② 学習成果を査定する成績の評価は、平成 28 年度まで A：80 点以上、B：79～70 点、

C：69～60 点以上、D：59 点以下の 4 段階評価で D 評価は不合格・単位認定なしであっ

たが、平成 29 年度から A 評価を S：90 点以上、A：89～80 点と 2 分して 5 段階評価と

した。令和 4 度から成績評価の基準・方法にルーブリック法を導入し、基準には科目の到

達目標（学習の成果）を評価項目として記載するとともに、試験（筆記試験・レポート）

や授業時間内のミニテスト、提出物等の何を対象として評価するのか、その方法を％表記

で明記することにした。 
③ 本学の学習成果や三つの方針を学外に周知するために、ホームページを充実させた。 
④ 学習成果向上のための支援力強化と情報管理・活用能力を図るために、教育研究室等の

職員のコンピュータの更新を令和元年度（次回は令和 6 年度予定）に、ファイルサーバー

のクラウド化を令和 4 年度にそれぞれ実施した。 
⑤ リカレント教育を各学科とも実施している。 
 その他、学生による授業改善アンケート、学生生活に関する調査、卒業生や就職先聴き

取り調査を引き続き実施している。進路支援についても、学科の特徴に対応した支援をし

てきた。 
 
（b） 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

学習成果の量的・質的データの査定として、令和 4 年度から成績の評価基準・方法にル

ーブリック法を導入した。成績の評価基準の項目に各科目の到達目標（学習の成果）を入

れることで、試験（筆記試験・レポート）や授業中のミニテスト等の評価方法において質

的データを査定することができるようになった。今後は、量的・質的データを可視化して、

学習成果の獲得状態を把握していく予定である。学習成果を高めるためには、学生と教員

の学習内容の共有が必要である。学生全員が携帯している Chromebook を有効利用して学

科の特徴に合わせた学修ポートフォリオのシステムを構築し、教員と学生が双方向で学び

の内容と理解度を確認しながら学習の成果を獲得できるようにしていく。 
各学科において、取得できる資格取得希望者が少なくなっている傾向にあるので、それ

ぞれの資格の特徴を説明し、取得希望者の増加を図っていく。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 
 
［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 
 
＜根拠資料＞ 

提出資料-規程集 1-1）宇都宮短期大学の目的に関する内規、2 宇都宮短期大学組織規程、

3 宇都宮短期大学事務組織規程、9 宇都宮短期大学自己点検･評価推進部会

FD 部会内規、10 宇都宮短期大学自己点検・評価推進部会 SD 部会内規、12
宇都宮短期大学公印取扱規程、13 宇都宮短期大学文書取扱規程、16 宇都宮

短期大学旅費規程 、17 宇都宮短期大学旅費支給に関する細則、28 宇都宮

短期大学就業規則、29 宇都宮短期大学育児・介護休業等に関する規程、30 宇
都宮短期大学人事委員会規程、31 宇都宮短期大学定年規程、37 宇都宮短期

大学教員選考規程、38 宇都宮短期大学専任教員の昇任に係る内規、41 給与

規程、42 宇都宮短期大学退職金規程、46 宇都宮短期大学教員研究費規程、

48 宇都宮短期大学専任助手の研究助成に関する内規、52 特別研究制度規程、

85 音楽科研究紀要編集規程、86 人間福祉学科･食物栄養学科研究紀要編集

規程、88 宇都宮短期大学研究倫理指針、89 研究倫理委員会規程 
備付資料  6 令和 2・3（2020・2021）年度地域福祉開発センター年報、7 令和 4（2022）

年度地域福祉開発センター年報、14 宇都宮短期大学 FD・SD 活動報告書（令

和 2（2020）年度～令和 4（2022）年度）、45 教員個人調書、46 教育研究

業績書、47 非常勤教員一覧表、48 年齢別教員数、49 宇都宮短期大学音楽

科研究紀要、50 宇都宮短期大学人間福祉学科・食物栄養学科研究紀要、51 
専任職員一覧表、52 研究者名鑑、53 科学研究費助成金獲得状況一覧表、87 
栃木県文化振興基金助成金関係イベント 

         
［区分 基準Ⅲ-A-1 教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を整備している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点             
（1） 短期大学及び学科・専攻課程の教員組織を編制している。 
（2） 短期大学及び学科・専攻課程の専任教員は短期大学設置基準に定める教員数

を充足している。 
（3） 専任教員の職位は真正な学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の

経歴等、短期大学設置基準の規定を充足している。 
（4） 教育課程編成・実施の方針に基づいて専任教員と非常勤教員（兼任・兼担）

を配置している。 
（5） 非常勤教員の採用は、学位、研究業績、その他の経歴等、短期大学設置基準

の規定を準用している。 
（6） 教育課程編成・実施の方針に基づいて補助教員等を配置している。 
（7） 教員の採用、昇任はその就業規則、選考規程等に基づいて行っている。 

 
 

様式 7－基準Ⅲ 
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＜区分 基準Ⅲ-A-1 の現状＞ 
本学は、短期大学及び各学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・

ポリシー）に基づいて教員組織を整備し、必要専門分野ごとに適正に配置している（提出

-規程集 1-1））。 
音楽科は、音楽関係 5 人と教職 2 人の専門分野の専任教員 7 人と非常勤教員 56 人であ

る。 
人間福祉学科の社会福祉専攻は、4 人の専任教員と非常勤教員 22 人である。専任教員の

うち 1 人は教務に関する主任者、2 人は「ソーシャルワークの理論と方法（専門）」又は

「ソーシャルワーク演習（専門）」及び「ソーシャルワーク実習指導」又は「ソーシャル

ワーク実習」を教授できる社会福祉士資格をもつ教員である。1 人は、医療事務関係の資

格をもつ教員である。 
人間福祉学科介護福祉専攻は、4 人の専任教員と非常勤教員 22 人である。「社会福祉士

学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針について」に基づき、次のように教員

を配置している。1 人は「人間と社会」の責任者、1 人は「介護の領域」における一貫性及

び統一性が確保された科目の編成・授業の運営等の責任者（介護福祉士）、1 人は「ここ

ろとからだのしくみの領域」において一貫性及び統一性が確保された科目の編成と授業の

運営等及び「医療的ケアの領域」の教育内容を教授できる看護師資格をもつ教員である。

他の 1 人は一般教養科目担当の教員である。このうち、人間と社会の責任者が介護福祉士

養成課程の 4 領域の編成等の教務に関する主任者を兼ねている。 
食物栄養学科は、6 人の専任教員及び非常勤教員 24 人ある。専任教員は、「栄養士法施

行規則」に基づき、専任教員のうち栄養士養成課程の社会生活と健康、人体の構造と機能

又は食品と衛生のいずれかを担当する教員として 2 人、栄養と健康を担当する教員 1 人、

栄養の指導を担当する教員 1 人、及び給食の運営を担当する教員 1 人、他の 1 人は一般教

養科目を担当する教員である。他に 3 人の助手がいる（備付-47）。 
 本学の教員組織は、学校教育法第 92 条に基づき、学長、副学長、教授、准教授、講師、

および助教をおいている。短期大学設置基準に定める必要教員数は音楽科 4 人、人間福祉

学科 8 人（社会福祉専攻 4 人、介護福祉専攻 4 人）、食物栄養学科 4 人、教育課程を遂行

するために必要な教員数は 3 人である。令和 4 年度の専任教員数は、音楽科の専任教員 7
人（教授 3 人、准教授 1 人、講師 2 人、助教 1 人）、人間福祉学科の専任教員 8 人（教授

4 人、准教授 2 人、講師 2 人）、食物栄養学科 6 人（教授 4 人、准教授 1 人、講師 1 人）

で合計 21 人である。収容定員が短期大学設置基準に定められている数に満たない場合の

専任教員数は 2 割の範囲内において兼任に代えることができるとなっているが、本学では

2 割減をしない数で運用している。また、食物栄養学科では、栄養士養法施行規則に基づ

き助手 3 人を置いている。いずれも短期大学設置基準を満たしている。 
各学科・専攻課程の専任教員は、短期大学設置基準の規定に遵守し、職位ごとに、必要

な真正の学位、教育業績、研究業績、制作物発表、その他の経歴等を充足している（備付

-45、46）。 
  各学科・専攻課程とも、それぞれの教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシ

ー）に基づいて専任教員と非常勤教員（兼任・兼担）を配置している（備付-47）。 
 なお、専任教員の年齢構成においては、本学では定年規程において満 65 歳をもって定
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年としている（提出-規程集 31）。本規程にかかわらず、理事長が業務遂行上、特に必要

と認めた者については、教授会の議を経て、理事会の承認を得た場合に限り、定年を延長

することができるとし、1 年更新ごとの特任教授として採用している。 
 各学科の非常勤教員の採用は、学位、研究業績、その他の経歴等、短期大学設置基準の

規定を準用するとともに、教授会の審議を経て採用している（提出-規程集 37）。 
食物栄養学科の栄養士養成課程における指定科目の非常勤教員採用では短期大学設置基

準の規程を準用するとともに、関東信越厚生局での教員審査で認められた教員を採用して

いる。 
 3 学科とも補助教員は配置していない。 

教員の採用、昇任は、就業規則、人事委員会規程、教員選考規程、専任教員の昇任に関

する内規等に基づいて行っている。専任教員の採用は、定年退職や自己都合等で欠員が発

生した場合に公募を原則として募集手続をする。人事委員会を置き、学長、副学長、およ

び組織規程に定める学科長、専攻主任、図書館長をもって組織し、必要に応じてその他の

者の出席を求めることができる。応募者や専任教員の昇格申請があった際には、学長は教

授会の議を経て、教授 3 人以上からなる審査委員会を設けて、応募者の資料や専任教員の

昇任に必要な申請資料を教員選考規程や専任教員の昇任に関わる内規に基づいて教育・研

究上等の業績の審査を行っている。新規採用者は選考委員面接と学長面接を実施している。

新規採用、昇任ともに、最終、教授会で審議し、学長が決定している （提出-規程集 28、
30、37、38）。 
 
［区分 基準Ⅲ-A-2 専任教員は、教育課程編成・実施の方針に基づいて教育研究活動を

行っている。］ 
※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］       
（1） 専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、国際会議出席等、その他）は教

育課程編成・実施の方針に基づいて成果をあげている。 
（2） 専任教員は、科学研究費補助金、外部研究費等を獲得している。 
（3） 専任教員の研究活動に関する規程を整備している。 
（4） 専任教員の研究倫理を遵守するための取組みを定期的に行っている。 
（5） 専任教員の研究成果を発表する機会（研究紀要の発行等）を確保している。 
（6） 専任教員が研究を行う研究室を整備している。 
（7） 専任教員の研究、研修等を行う時間を確保している。 
（8） 専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程を整備している。 
（9） FD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。 

 ①  教員は、FD 活動を通して授業・教育方法の改善を行っている。 
（10） 専任教員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう学内の関係部署と連携して

いる。 
 
＜区分 基準Ⅲ-A-2 の現状＞ 
  専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

に基づいて研究活動を行っている。しかし、授業担当時間とその準備、委員会活動に費や
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す時間を多くとられ、研究活動時間の確保が課題である （備付-52）。 
 外部資金による研究活動や出版・執筆活動・学会活動などを奨励し、科学研究費補助金

の申請を促している。科研費研究補助金の申請は、例年、他大学との研究分担者も含めて

応募申請はあるが、採択に至っていないのが現状である。令和 4 年度は、人間福祉学科の

教員 1 名が継続研究で 1 件、食物栄養学科の教員 1 名が 2 件（令和 3 年度の継続研究）で

引き続き、獲得している（備付-53）。 
 外部助成金では、令和 4 年度栃木県文化振興基金助成事業(とちぎの文化の新たな魅力創

造・発信助成事業)に応募し、3 件が採択された。JR 宇都宮駅東口に令和 4 年 8 月開業し

た商業施設「ウツノミヤテラス」内のアンジェロコート東京(宇都宮)において、音楽を通じ

て地域の食文化や観光の魅力向上を図ること、あわせて地元出身演奏家が地域社会と連帯

して「とちぎの食で楽しむコンサート」を 9 月 8 日に音楽科と食物栄養学科の共同事業と

して行った。音楽科はコンサートを、食物栄養学科は地元の食材を使用したデザートを学

生が考案し、アンジェロコートのパテシェと共同開発したものを提供し、来場者に音楽と

栃木の食を楽しんでいただいた。11 月 13 日には、宇都宮短期大学須賀友正記念ホールに

て「宇都宮短期大学創立 55 周年記念演奏会」を開催した。栃木県の音楽教育と文化振興へ

の本学の創立以来の取り組みについて、音楽科在学生・卒業生によるフルオーケストラに

よる演奏で、地元の方へ感謝を届ける演奏会となった。12 月 11 日には「とちぎ いちご一

会コンサート〜栃木県ゆかりの演奏家による〜」を、同月に宇都宮駅東口に開業したばか

りのライトキューブ宇都宮の中ホールにて開催した。栃木を代表する新施設から、とちぎ

未来大使を務める本学音楽科教員や栃木県ゆかりの音楽家の演奏によって、コロナ禍での

元気発信と、県民の誇りと愛着を共有する機会となった（備付-87）。 
本学では、専任教員の研究活動に関する規程を定め、研究活動や出版、学会活動等のた

めの研究費は、教授から助教まで一律年間一人あたり 30 万円、助手は 10 万円で適切に運

用している（提出-規程集 46、48）。   
また、専任教員の学術研究の向上を図るために、本学に講師以上として 5 年以上勤務し

ている教員で、在職機関に教育に顕著な貢献があり、かつ研究成果を上げることが期待で

きる者に、半年間特別研究期間を認める「特別研究制度」がある（提出-規程集 52）。 
 専任教員の研究倫理を遵守するために、研究倫理に関する規程を整備している（提出-規
程集 88、89）。FD・SD 研修会の一環として研究倫理研修会を実施している。 

令和 4 年度は、「教職員・情報通信技術支援員（ICT 支援員）著作権講習会 〜教育機関

における著作物利用と知財教育〜」を、8 月 25 日（木）～9 月 25 日（日）の期間に、配

信動画を受講した。また、日本学術振興会の研究倫理 e ラーニング「大学教職員として研

究倫理」を令和 5 年 3 月 3 日（金）〜3 月 31 日（金）に各自視聴し、修了証を取得し、事

務局に提出している。どちらも受講後にアンケートを実施し、『FD・SD 報告書』として

まとめている（備付-14）。 
また、近年、人を対象とした医学的研究を計画して実施する教員が増えている。本学で

は、人を対象とした医学系研究に関する研究計画に対して倫理審査を行うシステムがなか

ったことから、研究倫理指針や研究倫理委員会規程の内容を検討し、「人を対象とする生

命科学、医学系研究に関する内規」を定め、令和 5 年度から施行している（提出-規程集 
90）。 
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教員の研究業績は、音楽科は『宇都宮短期大学音楽科研究紀要』、人間福祉学科と食物

栄養学科は『宇都宮短期大学人間福祉学科・食物栄養学科研究紀要』に、また、地域貢献

に関する活動等の業績は、『宇都宮短期大学地域福祉開発研究センター年報』を刊行して、

公表している。各学科の研究紀要は、ホームページでも公開している。 
紀要投稿については、最低でも 3 年に一度以上は、本学の研究紀要等への投稿を奨励し、

実践している（提出-規程集 85、86、備付-6、7、46）。 
 各専任教員の研究室は、個人研究室が整備されている。食物栄養学科の助手は 3 人の共

同研究室となっている（備付-54）。各研究室にはパソコンと学内 LAN 環境を整備し、必

要に応じて、オンラインによる教育研究活動もできるようになっている。 
 就業規則により、1 週 40 時間勤務となっている。理事長の定めるところにより、授業その

他、1 週間の勤務時間を個々に割り振ることができ、週 1 日は研究日が認められ、研究・研

修時間を確保している（提出-規程集 28）。 
専任教員の特別研究に関する規程はあるが、留学、海外派遣、国際会議出席等に関する

ことは必要に応じて学長が判断している（提出-規程集 52）。 
自己点検・評価推進部会は、学則 1 条の 2 に定める目的のために、教育研究の向上を図

り、教育研究活動の状況を向上させる活動を組織的に支援することとして、FD に関する

業務も担っている。その第 3 条に、基づいて、「宇都宮短期大学自己点検・評価委員会 FD
部会内規」を整備し、FD 研修プログラムの開発・実施に関すること、FD 活動の情報と提

供に関することなども任務としている（提出-規程集 9）。 
例年、学期末ごとに実施される学生による「授業改善アンケート」の実施と結果につい

ては、教員にフィードバックされ、各自の授業の成果と新たな課題を明らかにしている。

教員相互の授業参観を実施している。他科目担当の教員の授業方法を参観することで、自

己の授業を振り返り、授業の改善につなげている。また、情報セキュリティ研修会として、

7 月に栃木県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課による「サイバー犯罪の現状と対策」

を、2 月に本学の情報機器を担当している業者と本学学務課長による「情報セキュリティ

研修会」を開催した。さらに、11 月に「高等教育機関におけるアンガーマネジメントの活

用」と題して、教育現場における『怒り』の原因を理解し、その対応方法を学ぶアンガー

マネジメント研修会を実施した（備付-14）。 
 教員は、必要に応じて学内の関係部署と連携を取って教育に当たっている。特に、図書

館は、学習成果を向上するために教員から購入希望があった必要な図書等を購入して配架

している。また、授業で使用する教育機器備品のメンテナンス等を常時事務局と連携して

行なっている。 
 
［区分 基準Ⅲ-A-3 学生の学習成果の獲得が向上するよう事務組織を整備している。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］            
（1） 短期大学の教育研究活動等に係る事務組織の責任体制が明確である。 
（2） 事務職員は、事務をつかさどる専門的な職能を有している。 
（3） 事務職員の能力や適性を十分に発揮できる環境を整えている。 
（4） 事務関係諸規程を整備している。 
（5） 事務部署に事務室、情報機器、備品等を整備している。 
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（6） SD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。 
（7） 日常的に業務の見直しや事務処理の点検・評価を行い、改善している。 
（8） 事務職員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう教員や関係部署と連携し

ている。 
 
＜区分 基準Ⅲ-A-3 の現状＞ 

本学の事務組織は教育研究を支援するため、「宇都宮短期大学事務組織規程」で定められ

ており、事務局長は所属員を統括し、所管事務を遂行する責任を負い、その遂行に必要な

権限を有している。本学の事務組織は、総務課、学務課、図書館事務に組織している。そ

の職務は、事務局長を中心に事務組織の責任体制が明確である（提出-規程集 3）。 
各事務職員は、業務に関する専門性を有して職務に従事し、その間 OJT や外部研修会へ

積極的に参加して、資質向上に取り組んでいる。事務局、総務課、学務課は 5 号館 3 階の

1 室に集中して配置しており情報交換、情報共有が円滑に行われ、事務職員の能力や適性

は十分に発揮できている。 
事務の組織・職務に関しては「宇都宮短期大学組織規程」、「宇都宮短期大学事務組織規

程」、事務処理に関しては「宇都宮短期大学公印取扱規程」、「宇都宮短期大学文書取扱規程」、

「宇都宮短期大学旅費規程」「宇都宮短期大学旅費規程・旅費に関する細則」等の規程を整

備しており、適切に事務処理を行っている（提出-規程集 2、3、12、13、16、17）。 
事務室内には、個別にパソコンが配備され、事務処理に必要なネットワークが構築され

ている。このほか電話、ファックス、プリンターなど事務処理に必要な機器が整備されて

いる。 
「宇都宮短期大学学則第 1 条の 2」に基づいて、事務局員のスタッフ・デベロップメン

ト（SD）に関して、「宇都宮短期大学自己点検・評価推進部会 SD 部会内規」を定めてい

る（提出-規程集 10）。 
SD 活動に関しては、特に教員と事務職員の相互理解を深めるため FD・SD 活動と連携

して、毎年行っている。令和 4 年度は㈱ディブレイクの「情報セキュリティ研修」、大川総

合法律事務所弁護士大川容子氏の「キャンパス･ハラスメント研修」、共和大学教員の「ア

ンガーマネジメント研修」、関東短期大学協会主催の「教職員研修」（オンライン）、作新学

院大学前田明朗教授の「コーポレート・ガバナンスの本質論に関する考察」および栃木県

警察本部湯本武史警部補の「サイバー犯罪の現状と対策」を実施した。 
令和 4 年度 SD 研修は、文科省の「情報セキュリティ監査担当者研修」、日本私立短期大

学協会短期大学生生活指導担当者研修の「充実した短期大学生活の実現に向けて」、「就職

担当者研修会」を行った。事務職員は、積極的に外部主催の研修会に参加し、他大学等の

取り組みについて研修を深め、全職員に内容を報告し、情報の共有を図っている（備付-14）。
また、事務職員はミーティングを週 1 回定例実施している。 

日常的な業務の改善については、毎年度、職務内容や業務分掌を見直して、業務の適正

化、効率化に努めている。外部委託が可能な警備業務と清掃業務は外部委託を実施して業

務の効率化を図っている。 
事務職員は窓口における学生の履修相談、成績管理、資格取得情報管理、進路相談に積

極的に対応している。各委員会の教員や図書館の担当者とは、綿密なコミュニケーション
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をとり、学習成果の向上に寄与している。 
 
［区分 基準Ⅲ-A-4 労働基準法等の労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切に行

っている。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点               
（1） 教職員の就業に関する諸規程を整備している。 
（2） 教職員の就業に関する諸規程を教職員に周知している。 
（3） 教職員の就業を諸規程に基づいて適正に管理している。 

 
＜区分 基準Ⅲ-A-4 の現状＞ 

就業規則をはじめとする教職員の就業に関する諸規程として「宇都宮短期大学就業規則」

「宇都宮短期大学育児・介護休業等に関する規程」「宇都宮短期大学定年規程」「宇都宮短

期大学給与規程」「宇都宮短期大学退職金規程」「宇都宮短期大学旅費規程」等を整備して

おり、規程の配付及び学内情報システム上（共有フォルダー）で周知している（提出-規程

集 28、29、31、41、42、16）。 
特に、新任教員には「長坂キャンパス専任教員の先生方へ」として事務職員から丁寧に

説明している。教職員の就業に関する規程は、ファイルを教職員がいつでも閲覧できるよ

うにしている。 
教職員の出退勤管理については、年度当初に「出退勤の届けと出勤簿の表示について」

を配付するとともに、教職員が出勤時に捺印した事務局備え付けの出勤簿で管理している。

さらに、教員については、出勤簿脇に置かれた氏名ボタンランプを押すことで、事務室の

内外に設置された電子掲示板に氏名が表示され、一目で出勤状況を把握することができる

ようになっている。 
事務職員の就業については、就業規則で 8 時 15 分～17 時 00 分、就業の関係で日曜・

祝日の勤務については、他曜日への振替及び交代制で始業時間を 1 時間ずらして勤務（遅

番及び早番体制）する形態をとり、週労働時間を 40 時間としている。 
教職員の出張に関する規程も整備しており、事前には「休講・出張・補講届」を、事後

には「出張旅費申請書」を事務局に提出して、事務局長の捺印を経て、学長が決裁してい

る。また、教職員の就業管理は、事務局担当者が分掌し、諸規程に基づき、適正に管理し

ている。 
教職員の出張に関する「宇都宮短期大学旅費規程」「宇都宮短期大学旅費支給に関する細

則」（提出-規程集 16、17）を整備しており、事前には「休講・出張・補講届」を、事後に

は「出張旅費申請書」を事務局に提出して、事務局長の捺印を経て、学長が決裁している。

また、教職員の就業管理は、事務局担当者が分掌し、諸規程に基づき、適正に管理してい

る。 
なお、育児・介護休業等に関する法令の改正に伴い、宇都宮短期大学育児・介護休業等

に関する規程を改訂している（提出-規程集 29）。 
 
＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の課題＞ 
 専任教員の科学研究費補助金については、令和 4 年度 3 件である。外部助成金では栃木
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県文化振興助成金事業で 3 件採択されたが、外部研究費はなしであった。今後、教員の積

極的な獲得を促していく。 
また、専任教員の特別研究に関する規程はある。留学、海外派遣、国際会議出席等に関

する規程は、今後、規程の整備を進めていく。 
 事務職員は専門的能力が高いが、引き続きさらなる能力を引き出すために適正な人事管

理を行う。 
 
 
［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］ 
 
＜根拠資料＞ 

提出資料-規程集 14 宇都宮短期大学情報セキュリティ・ポリシー、15 宇都宮短期大学

情報システムガイドライン、18 長坂キャンパス防災管理規程、19 長坂キャ

ンパス自衛消防隊規則、20 宇都宮短期大学食物栄養学科化学薬品等管理規

程、21 宇都宮短期大学食物栄養学科の薬品管理取扱要領、24 長坂キャンパ

ス構内交通に関する規程、25 長坂キャンパス学生の車両入構許可登録証交

付基準、72 宇都宮短期大学図書館規程、73 宇都宮短期大学研究・図書委員

会規程、74 宇都宮短期大学図書館資料収集・除籍基準内規、75 長坂キャン

パス図書館利用規程、80 宇都宮短期大学個人情報適正管理規程、 98 学校

法人須賀学園経理規程、99 学校法人須賀学園固定資産及び物品管理規程、

103 学校法人須賀学園特定個人情報基本方針、104 学校法人須賀学園危機管

理マニュアル 
備付資料  54 校地校舎配置図、55 図書館の概要 

 
［区分 基準Ⅲ-B-1 教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、施設設備、その

他の物的資源を整備、活用している。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点          
（1） 校地の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。 
（2） 適切な面積の運動場を有している。 
（3） 校舎の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。 
（4） 校地と校舎は障がい者に対応している。 
（5） 教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行う講義室、演習室、実験・実

習室を用意している。 
（6） 通信による教育を行う学科・専攻課程を開設している場合には、添削等によ

る指導、印刷教材等の保管・発送のための施設が整備されている。 
（7） 教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うための機器・備品を整備し

ている。 
（8） 適切な面積の図書館又は学習資源センター等を有している。 
（9） 図書館又は学習資源センター等の蔵書数、学術雑誌数、AV 資料数及び座席数

等が適切である。                     
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 ①  購入図書選定システムや廃棄システムが確立している。 
 ② 図書館又は学習資源センター等に参考図書、関連図書を整備している。 

（10） 適切な面積の体育館を有している。 
（11） 多様なメディアを高度に利用して教室等以外の場所で授業を行う場合、適切な

場所を整備している。 
 
＜区分 基準Ⅲ-B-1 の現状＞ 

宇都宮短期大学は、宇都宮共和大学子ども生活学部と同じキャンパスにあり、校地・校

舎は宇都宮共和大学長坂キャンパスと共用となっている。その校地面積は 68,099 ㎡であ

り、宇都宮短期大学の収容定員 240 人と宇都宮共和大学子ども生活学部の収容定員 280 
人の合計 520 人の収容定員に対し、設置基準の学生 1 人当たり 10 ㎡以上を満たしてい

る。 
校舎面積は 13,834 ㎡であり、設置基準面積の 4,250 ㎡を満たしている。また、屋外運動

場は緑豊かなグラウンドを中心に、テニスコート 4 面、屋内運動場にはバスケットボール、

バレーボール、バドミントン、ダンスに対応できるアリーナと演習室を備えた 1,567 ㎡の

体育館を有しており、体育実技やレクリエーション演習の授業をはじめサークル活動など

に有効に活用されている。 
障がい者対応について 2 号館は正面玄関のスロープや須賀友正記念ホールのバリアフリ

ー化のために昇降機を設置している。3 号館・5 号館及びアリーナについては建設時にバ

リアフリーに対応している。エレベーターは 3・5 号館に設置、トイレは 2・3・5 号館に

車いすが使用できるトイレを設置している。 
 1～5 号館に大講義室 4 室（アンサンブルホール含む。）、中講義室 6 室、小講義室 10 室

（邦楽室、ML 室含む。）、演習室 1 室がある。1 号館に練習室 18 室、1・2 号館にレッス

ン室 16 室、家政実習室、3 号館に介護実習室、入浴実習室、調理実習室、給食実習室、実

験室、製菓実習室、食物栄養実習室、コンピュータ実習室（令和 4 年度にアクティブラー

ニング対応に改修）、5 号館に保育実習室がある。 
通信制による教育は行っていない。 
3 号館の全講義室・演習室に大型液晶テレビ、パソコン、プロジェクターを、5 号館の講

義室にはプロジェクターと AV 装置、マイク、スピーカーを備えている。1 号館の講義室

にはテレビと DVD・ビデオ再生機を設置している。 
3 号館のコンピュータ実習室（令和 4 年度にアクティブラーニング対応に改修）にはノ

ートパソコン 40 台と 4 台のプリンターを設置している。また、5 号館 3 階メディアコー

ナーにはデスクトップパソコン 6 台とノートパソコン 5 台、カラープリンター1 台を学生

の自学自習用に設置している。1・2・3・5 号館で Wi-Fi 環境の整備更新も行った。学生ご

とに ID を配付し学習、就職等の情報収集に役立てている。 
また、2 号館のオーケストラ・合唱用の舞台と 508 席を備えた音楽ホール、1 号館はプ

ライベートな演奏会・発表会にも利用できるアンサンブルホール（94 席）を備えている。

本学の持てる資源としてのこの音楽ホールについては、外部（卒業生、一般等）への貸し

出しを積極的に行い、有効活用を図ることで地域にも貢献している。1・2 号館レッスン室

にグランドピアノ 18 台、電子オルガン 5 台、1 号館練習室にアップライトピアノ 16 台、
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電子オルガン 4 台、1・2 号館講義室・楽屋にグランドピアノ 7 台、電子オルガン 4 台、

電子ピアノ 22 台、邦楽室に箏 10 面、十七絃 1 面、尺八 4 管、三絃 2 丁、3 号館の学生ホ

ールにグランドピアノ 1 台、5 号館の講義室にグランドピアノ 3 台、5 号館ホワイエ練習

コーナーに電子ピアノ 12 台を備えている。 
図書館は 758 ㎡を保有し、適切な面積を有している（備付-54）。 
図書館の運営、図書・資料選定と廃棄は、規程・内規に基づいて行っている（提出-規程

集 72、74）。 図書館の資料、利用状況等の管理は、“情報館”ソフトを利用して行ってい

る。蔵書検索については、学内 LAN（他キャンパス共通）を使った OPAC を構築し、学

生・教職員の利便性を高めている。さらに令和 4 年度からは、学内 Wi-Fi 接続中のデバイ

スやパソコンからも検索可能となるように整備した。ハードやソフトウェアのメンテナン

スは、外部の専門業者に委託している。図書館職員は館長と司書で、運営全般について情

報を共有し、学生・教職員の研究・学習支援にあたっている。また、学生の利用しやすい

図書館を目指し、アクティブラーニングのためのスペースを設置している（備付-54）。 
蔵書数 62,082 冊、うち学術雑誌 19 誌、視聴覚資料 11,248 点、閲覧席 120 席を保有し

ている（令和 5 年 5 月 1 日現在）。開館時間は、平日 8：45～17：30、土曜日 8：45～16：
30 である。令和 4 年度の年間図書館利用状況は、入館者数 11,369 人、開館日数 263 日、

1 日平均利用者数 35 人、図書貸出総数 2,638 冊である｡ 
新入生への利活用促進策として、入学時のオリエンテーションで図書館の利用規程並び

に図書館の利用案内（図書館ポイントカードの利用等）説明を行っている。（提出-規程集

75）。また、学生掲示板や在学生向けポータルサイトに月 1 回発行の『としょかんかわら

版』を掲載し、利用啓発に向けた取り組みを進めている。この他、大学祭やオープンキャ

ンパス等において図書館資料等の展示を実施し、今後入学してくる高校生や地域の人々へ

の啓発活動も行っている。また、宇都宮共和大学シティキャンパス図書館との相互利用が

可能である。他大学図書館との文献複写依頼・受付にも随時対応している。 
本学ではアリーナ 1,567 ㎡の体育館を有しており、体育実技やレクリエーション演習等

の授業に加え、サークル活動などにも有効に活用されている（備付-54）。 
  また、本校舎より徒歩 5 分の須賀学園第 4 グラウンド（人工芝野球場）も必要に応じて

使用している。 
コロナ禍の中、各専任教員は、各自の研究室、教員の自宅にて授業を一時期（令和 2 年 

度 4 月）行っていた。利用に当たっては全教職員が本学教員から講習会に参加して ZOOM
を利用した講義を行った。音楽等での動画配信についてはアンサンブルホールにカメラ等

一式の機器が整備されており、音楽教員は演奏を発信に使用するなど多様なメディアを高

度に利用する設備を整備している。 
 
［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点            
（1） 固定資産管理規程、消耗品及び貯蔵品管理規程等を、財務諸規程に含め整備

している。 
（2） 諸規程に従い施設設備、物品（消耗品、貯蔵品等）を維持管理している。 
（3） 火災・地震対策、防犯対策のための諸規則を整備している。 
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（4） 火災・地震対策、防犯対策のための定期的な点検・訓練を行っている。 
（5） コンピュータシステムのセキュリティ対策を行っている。 
（6） 省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全の配慮がなされている。 

 
＜区分 基準Ⅲ-B-2 の現状＞ 

施設設備の維持管理等に関する事項は、「学校法人須賀学園固定資産及び物品管理規程」、

「学校法人須賀学園経理規程」を定めて整備している（提出-規程集 99、98）。また、消耗

品、収入印紙等についても上記規定に基づき適切な管理をしている。 
施設設備の安全管理については、事務局が主体となり、施設管理委託業者を定め、建築

基準法、消防法、ビル管理法等の法令に規定された定期点検・整備を実施している。エレ

ベーターの点検は建築基準法に、電気設備の点検は電気事業法に、浄化槽設備点検、ガス・

給水設備点検についても施設管理業者が定期点検で実施している。 
 衛生管理についても施設管理委託業者に委託してビル管理法に基づいて、空気環境測定、

防虫、防鼠等を定期的に実施している。校舎の清掃は、業者委託により校舎の教室・トイ

レ・廊下・階段を毎週月～土曜日に実施している。水質検査についても毎週 1 回職員の検

査と業者の定期点検を実施している。以上により、施設設備、物品を諸規程に従い維持管

理している。 
火災・地震等の危機管理等に関する体制の整備については、「学校法人須賀学園危機管理

マニュアル」（提出-規程集 104）において、学生及び教職員に被害が及ぶおそれがある様々

な危機を未然に防止し、また、発生した場合に被害を最小限にくい止めるために必要な事

項をまとめている。さらに、「長坂キャンパス防災管理規程」及び「長坂キャンパス自衛消

防隊規則」に加え、食物栄養学科の「宇都宮短期大学食物栄養学科化学薬品等管理規程」、

「宇都宮短期大学食物栄養学科薬品管理取扱要領等、必要事項を定めている（提出-規程集

18、19、20、21）。 
本学では定期的な防火訓練（通報訓練・避難誘導訓練・消火訓練）を実施している。ま

た、消防法に基づいて消防施設等の点検を実施し、消火器、自動火災報知器等については

定期的に消防署に報告している。なお、コロナ禍の 3 年間は消防署員無しで訓練（通報訓

練・避難誘導訓練）を実施した。訓練後の講評の他、緊急地震速報を受けたときの行動の

具体例や、J アラート（全国瞬時警報システム）発令時の行動の具体例について再確認を

行っている。 
本学において発生する諸般の事象に伴う危機に、迅速かつ的確に対処するため、危機管

理体制及び対処方法等を定めることにより、学園の学生、教職員及び近隣住民等の安全確

保を図るとともに、学園の社会的な責任を果たすことを目的とする危機管理規則を定め有

事の際はこれにより対応するが、その事例はない。 
防火及び震災対策の徹底を期し、火災・震災その他の災害による人的、物的被害の軽減

を目的として防災管理規程を整備している。管理権限者、防火管理者、防火担当責任者、

火元責任者、災害発生時への対応として教職員による「自衛消防隊」を組織している。 
施設管理業務委託により、年間を通して施設設備の定期点検をしている。エレベーター

は月 1 回の定期点検を行い、故障や閉じ込めなどの非常時の直接通話や管制センターでの

遠隔監視により異常信号受信時には対応できるようになっている。 
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心室細動時等の救急救命活動に有効とされる自動体外式除細動器（AED）を学内に設置

し教職員を対象として使用方法について周知している。また、介護福祉専攻の学生が救急

救命講習会を受講するときには、事務職員も一緒に受講している。本学の校舎は新耐震基

準に対する耐震工事は全て終了している。 
 学内情報システムの維持管理については、「宇都宮短期大学情報セキュリティ・ポリシー」

及び「宇都宮短期大学情報システムガイドライン」に基づき、本学情報システムの保守管

理を行う会社を定め、年間保守管理契約を締結し、定期保守点検（毎月 1 回）及び緊急時

対応体制（遠隔操作又はオンサイト対応）を整備している（提出-規程集 14、15）。また、

情報セキュリティ対策として、Firewall の設置、クライアントサーバー型の virus 駆除ソ

フトの整備、ネットワークユーザー管理（アクセス制限）、ファイルサーバー内の共有フォ

ルダー管理（アクセス制限）、L3 スイッチによるセグメント分割（学生用・教職員用サー

バー）を行っている。その他、コンピュータのハードウェア性能を高めるとともに、学内

LAN や学内の Wi-Fi 設備を増設するなどして、利便性に留意している。令和 4 年度に本

学の共有ファイルと図書館データは、外部（NTT）に移行した。他にマイナンバー導入時

に「学校法人須賀学園特定個人情報基本方針」規程を定め特定個人情報を厳正に管理・運

営している（提出-規程集 103）。 
本学の各校舎の教室には冷暖房を完備している。室温管理については講義室、実験室、

実習室等特別な状況を除いて夏季及び冬季の室温は、それぞれクールビズの冷房 28℃及び

ウォームビズの暖房 20℃に調節している。 
省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全については、3 号館屋上には温水パネ

ルを設置し、温水の供給に役立てている。5 号館には、校舎屋上に 20.16kW の太陽光設備

を設置している。令和 4 年度の実績発電量は年間 20,530 kW である。この発電量は、年間 
4,660リットルの石油削減量に相当し、年間 11,600t-Co2の二酸化炭素の削減をしている。

省エネルギー対策の一環として一部にLEDへの移行及びジェットタオルを設置している。

ジェットタオルはコロナ禍になり使用中止していたが令和 5 年 4 月から使用を再開した。

各教室の蛍光灯を順次 LED への切り替えをすすめている。また、省エネルギー対策の一

環として、新電力と契約している。3 号館については、建設 20 年間経過時から全面的に外

壁の補修、屋上の防水工事や空調・冷温水発生機等のオーバーホールを順次行った。省エ

ネ対策として電気の消費一覧（年間）を教授会で示し、職員に周知をしている。 
 
＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の課題＞ 

省エネルギー対策の一環として、順次 LED への切り替えを進めている。教育用パソコ

ンの順次更新を継続して行っていく。 
図書館の蔵書について整理を進めており、図書委員会において各学科の月刊誌類の要・

不要のアンケートを参考に毎年度決めている。しかし配架に余裕がないことから、さらに

学術論文や紀要等の電子化を促進し、蔵書の新陳代謝を図っていくことが課題である。 
 
＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の特記事項＞ 

特になし 
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［テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 
 
＜根拠資料＞ 
 提出資料-規程集 14 情報セキュリティ･ポリシー、15 情報システムガイドライン 
 備付資料 54 校地・校舎配置図、56 学内 LAN 構成図 
        
［区分 基準Ⅲ-C-1 短期大学は、教育課程編成・実施の方針に基づいて学習成果を獲得

させるために技術的資源を整備している。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点           
（1） 教育課程編成・実施の方針に基づいて技術サービス、専門的な支援、施設設

備の向上・充実を図っている。 
（2） 情報技術の向上に関するトレーニングを学生及び教職員に提供している。 
（3） 技術的資源と設備の両面において計画的に維持、整備し、適切な状態を保持

している。 
（4） 技術的資源の分配を常に見直し、活用している。 
（5） 教職員が教育課程編成・実施の方針に基づいて授業や学校運営に活用できる

よう、学内のコンピュータ整備を行っている。 
（6） 学生の学習支援のために必要な学内 LAN を整備している。 
（7） 教員は、新しい情報技術などを活用して、効果的な授業を行っている。 
（8） コンピュータ教室、マルチメディア教室、CALL 教室等の特別教室を整備し

ている。 
 
＜区分 基準Ⅲ-C-1 の現状＞ 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づいた本学の技術的資源に

ついては、学生用としてコンピュータ実習室（令和 4 年度アクティブラーニング対応に改

修）にノートパソコン 40 台、メディアコーナーにデスクトップパソコン 6 台とノートパ

ソコン 5 台を整備している。教職員用としては、専任教職員各 1 台、兼任講師用に 6 台及

び貸出し用ノートパソコン 4 台と Chromebook 6 台を整備している。 
また、各講義室の AV 機器（プロジェクター・大型液晶 TV・DVD 等）の整備について

は、一部の教室を除いて整備している。3 号館は全ての教室にパソコンを整備している。 
また、音楽教育のための練習室、レッスン室、楽器類、及び人間福祉学科・食物栄養学科

の各実習室、実習機器、実験室、実験機器についても整え、定期的に維持更新を図ってい

る。 
学生への情報機器の技術指導については、「情報処理Ⅰ・Ⅱ」「情報機器操作」の授業に

おいて、学内情報システム（Google Workspace の各アプリケーションなど）の操作方法の

説明や、情報リテラシーの向上と情報倫理や知的財産保護などの情報モラル教育を行って

いる。また、教職員への情報機器の技術指導については、「情報システム利用の手引き」を

全教職員に配布し、学内情報機器の使用方法や情報セキュリティの順守・情報セキュリテ

ィー・インシデント発生時の対応方法などを周知している。さらに日々の教職員からの情

報機器操作に関する問い合わせなどについては、事務局担当者が技術指導を実施している。
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また、定期的な情報セキュリティ研修会や本学情報教員による FD 研修会を実施している。 
情報機器の環境については、適切に定期更新を実施している。具体的には、学内にある

パソコン（ハードウェア及びソフトウェア）は 5 年を目途に更新している。また、OS や

各種ソフトウェアのセキュリティーパッチ更新を定期的に行い、情報機器のセキュリティ

ーホール対策・管理を適切に実施している。 
情報機器の保守に関しては、「宇都宮短期大学情報セキュリティ・ポリシー」及び「宇都

宮短期大学情報システムガイドライン」に基づき、保守管理会社と年間保守管理契約を締

結し、定期保守点検を毎月 1 回、詳細な保守点検を夏季休業中に実施している（提出-規程

集 14、15）。また、突発的なトラブルにも、速やかに対応できるよう、遠隔メンテナンス

システムを導入するとともに、オンサイトでもトラブル対応できる仕組みを構築している。

令和 4 年度に学内で設置管理していた物理サーバーを NTT クラウドサーバーに移行し、

運用を開始している。クラウドサーバーに変更することで、物理サーバーの保守メンテナ

ンスがなくなり、可用性を高めることが可能となった。日々の情報機器に関する質問やト

ラブルなどは事務局で一括して対応し、機器の重大な故障やシステム障害などに関しては

保守管理会社で対応している。 
情報システムの授業活用事例としては、Google Classroom を各講義に活用することを

推奨している。Google Classroom では講義資料の配布や課題配布・回収をインターネット

経由で行うことができるため、従来のレポート課題などを印刷して提出するということが

少なくなり、教職員・学生ともに利便性が向上した。また、学生は大学から配付している

Chromebook を学内・自宅で利用することにより、今までよりも効率的に課題に取り組む

ことができるようになっている。 
学校運営の活用事例としては、ファイルサーバーの共有フォルダー機能を学校運営に活

用している。共有フォルダー機能の利用目的としては、教職員間での共同作業や、情報共

有を主たる目的としている。共有フォルダーは第 1 階層から第 3 階層まで本学の実情に合

わせて定義されたフォルダーで構成されている。以前はキャンパス毎に学内ファイルサー

バーを保有していたが、令和 4 年度に NTT クラウドサーバーにファイルサーバーを移転

した際、共有フォルダーを再設計し、系列校の宇都宮共和大学と宇都宮短期大学の全ての

学科・事務局を統合運用する形に改めた。また、全て同一のフォルダー構成に変更した。

事務系についても同様に改編している。宇都宮短期大学のある長坂キャンパスには系列校

の宇都宮共和大学子ども生活学部もあり、共同で実施するイベントなども多くあるので、

所属をまたいで運用できるようにしている。共有フォルダーには、学生の履修情報、学籍

データ、実習参加記録、各種マニュアル、事務手続きフォーマット等の情報を共有し、学

校運営や学生指導の際に活用している。さらに授業改善のためのアンケートシステムをイ

ンターネット上で運用することで、自己点検を効率的に実施できる仕組みを設けている。 
学内 LAN の整備状況に関しては、キャンパス間はフレッツ光グループアクセスで結ば

れ、インターネットへは宇都宮シティキャンパス（宇都宮共和大学）から光回線で商用プ

ロバイダに接続している。校舎間及び各フロアは Gigabit Ethernet Cable を敷設し、教室

の情報コンセントへは Fast Ethernet Cable を敷設して、利用者に十分な通信速度を確保

している。また、スマートフォン、タブレット、Chromebook の学内利用ニーズに対応す

べく、学内情報システムとは別に、光回線をバックボーンに持つ無線 LAN を整備してい
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る（備付-56）。特に Wi-Fi 環境については整備の増強を毎年行い、利用ニーズの増加に対

応できるようにしている。 
令和 4 年度は 3 号館 2 階のコンピュータ室を改修し、アクティブラーニング室に更新

（多面的に利用可能にするため、デスクトップパソコンを廃してノートパソコンに、さら

に固定席を廃して移動式の机椅子に更新）した（各 40 台）。 
 
＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の課題＞ 
 情報機器室の円滑な利活用方法の構築し、パソコンの維持管理及び CPU の継続的な更

新の実施を行う。1 号館の AV 機器の整備、コンピュータソフト（医療事務関係）を整備す

る。 
 
＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の特記事項＞ 
 引き続き、技術的資源の更新を行い、教育資源として有効活用していく。 
 
 
［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］ 
 
＜根拠資料＞ 

提出資料 17 活動区分資金収支計算書（学校法人全体）、18 事業活動収支計算書の概

要、19 貸借対照表の概要（学校法人全体）、20 財務状況調べ、21 資金収支

計算書・資金収支内訳表（令和 2（2020）年度～令和 4（2022）年度）、22 活
動区分資金収支計算書（令和 2（2020）年度～令和 4（2022）年度）、23 事
業活動収支計算書・事業活動収支内訳表（令和 2（2020）年度～令和 4（2022）
年度）、24 貸借対照表（令和 2（2020）年度～令和 4（2022）年度）、25 事
業報告書（令和 4（2022）年度）、26 事業計画書（令和 5（2023）年度）、27 
予算書（令和 5（2023）年度） 

備付資料 57 財産目録（令和 2（2020）年度～令和 4（2022）年度）、58 計算書類（令

和 2（2020）年度～令和 4（2022）年度） 
 
［区分 基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点         
（1） 計算書類等に基づき、財的資源を把握し、分析している。 

 ① 資金収支及び事業活動収支は、過去 3 年間にわたり均衡している。 
 ② 事業活動収支の収入超過又は支出超過の状況について、その理由を把握し

ている。 
 ③ 貸借対照表の状況が健全に推移している。 
 ④ 短期大学の財政と学校法人全体の財政の関係を把握している。 
 ⑤ 短期大学の存続を可能とする財政を維持している。 
 ⑥ 退職給与引当金等を目的どおりに引き当てている。 
 ⑦ 資産運用規程を整備するなど、資産運用が適切である。 



 
宇都宮短期大学 

83 
 

 ⑧ 教育研究経費は経常収入の 20％程度を超えている。 
 ⑨ 教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）についての資金配分が適切

である。 
 ⑩ 公認会計士の監査意見への対応は適切である。 
 ⑪ 寄付金の募集及び学校債の発行は適正である。 
 ⑫ 入学定員充足率、収容定員充足率が妥当な水準である。 
 ⑬ 収容定員充足率に相応した財務体質を維持している。 

（2） 財的資源を毎年度適切に管理している。 
 ① 学校法人及び短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予

算を、関係部門の意向を集約し、適切な時期に決定している。 
 ② 決定した事業計画と予算を速やかに関係部門に指示している。 
 ③ 年度予算を適正に執行している。 
 ④ 日常的な出納業務を円滑に実施し、経理責任者を経て理事長に報告してい

る。 
 ⑤ 資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用は、資産等の管理台帳、資

金出納簿等に適切な会計処理に基づいて記録し、安全かつ適正に管理してい

る。 
 ⑥ 月次試算表を毎月適時に作成し、経理責任者を経て理事長に報告してい

る。 
 
＜区分 基準Ⅲ-D-1 の現状＞ 

財的資源を適切に管理している。以下は、その内容である。 
計算書類等に基づき、財的資源を把握し、分析している。①資金収支及び事業活動収支

は、過去 3 年間にわたり均衡している。②事業活動収支の収入超過の状況についは、附属

高校定員充足が理由であることを把握している。③貸借対照表の状況は、健全に推移して

いる。④短期大学の財政と学校法人全体の財政の関係を把握している。⑤短期大学の存続

を可能とする財政は、法人の総資産額中、現預金・有価証券等が 297 億円であることから

十分に維持している。⑥退職給与引当金等を目的どおりに引き当てている。⑦資産運用規

程を整備するなど、資産運用が適切である。⑧短大の教育研究経費は経常収入の 20％程度

を超えている。⑨教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）についての資金配分は適

切である。⑩公認会計士の監査意見への対応は適切である。⑪寄付金の募集及び学校債の

発行は行っていない。⑫短大の入学収容定員は、未充足ではあるが、⑬法人全体として良

好な財務体質を維持している。 
法人の活動区分資金収支計算書では、教育活動については、過去 3 年間、収入は上向き、

支出は水平な動きで教育活動資金収支差異はプラスを継続している。令和 4 度の活動区分

資金収支差額については、教育活動による資金収支が 1,016 百万円のプラス、施設設備等

活動による資金収支は 311 百万円マイナス（高校校舎建替え中であるが建設費は第 2 号基

本金取崩で対応）である。翌年度繰越支払資金は 6,961 百万円（マイナス分は定期預金か

ら NCD に振り替えた分）と十分に有している（提出-17、22）。 
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令和 4 年度の事業活動収支差額については、教育活動収支が 454 百万円（減価償却 
526 百万円）のプラス、教育活動外収支が 21 百万円（受取利息・配当金）のプラス、経

常収支差額は 475 百万円であり毎年プラスを継続している。基本金組入（260 百万円）

後の当年度収支差額は 199 百万円である（提出-18、23）。 

 
2 号基本金は、令和 5 年 3 月末で法人合計 5,496 百万円となっており、本学関係では、
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短大土地購入資金 535 百万円、短大新学科増設等資金 350 百万円、教育研究用機器備品購

入資金 1,289 百万円（本学、大学、高校中学共通）であり、本学の教育研究の維持・充実

に必要な資金を確保している。 
 

 
令和 5 年 3 月末の手元資金は、現預金 13,961 百万円（流動資産の現金預金 6,961 百万

円、退職給与引当金特定預金 500 百万円、第 2 号基本金引当特定資産 5,500 百万円、施設

償却引当特定預金 1,000 百万円）、固定資産の有価証券 12,461 百万円（ユーロ円債 300 百
万円、投資信託 1,761 百万円、NCD10,400 百万円）、固定資産の特定金銭信託 3,375 百万

円（米国債など）となっており、合計で 29,797 百万円を有している（提出-19、24）。 

 
 
本学単体では、学生の定員割れにより収支は赤字を余儀なくされているものの、附属高

校の安定収益により、毎年度のキャッシュフローは黒字を維持しており、将来にわたって

本学の教育研究に支障はない。 
退職給与引当金等については、期末要支給額の 100％を基にして、私立大学退職金財団

に対する掛け金の累計額と交付額の累計額との繰り入れ調整額を加減した金額を適切に計

上している（計算書類の重要な会計方針、引当金の計上基準による）。 
本学の令和 4 年度教育研究費比率（事業活動収支の教育研究費÷教育活動収入）は、 
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70.9％であり、過去 3 年間 20％を大きく超えている。令和 4 年度教育研究施設設備の支出

については、施設関係 1 百万円、設備関係 10 百万円（楽器等機器備品 9 百万円、図書 1
百万円）と資金収入の 4.4％であり、安定的に教育設備の維持更新と充実に努めている。 
 

資産運用については、「資金運用に関する取扱規則」を定め、運用対象資産、運用の体制・

方法・報告、監査人による点検を定め、堅実な運用を行っている。 
なお、元本保証のない運用資産は、令和 5 年 3 月末 5,436 百万円（手元資金の 18.9％）、

その含み益（簿価と時価の差額）は 481 百万円のプラスである。 
 

 
 
本学園は法令に基づき、学園監事による業務・教学監査、会計監査と公認会計士独立監

査人の監査が行われている。学園監事は毎会計年度に監査報告書を作成し、理事会、評議

員会（会計年度終了後 2 か月以内）に出席して業務・教学・財務状況、執行状況について

報告をしている寄付金の募集、学校債の発行は行っていない。 
 入学定員充足率の推移については、本学全体として、平成 30 年度 44.2%→令和 3 年度 
 78.3％→同 5 年度 55.8％と推移してきている。これは、平成 31 年度に食物栄養学科を

新設（収容定員 60 名）し、入学定員充足率は上昇傾向にあったが、コロナ禍の影響により

4・5 年度は音楽科、人間福祉学科の入学生が減少したものである。 
本学にとって、学生確保が喫急の課題であることは、全教職員共通の理解と目標となっ

ている。学生の確保に向けては、本学附属高校に加えて県内総合学科や専門学科の高校な

どからも多くの入学者を得ることが必要で、そのためには、本学の魅力と地元で学ぶ魅力

を理解してもらうことが重要であると認識している。 
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また、本学附属高校との連携では、校内進路相談会や、2・3 年保護者会開催時に相談コ

ーナーを設置して生徒や保護者に対して、質問や相談に応じている。5 月の第 3 学年担任

会では、進路を担当する担任の先生へ、本学の特色などについて直接説明する機会を設け

ている。また、音楽科は、生活教養科 2 年を対象に高大連携授業を実施している。人間福

祉学科では、同普通科応用文理コース 2 年生を対象に高大連携授業、本学附属中学 1 年を

対象に福祉特別授業、同附属高校生活教養科 1 年対象に福祉体験授業を本学キャンパスで

実施している。食物栄養学科は同附属高校の生活教養科 3 年、調理科 1 年生を対象に高大

連携授業を実施している。その他、県内の高校に対しても、3 学科連携して高大連携授業

を実施して、教育内容の浸透周知に努力している。法人組織としてアドミッションセンタ

ーを設置して附属高校との連携・学生募集にのみならず、県内・県外の学生募集にも機動

的に対応し、その成果が着実に出てきている。 
本学は学園の教育研究のシンボルかつイメージリーダー的存在であり、存在そのものが、

本学附属高校の生徒募集（本学は高校卒業時の重要な受け皿）やブランド力として重要な

役割を担っている。本学単体では、収支は赤字を余儀なくされているが、法人全体の財務

状況は健全で、本学附属中学・高校との関係も良好であり、本学の教育研究の維持向上、

継続性に懸念はない。 
 

宇都宮短期大学の入学定員・入学者数・入学定員充足率 

 
学生募集のため、これまでに学生募集体制の強化（アドミッションセンターの設置、オ

ープンキャンパスの多様化、高校訪問の回数増、出前授業の回数増、新たな奨学金制度の

拡充等）に加え学生や地域のニーズに沿ったカリキュラムに改訂している。 
本学については、音楽科に平成 28 年度より邦楽専攻コースを開設、平成 30 年度吹奏
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楽アンサンブル専攻コースを新設（中高生に人気の高い吹奏楽の指導者や中学校音楽教諭

の輩出をめざす）、同時にアンサンブルホールの新設を行った。 
人間福祉学科社会福祉専攻については、平成 28 年度より医療事務の履修モデル開設を

し、医療事務の教育充実と広報に努めている。介護福祉専攻については、介護福祉士の処

遇の低さは改善傾向にあるが高校生の志望が激減しており、回復の見込みが薄い。職業能

力開発行政の介護福祉士委託訓練生は近年、入学生がいない。介護福祉士就学資金貸付制

度は介護学生の 90％以上は利用しているが、介護職への高校生や保護者の意識改革と本制

度の周知等も含め、入学者の増加を図っていきたい。 
食物栄養学科については、定員を充足しているが、引き続き安定的に新入生を確保でき

るよう広報に努めていきたい。 
令和 6 年度に以下の通り、入学定員を 120→100 名に減少させる。早期に入学定員充足

率 80％以上の確保ができるよう注力する。 
 

宇都宮共和大学・宇都宮短期大学 入学者の実績と目標 

毎年、法人全体の事業計画書・予算書と事業報告書・決算書を作成し理事会と評議員会

にはかっている。短期大学では、事業計画（予算）と事業報告書（決算書）を全教職員に

説明し、年度予算を適正に執行している。中期計画を作成し本学の将来像を明確にしてい

る（提出-25、26、27）。 
日常的な出納業務は、規則に則った手続きにより処理され経理責任者（短大事務局長）

が学長に報告している。法人事務局においても、経理責任者が理事長に報告している。 
資産については、専用の管理ソフトを用いて固定資産台帳を備えている。資金について

も同様の会計ソフトで処理しており、日々の出納をチェックしており、適切な会計処理に

基づき記録し、安全かつ適正に管理している。 
資金の運用については、本学園の資金運用に関する取扱規程に基づき、安全性が確保さ

れた適切な管理を行っている。資産及び資金の管理運用は学校法人須賀学園寄附行為、資
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金運用に関する規則（提出-規程集 95、100）に基づき安全かつ適正に管理している。 
計算書類・財産目録は、監査法人の学校会計基準及び本法人経理規定に則した指導の下、

経営・財産状態を適正に表示している。 
 
［区分 基準Ⅲ-D-2 日本私立学校振興・共済事業団の経営判断指標等に基づき実態を把

握し、財政上の安定を確保するよう計画を策定し、管理している。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点    
（1） 短期大学の将来像が明確になっている。 
（2） 短期大学の強み・弱みなどの客観的な環境分析を行っている。 
（3） 経営実態、財政状況に基づいて、経営（改善）計画を策定している。 

 ①  学生募集対策と学納金計画が明確である。 
 ②  人事計画が適切である。 
 ③  施設設備の将来計画が明瞭である。 
 ④  外部資金の獲得、遊休資産の処分等の計画を持っている。 

（4） 短期大学全体及び学科・専攻課程ごとに適切な定員管理とそれに見合う経費

（人件費、施設設備費）のバランスがとれている。 
（5） 学内に対する経営情報の公開と危機意識の共有ができている。 

 
［注意］ 
基準Ⅲ-D-2 について 
（a）日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分

（法人全体）平成 27 年度～」の B1～D3 に該当する学校法人は、経営改善計画を

策定し、自己点検・評価報告書に計画の概要を記載する。経営改善計画は提出資料

ではなく備付資料とする。 
（b）文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受けている場合は、その経過の概要を

記述する。 
 
＜区分 基準Ⅲ-D-2 の現状＞ 
 日本私立学校振興・共済事業団の定量的な経営判断指標に基づく経営状態判定表によれ

ば、正常状態の最高ランクのＡ1 であり、財務状況は健全に推移している（提出-20）。 
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日本私立学校振興・共済事業団 定量的な経営判断指標に基づく経営状態  
学校法人 須賀学園 経営判断指標判定表 

 
本学は、高等教育機関として、将来にわたり豊かな人間性を備えて地域に貢献できる有

為な人材を輩出し、地域の高い評価を得ることのできる大学となることを目指している。

本学園の理念及び本学の教育目標・目的を実現することを目指し、本学では中期計画を令

和 6 年度にする。現計画（令和 2～6 年度）では、5 つの目標と具体的な計画を掲げて、大

学全体で取り組んでいる。 
まず、①教育の質保証のために、大学の内部質保証及びその向上について、大学の使命

（単位：千円）

短

大

・

　 *併設大学が複数ある場合など、大学（2）のように校数を記載してください。

年度

4

3

2

年度

4

3

2

　

　

　

　　*流動比率は流動資産を流動負債で割った数値

　　です。

　　*余裕資金の程度とは、ここでは特定資産、その他

　　の固定資産、流動資産の計から固定負債、流動負

　　債の計を引いた差額（余裕資金）を直近の事業活

　　動支出計「書式2の(19)」で割った数値で示しています。

　

 注1：

 注2： 経常収支差額比率、人件費比率、教育研究経費比率とも、分母は経常収入です。

33.40%

経常収支差額比率 人件費比率 教研経費比率

この書式４については、網掛け部分を入力してください。その他の部分は自動的に計算するように計算式が入力してあ
りますので、何も入力しないでください。

計
731,645

差額（余裕資金） 29,166,293

15,877,613
その他の固定資産

財務状況調べ

245,523

流動負債
486,122

評
価
前
年
度
末
貸
借
対
照
表

資産

特定資産 7,000,000

流動資産 7,020,325

計
29,897,938

負債

固定負債

  短期大学名　　宇都宮短期大学

学
校
法
人
全
体

経常収入 経常支出 経常収支差額

3,248,053

3,141,534 2,751,377 390,157

2,772,940 475,113

3,092,136 2,770,655 321,481 10.40% 49.98% 33.16%

経常収支差額比率

所在地 栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829番地

学

校

法

人

名称･所在地 学校法人須賀学園 栃木県宇都宮市睦町１番３５号

併設校 その他(    )大学( ２ ) 高校( １ ) 中学(１ ) 幼稚園(  )

249,057 458,819 △209,762短
期
大
学

経常収入 経常支出 経常収支差額

258,462 452,078 △193,616 -74.91% 92.57%

237,557 448,204 △210,647 -88.67% 103.67%

流動比率 余裕資金の程度

1444.15% 1043.26%

教研経費比率

-84.22% 97.51% 70.72%

64.68%

12.42% 48.42% 32.86%

67.85%

14.63% 45.48%

人件費比率
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として計画的・組織的に取り組む。とりわけ大学の目的に適合する質の高い人材の養成を

実現するための「教育の質保証」は、大学教育の中心的な目標である。本学の取組みとし

て、教育の質保証を最重要項目に置く。次に、②教育課程については、卒業認定・学位授

与方針（ディプロマ・ポリシー）に示す力を身に付けるに相応しいものとなっているか常

に見直しを行う。具体的には、教育課程や教育方法の改善や学習成果・教育成果の可視化

に取り組むほか、「全人教育（人間形成の教育）」の理念の下、職業又は実際生活に必要な

能力を育成できるよう教育課程を常に検討する。③学生支援については、学生が修学を円

滑に継続できるよう奨学金その他の経済的支援をさらに充実する。その他、各種ハラスメ

ント防止啓発体制や学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮、資格・免許取得のた

めの支援、就職・進学支援活動等の充実を実施する。④本学にとって、入学者の確保は喫

緊の課題である。一人ひとりの学生へのきめ細かな教育を引き続き実施するとともに、本

学の地域への貢献をさらに拡大し、入学者受入れの方針に掲げる意欲、能力を持った学生

を県内および周辺の県外から広く集め、定員充足を図る。 
また、広報活動には短大の入試広報委員会と法人のアドミッションセンターを中心とし

てさらに注力し、地域創生奨学金制度をはじめとして、地元から通学できる大学の学習上、

経済上、就職上の利点を広く訴求する。当面、恒常的に 8 割を超える入学定員充足率を維

持できるようにする。学生募集のためには、大学紹介の強化を図ることが不可欠であり、

オープンキャンパスや春の大学体験講座等の充実と、高校教員に向けた大学説明会実施方

法等の改善、在学生や卒業生の母校（高等学校）への紹介、本学の認知度向上のために、

長坂キャンパスを活用した公開講座やシンポジウム等を開催し、本学の特徴を周知してい

く。 
さらに、⑤地域貢献活動の継続である。本学は、地域社会の発展に貢献し、地域社会に

信頼される知的交流の拠点になることを目指している。今後はさらに地域ニーズに応えた

シンポジウム、公開講座、研究会、演奏会等の実施による地域との連携を強化していくと

ともに、地域福祉開発センターの活動の充実を図っていく。 
本学では、入学者の状況、卒業生の動向、学生生活に関する調査の結果、高校訪問報告

書、学生の卒後評価に係る就職先聴き取り調査結果等をもとに、客観的な環境分析を行い、

本学園と本学の強み・弱みを把握し、財政上の安定を確保するための計画策定に役立てて

いる。 
入学者の状況、卒業生の動向、学生生活に関する調査の結果からは、学園の強みとして、

①学園の教育研究のシンボルかつイメージリーダー的存在であり、本学の存在そのものが

附属高校の生徒募集（系列大学は卒業時の受け皿の一つ）にもなっていること、②明治 33
年（1900 年）に創設された学園で、長年にわたりブランドとして地域からの信用が厚いこ

と、③本学附属高校があることにより高校生の進学ニーズの把握ができていることなどが

あげられる。 
一方、本学独自の強みとしては、①地域のニーズに沿った人材育成が可能なこと、②学

生生活に関する調査の満足度が高いこと、③兄弟・姉妹の入学生があり保護者から信頼さ

れていること、④日常的に卒業生が来校し学生や施設との関係が良好であること、⑤設置

基準を大幅に上回るキャンパス・設備があること、さらに、⑥学生のための駐車場が完備

されていることと路線バスの停留所が構内敷地内にあるなどである。 
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反面、弱みとしては、①本学の地理的条件（所在）に関する要因である。本学は、栃木

県県央地域にあるが、宇都宮市は、東京に 1 時間半程度で行ける JR 宇都宮駅や東武宇都

宮駅があるため、県央の高校生の目指す進路が東京志向であるという点である。しかし、

地域の中には首都圏の大学に経済的に通えない学生、また地元で就職し生活したいと願う

学生・保護者が確実に存在する。 
また、国全体としての福祉職をめぐる環境の悪さがある。人間福祉学科においては、平

成 13 年開設当初数年は、学生募集は好調で、定員を大幅に上回る学生の応募があった。し

かし、その後に発生したコムスン事件や NHK による風評被害などにより、世の中の福祉

職に対するマイナスイメージ（所謂 3K など）が定着してしまっている。その後、処遇の

改善はされてきてはいるものの、コロナ禍での福祉現場の大変さも強調されている。令和

3 年度は全国の養成校定員 13,040 人に対して入学者 7,183 人で 59.7％、外国人留学生は

2,189 人で 30％、残りが離職者訓練生であった。令和 4 年度の介護福祉士養成校の定員充

足率は 54.6％で、過去最低となっている。 
高校訪問の記録から訪問校で収集した情報をまとめたものでは、国公立・首都圏大規模

私大をはじめ 4 年制大学への進学率が高いこと、専門学校への進学率も高いことから、さ

らに全体としても高校生の短期大学への進学者が減少し、4 年制大学と専門学校とに二極

化していることも学生募集が厳しい要因となっているものと考えられる。中でも進学が県

外志向であること、福祉分野への関心度が低いこと、県南の佐野・小山・栃木・真岡・益

子地区の県内進学者が減少していること、さらに、奨学金制度や就学支援金制度への関心

が高いことなどの情報が得られた。 
これらに対する対策・検討事項として、①本学の魅力を動画等により発信する、②専門

学校や他大学・短大との差別化を訴求すること、③進路指導の先生方に理解を深めてもら

うこと、④生徒に直接社会福祉士・介護福祉士の魅力を PR すること、⑤宇都宮市の都市

の魅力を伝えること、⑥地元で学ぶ特典の付することなどがあげられ、実践してきた。特

に、「地域創生奨学金制度」「知識力奨学金制度」「一人暮らしスタートアップ支援制度」等

の奨学金制度を充実させ、経済的支援の拡大を図ってきた。 
一方、平成 29 年度から短期大学基準協会主催の「短期大学生調査」を毎年実施して、

本学の結果と全体集計結果との比較により、本学の強み・弱みを把握している。令和４年

度の調査では、本学が全体集計結果より評価の高かった項目は、①進学を決めたとき重視

したものとして、奨学金や学費免除などの経済的なサポートをもらえる、②入学して学校

行事の委員や運営スタッフとして参加した、③入学して先生との間で授業や学習内容に関

することを話した、④入学して先生との間で就職や編入学などの進路相談をした、⑤入学

して専門分野や学科の知識が増えた、等である。この結果からは、本学が奨学金に力を入

れたこと、教員が専門職の育成も含めて親身になって学生の相談や質問に応じていること

など、教育理念（全人教育）が具現化された本学の強みが明らかにされたものと考えられ

る。 
逆に、全体集計結果よりも評価が低かった項目は、購買施設に満足、自学自習の能力（習

慣）が増えた、学食の満足度が低い等であった。しかし、自学自習時間や学食の満足度は

前年度よりも評価が上がってきている。また、令和４年度の学生生活の充実度（充実して

いる・ある程度充実している）は、全体集計結果の 63.7％に対して本学は 67.1％になって
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いる。アクティブラーニングによる授業の拡大に加えて、事前・事後学習課題等による自

学・自習の能力（習慣）の向上やコロナ禍でも対面授業を継続してきた成果と考えている。

長い歴史の中で、地域から絶大な信頼を得て、人材供給を行ってきた本学の優位性をアピ

ールしていく必要性を改めて感じている。 
本学は北関東最大の都市である宇都宮市にあるが、一方で地元の高校生にとっては首都

圏の大学にも十分通学できる立地にもある。本学園は創立以来 1 世紀以上にわたり約 7 万

人の卒業生を輩出しており、現在、附属中学・高校には約 2,700 名の生徒が在籍している。

学生生徒と教職員が家庭的な雰囲気の中での「面倒見の良い学園」であるという長年の評

価を本学も継承しつつ、地域の課題解決に積極的にかかわることで地域にある高等教育機

関の役割を果たすことこそが存立基盤と考えている。 
地域の中には首都圏の大学に経済的に通えない学生、また地元で就職し生活したいと願

う学生・保護者は確実に存在する。そうした学生にとって、本学の「音楽・健康・福祉・

栄養」という地域に根ざした人材養成の目的は、まさに地域のニーズに応えるものである

と確信している。また、附属中学・高校の生徒や保護者にとって、地元の系列校に進学で

きるという安心感は、同校の生徒募集上の存在意義としても大きい。 
北関東・南東北における「音楽・健康・福祉・栄養」という特色ある生活に必要な学科

を有するものとして生き残りを図るために、社会や高校生のニーズに応じられるよう、教

育内容を引き続き多様化していくことで魅力を高めていくこととする。 
次表は、令和 5 年度から 9 年度までの現時点での学生募集中期目標、過去 4 年間（令和

元年度～令和 4 年度）の収支実績と今後 5 年間（令和 5 年度～9 年度）の財務目標を示し

たものである。なお、中期計画（令和 2 年度～6 年度）は令和 6 年度に改訂する（令和 7
年度～令和 11 年度）。 

 

  
 

学 科 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度

音楽科 14/40 20/30 25/30 30/30 30/30

人間福祉学科 21/50 25/40 28/40 30/40 35/40

食物栄養学科 32/30 35/30 35/30 35/30 35/30

計 67/120 80/100 88/100 95/100 100/100

※音楽科…R6年度　定員変更予定

※人間福祉学科…R6年度　定員変更予定

学生（入学者）募集中期目標

入学者数／定員数
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人事計画については、文部科学省・厚生労働省の法令遵守を基本に実施しており、適切

に行われている。また、食物栄養学科の教員の年齢構成が比較的高くなっていることから、

順次、年齢構成を改善していく予定である。 
施設設備の将来計画については、設備更新を随時予定している。外部資金の獲得は、特

にない。また、遊休資産はなく、処分等の計画もない。経営情報については、毎年 4 月の

教授会において財務状況についての説明が学長からなされ、公開されている。全教職員が

危機感を共有し、一丸となって経営改善していくための意思統一をしている。 
 
＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の課題＞ 

定員の充足率を高めるとともに、運営コストも教育研究の質に影響しない範囲で効率化

を図り、 宇都宮短期大学単体としての収支改善をめざす。 
 
＜基準Ⅲ 教育資源と財的資源の改善状況・改善計画＞ 
 
（a） 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計画

の実施状況 
本学にとっては、短大単体の財務の改善には学生の確保が最大の課題であり、魅力ある

履修コースや学科の増設等により学生募集に注力するとともに、運営コストも教育研究の

質に影響しない範囲で効率化を図ってきた。本学単体としての黒字転換をめざし、健全な

経営をするために中期財務計画により努力していく。平成 30 年度からカリキュラムを拡

充して、音楽科は、吹奏楽・アンサンブル専攻コースを新設した。平成 31 年 4 月、食物

栄養学科（定員 30 名）を新設した。このことにより、入学者は、定員 120 名に対して平

成 28 年度 57 名が令和 2 年度 80 名に増加した。教員組織の年齢構成は、音楽科 平均

（49.2 歳）・人間福祉学科（49.6 歳）と低くなってきたが、食物栄養学科（55.5 歳）は新

設のため平均年齢が高くなっている。 
SD 活動については、平成 27 年度に規程を整備し、以後、毎年継続して実施している。 

令和 3 年度は「労働法の教え方セミナー」（オンラインセミナー）に参加後、参加職員によ

る同 SD 研修を他の事務職員に実施。4 年度は情報セキュリティ研修、短期大学生生活指

導担当者研修（オンラインセミナー）、情報セキュリティ監査担当者研修（オンラインセミ
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ナー）に参加して事務職員の資質向上、スキルアップにつなげている。さらに事務職員の

業務分担を明確化するとともに大学・短期大学共通のアドミッションセンターを設置し、

入試広報・募集のため事務職員 2 名を増員し、育児・介護休業は規程に基づいて運用して

いる。 
その他、校地・校舎関連では、①1 号館中講義室をアンサンブルホールに改修した。②

本学から徒歩 5 分の場所にグラウンド用地（約 50,000 ㎡）を本学附属高校で取得し整備

して、短大の体育等でも利用している。また、子どもの森を整備し、野外ステージを設置、

授業や地域福祉センター等のイベントで活用している。 
設備関連では、①Wi-Fi を拡充、②パソコンの CPU の更新やサーバー環境を整備、③1

号館及び須賀友正記念ホールの照明を LED 化して、省エネ化を図った。④PC 教室をアク

ティブラーニング室に改修した。⑤ピアノ等楽器を継続的に更新してきた。 
 
（b） 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

本学の最大の課題は、入学定員の充足率を上げることである。福祉人材の中でも介護人

材の育成は、高齢者福祉の 2025 年問題を目前にして、国家的な課題である。令和 6 年度

に、音楽科の入学定員 40 名を 30 名に、人間福祉学科社会福祉専攻の入学定員 30 名を 25 
名に、介護福祉専攻の定員 20 名を 15 名に削減する。食物栄養学科の入学者数は安定して

いるが、福祉の大切さと待遇改善を周知し、短大全体としての定員充足率を上げることに

注力していく。 
さらに、本学の魅力を地域住民に知っていただくための地域貢献活動を、専任教員の人

的資源を生かして活性化し、入学者数の増加につなげていきたい。 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 
 
［テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ］ 
 
＜根拠資料＞ 

提出資料 28 学校法人須賀学園寄附行為、29 学校法人須賀学園理事会決議録（令和 2
（2020）年度～令和 4（2022）年度） 

提出資料-規程集 95 学校法人須賀学園寄附行為、96 学校法人須賀学園給与規則、 
97 学法人須賀学園退職金規程、98 学校法人須賀学園経理規程、99 学校法

人須賀学園固定資産及び物品管理規程、100 学校法人須賀学園資金運用に関

する取扱規則、101 学校法人須賀学園監事監査に関する取扱規則、102 学校

法人須賀学園における公益通報に関する規程、103 学校法人須賀学園特定個

人情報基本方針、104 学校法人須賀学園危機管理マニュアル 
備付資料 59 理事長の個人調書、60 学校法人実態調査表（令和 2～4（2020～2022）

年度）、61 ウェブサイト「中期計画」 
http://www.ujc.ac.jp/disclosure/pdf/1_5chukikeikaku.pdf 、 
86 理事・評議員名簿 

 
［区分 基準Ⅳ-A-1 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点              
（1） 理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。 

 ① 理事長は、建学の精神・教育理念、教育目的・目標を理解し、学校法人の

発展に寄与できる者である。 

 ② 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理している。 

 ③ 理事長は、毎会計年度終了後 2 月以内に、監事の監査を受け理事会の議決

を経た決算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業

報告書）を評議員会に報告し、その意見を求めている。 

（2） 理事長は、寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定

機関として適切に運営している。 

 ① 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。 

 ② 理事会は、理事長が招集し、議長を務めている。 

 ③ 理事会は、認証評価に対する役割を果たし責任を負っている。 

 ④ 理事会は、短期大学の発展のために、学内外の必要な情報を収集してい

る。 

 ⑤ 理事会は、短期大学の運営に関する法的な責任があることを認識してい

る。 

 ⑥ 理事会は、学校法人運営及び短期大学運営に必要な規程を整備している。 

（3） 理事は、法令及び寄附行為に基づき適切に構成されている。 

 ① 理事は、学校法人の建学の精神を理解し、その法人の健全な経営について

学識及び識見を有している。 

様式 8－基準Ⅳ 
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 ② 理事は、私立学校法の役員の選任の規定に基づき選任されている。 

 ③ 寄附行為に学校教育法校長及び教員の欠格事由の規定を準用している。 

 
＜区分 基準Ⅳ-A-1 の現状＞ 

本学園の創立者須賀栄子の甥（第 2 代理事長、初代学長須賀友正）の孫である現理事長

（第 4 代学長）須賀英之は、先代の長男として父親から受け継いだ本学の建学の精神を誰

よりも理解している者である。昭和 52 年 4 月に東京大学経済学部を卒業後、日本興業銀

行（現みずほ銀行）に入行し、同行の人事部副調査役、産業調査部主任部員、本店営業部・

業務部副部長などを歴任した。その後、人間福祉学科創設の前年（平成 12 年 10 月）に戻

り、平成 13 年 4 月に本学副学長に就任したあと、平成 16 年 4 月に本学学長に就任、平成

31 年 4 月に学校法人須賀学園理事長に就任した。この間、約 23 年余りにわたり、創立者

の教育理念・目的を実践して、本学と本学園の発展に寄与してきた者である。 
現在は、学校法人須賀学園理事長、宇都宮共和大学学長、宇都宮短期大学学長、同附属

中学校長・高等学校校長を務めている。 
公職としては、栃木県次期プラン及び総合戦略策定懇談会会長、栃木県私学審議会副会

長、栃木県文化振興審議会会長、栃木県楽友協会会長、栃木県交響楽団会長、宇都宮市産

業協議会会長、宇都宮まちづくり推進機構理事長、栃木銀行社外監査役などを務めている

（備付-59）。 
理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。理事長は、学校法人の運営全般に

リーダーシップを適切に発揮している（提出-28 第 11 条）。理事長は、建学の精神・教育

理念、教育目的・目標を理解し、学校法人の発展に寄与し、学校法人を代表し、その業務

を総理している。毎会計年度終了後 2 月以内に、監事の監査を受け理事会の議決を経た決

算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書）を評議員会に報

告し、その意見を求めている（提出-28 第 34 条）。 
また、理事長は、寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定機関

として適切に運営している（提出-28 第 15 条 3）。理事会は、学校法人の業務を決し、理事

の職務の執行を監督している（提出-28 第 15 条 2）。理事会は、理事長が招集し、議長を務

めている（提出-28 第 15 条 3・7）。理事会は、認証評価に対する役割を果たし責任を負っ

ている。理事会は、短期大学の発展のために、学内外の必要な情報を収集している（提出

-29）。理事会は、短期大学の運営に関する法的な責任があることを認識し、学校法人運営

及び短期大学運営に必要な規程を整備している（提出-規程集 95～104）。 
理事は、法令及び寄附行為に基づき適切に構成されている（提出-28 第 6 条）。理事は、

学校法人の建学の精神を理解し、その法人の健全な経営について学識及び識見を有してい

る（提出-28）。理事は、私立学校法の役員の選任の規定に基づき選任されている。また、

寄附行為に学校教育法校長及び教員の欠格事由の規定を準用している（提出-28 第 6 条）。 
 
＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの課題＞ 

引き続き、法令遵守に則った理事会等の学校法人の管理運営体制を堅持していく。 
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＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの特記事項＞ 
 理事長は、本学園の創始者須賀栄子の甥の孫であり、本学園の建学の精神・教育理念、

教育目的・目標を誰よりも理解している。人格が高潔で学識が優れ、120 年以上の歴史を

もつ本学園の第 4 代目理事長であり、宇都宮共和大学学長、宇都宮短期大学学長、同附属

中学・高等学校校長を務めている。また、公職として栃木県の様々な要職を務めている。

地域で求められ教育の質やニーズを多方面から常に把握し、地域貢献と地域住民の豊かな

生活の実現に向けた大学の発展のために理事会を適切に運営している。 
 
 
［テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ］ 
 
＜根拠資料＞ 

提出資料 6 宇都宮短期大学学則、30 宇都宮短期大学教授会議事録（令和 2（2020）年

度～令和 4（2022）年度） 
提出資料-規程集 1-3） 宇都宮短期大学学生の賞罰に関する内規、2 宇都宮短期大学組

織規程、3 宇都宮短期大学事務組織規程、4 宇都宮短期大学運営委員会規程、

32 宇都宮短期大学学長選考規程、33 宇都宮短期大学副学長選任規程、43 宇
都宮短期大学教授会規程、44 宇都宮短期大学専任教員会議規程、45 宇都宮

短期大学教務委員会規程、54 宇都宮短期大学入学試験・広報委員会規程、55 
宇都宮短期大学学生委員会規程、56 宇都宮短期大学就職委員会規程 

備付資料 59 学長の個人調書、62 委員会議事録（内部質保証会議、自己点検・評価委

員会、自己点検・評価推進部会、教務委員会、学生委員会、就職委員会、入

学試験・広報委員会） 
 

［区分 基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確

立している。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点               

（1） 学長は、短期大学の運営全般にリーダーシップを発揮している。 

 ① 学長は、教学運営の最高責任者として、その権限と責任において、教授会

の意見を参酌して最終的な判断を行っている。 

 ② 学長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有して

いる。 

 ③ 学長は、建学の精神に基づく教育研究を推進し、短期大学の向上・充実に

向けて努力している。 

 ④ 学長は、学生に対する懲戒（退学、停学及び訓告の処分）の手続を定めて

いる。 

 ⑤ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督している。 

 ⑥ 学長は、学長選考規程等に基づき選任され、教学運営の職務遂行に努めて

いる。 

（2） 学長等は、教授会を学則等の規定に基づいて開催し、短期大学の教育研究上
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の審議機関として適切に運営している。 

 ① 教授会を審議機関として適切に運営している。 

 ② 学長は、教授会が意見を述べる事項を教授会に周知している。 

 ③ 学長は、学生の入学、卒業、課程の修了、学位の授与及び自ら必要と定め

た教育研究に関する重要事項について教授会の意見を聴取した上で決定し

ている。 

 ④ 学長等は、教授会規程等に基づき教授会を開催し、併設大学と合同で審議

する事項がある場合には、その規程を有している。 

 ⑤ 教授会の議事録を整備している。 

 ⑥ 教授会は、学習成果及び三つの方針に対する認識を共有している。 

 ⑦ 学長又は教授会の下に教育上の委員会等を規程等に基づいて設置し適切に

運営している。 

 
＜区分 基準Ⅳ-B-1 の現状＞ 

学長須賀英之は本学の教育運営の最高責任者として、学則第 36 条の 3 に基づいた学長

の権限と責任において、教授会における教員の意見を十分に参酌して、最終的な判断を行

い、リーダーシップを発揮している（提出-6、提出-規程集 43）。 
また、宇都宮短期大学学長選考規程により選出された学長は、教学運営の職務遂行に努

めている（提出-規程集 32）。人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有

すると認められる者である。このことは学長の経歴と地域における幅広い公的な職務から

も言える（備付-59）。 
学長は、本学園創始者須賀栄子の教育方針に基づく建学の精神を、入学式や学位授与式

の式辞等で広く述べるだけでなく、建学の精神に基づく教育研究を推進し、本学の教育の

質向上及び経営基盤の充実に向けて努力している。 
懲戒については、学則第 28 条に学長は、学生が学則に違反し、あるいは学生の本文にも

とる行為をしたときは、教授会の議にもとづいて懲戒する、第二項に懲戒はその情状によ

り訓告、受験停止、停学及び退学とすると定めている（提出-規程集 1 第 28 条）。これら

の処分の手続きに関することは学生の賞罰に関する内規を定めている。懲戒の対象となる

行為は、学則第 28 条第二項の他に、①著しく人権を侵害する行為犯罪行為等、社会の秩序

を乱す行為、②犯罪行為等、社会の秩序を乱す行為、③学生の本文にそむき、本学の名誉

を乱す行為、④本学の学則および規程等に違反する行為、⑤試験における不正行為、⑥論

文等における学問的倫理に反する行為、⑦本学の教育・研究活動を妨害する等、本学の秩

序を乱す行為とし、学長は、学生に対する懲戒の手続を定めている（提出-規程集 1-3））。 
一方、学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督している（提出-規程集 2、3）が、須

賀学園理事長・宇都宮短期大学学長のみでなく、系列校の宇都宮短期大学附属中学校、高

等学校校長、宇都宮共和大学学長を兼務し、多忙であるため、本学には副学長を（提出-規
程集 2）、附属中学・高校には教頭 2 名を、宇都宮共和大学には副学長をそれぞれ置いて

いる。これらのマネジメントスタッフが、学長の業務をサポートしている。 
本学では宇都宮短期大学運営委員会規程に基づいて、定期的（月 1 回以上）に運営委員

会を開催して、学長、副学長、各学科長、事務局長で懸案事項や施策を審議し、教授会に
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先立って学内のきめ細かい連絡調整を行っている（提出-規程集 4）。 
以上のように、学長は、自らをサポートする体制を組織的に作って、リーダーシップを

発揮することで、教学運営最高責任者としてその権限と責任において、教授会の意見を参

酌して最終的な判断を行っている。 
学校教育法第 93 条および本学学則・本学教授会規程に基づいて、学長は、教授会を審議

機関として適切に運営している（提出-規程集 43）。あらかじめ教授会が意見を述べるべ

き事項を教授会で周知している。これらは、教授会に先立って開催される各学科の専任教

員会議で審議・検討され、意見がある場合は、事前に学科長より学長に意見を述べている

（提出-規程集 44）。教授会の議事録は、事務局が整備している（提出-30）。なお、宇都

宮共和大学と本学の合同教授会は実施していない。 
学習成果及び三つの方針については、関係する各委員会により案が作成され、専任教員

会議で検討された後、教授会において審議の上、学長が決定し、周知されている。よって

教授会は、学習成果及び三つの方針に対する認識を十分に有している。 
 宇都宮短期大学組織規程に基づいて、教育研究上の各委員会等を設置している（提出-規
程集 2 別表）。各委員会の委員会規程には、「設置・目的・職務・構成・運営・採決等」が

定められ、この規程に基づいて運営されている（提出-規程集 45、54、55、56）。 
 
＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの課題＞ 
引き続き、学長のリーダーシップのもと組織的に教育研究活動を実施していく。 

 
＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの特記事項＞ 
 学長は、法令遵守とともに学内では常に諸規程を見直し、規程にもとづき、リーダーシ

ップを発揮している。教育の質の向上については、建学の精神「全人教育（人間形成の教

育）」をもとに、変化する地域・社会情勢の中で新たな情報収集を行い、グローバルな視点

を持つ教育内容の充実を図り、教職員との情報を共有し、学生ひとり一人の素質を伸ばす

きめ細やかな学生指導の実践を促進している。 
 
 
［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］ 
 
＜根拠資料＞ 

提出資料 28 学校法人須賀学園寄附行為、31 評議員会決議録（（令和 2（2020）年度～

令和 4（2022）年度）  
備付資料  77 ウェブサイト「情報公開」http://www.ujc.ac.jp/disclosure/index.html 

 63 監査報告書（令和 2（2020）年度～令和 4（2022）年度） 
 
［区分 基準Ⅳ-C-1 監事は法令等に基づいて適切に業務を行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点             
（1） 監事は、学校法人の業務、財産の状況及び理事の業務執行の状況について適

宜監査している。 
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（2） 監事は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況につ

いて、理事会及び評議員会に出席して意見を述べている。 
（3） 監事は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況につ

いて、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後 2 月以内に理

事会及び評議員会に提出している。 
 
＜区分 基準Ⅳ-C-1 の現状＞ 

監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。監事は、学校法人の業務・ 
教学及び財産の状況について監事 2 人により適宜監査し（提出-28 第 14 条 2）、学校法人

の業務又は財産の状況について、理事会及び評議員会に出席して意見を述べている（提出

-28 第 14 条 6）。また、監事は、学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監

査報告書を作成し、当該会計年度終了後 2 月以内に理事会及び評議員会に提出している。

決算及び年度期中の監査について公認会計士に必要な説明を求め、監査結果の説明を受け

るなどして財務諸表類が適正に記載され、会計処理が正確になされていることを確認して

いる（提出-28 第 14 条 3）。 
監事は、学校法人須賀学園監事監査に関する取扱規則に基づき、学校法人須賀学園の業

務・教学又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了

後 2 月以内に理事会及び評議員会に提出している（備付-63）。この監事業務を遂行するた

めに法人事務局に監事担当者を置き、理事長室の隣に監事室を設けている。また、理事会・

評議員会には毎回出席して意見を述べている（提出-28 第 14 条 2）。 
 
［区分 基準Ⅳ-C-2 評議員会は法令等に基づいて開催し、理事長を含め役員の諮問機関

として適切に運営している。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点             
（1） 評議員会は、理事の定数の 2 倍を超える数の評議員をもって、組織してい

る。 
（2） 評議員会は、私立学校法の評議員会の規定に従い、運営している。 

 
＜区分 基準Ⅳ-C-2 の現状＞ 

評議員会は学校法人須賀学園寄附行為の規定に基づいて開催し、理事長を含め役員の諮

問機関として適切に運営している。本法人の「寄附行為」に定める理事数は、定数 7～13
人で（提出-28 第 5 条）、令和 4 年 4 月 1 日現在 8 人、評議員数は定数 16～27 人で、現在

18 人である（提出-28 第 18 条 2）。評議員は、理事の定数の 2.2 倍で、評議員会は理事の

定数の 2 倍を超える数の評議員をもって、組織している。 
評議員会は、私立学校法の評議員及び評議委員会の規定に従い、運営している（提出-28 

第 18 条）。評議委員会は定例で年 3 回開催した。評議員は下記に掲げる諮問事項について

規定に基づき運営している。 
一 予算及び事業計画 
二 事業に関する中期的な計画 
三 借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び基本財
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産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 
四 役員に対する報酬等（報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利

益及び退職手当をいう。以下同じの支給基準） 
五 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 
六 寄附行為の変更 
七 合併 
八 目的たる事業の成功の不能による解散 
九 寄附金品の募集に関する事項 
十 その他この法人の業務に関する重要事項で、理事長において必要と認めた事項 
 
また、理事会において決議された決算及び実績の報告は、理事長が監事の意見を付して

評議員会に報告し評議員の意見を求めている。以上のことから、評議員会は私立学校法評

議員及び評議員会の規定に従い運営している（提出-31）。 
 
［区分 基準Ⅳ-C-3 短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情報

を公表・公開して説明責任を果たしている。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点          
（1） 学校教育法施行規則の規定に基づき、教育情報を公表している。 
（2） 私立学校法に定められた情報を公表・公開している。 

 
＜区分 基準Ⅳ-C-3 の現状＞ 
 本学は、学校教育法施行規則の規定に基づき、教育情報を公表している。 
また、私立学校法の規定に基づき、財務情報をそれぞれホームページに公開している。本学は、

短期大学として常に高い公共性と社会的責任を有していることを意識し、積極的に情報を公

表・公開して説明責任を果たしている（備付-77）。 
 
＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの課題＞ 
 令和 5 年 4 月に私立学校法人のガバナンス改革のために、改正私立学校法が成立した。 
本学では、これまで私立学校法を遵守してガバナンスを定めて実施してきたが、改正私立

学校法に基づき、7 年度の実施に向けて具体的内容を確認し、計画的に進めていくことが

課題である。 
 
＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの特記事項＞ 
 法令を遵守しながら私立学校の任務を達成するためにガバナンスを強化し、コロナ禍で

あっても対面で学ぶ大切さを学生と共有し、感染対策を講じながら教育を実践してきた。

入学者数は、音楽科と人間福祉学科では減少したが、入学した学生の教育・学生生活の満

足度は高く、就職・進学率も希望者は 100%であった。 
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＜基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの改善状況・改善計画＞ 
 
（a） 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計画

の実施状況 
前回の認証評価時は、須賀学園全体としての財務状況は健全で懸念はないものの、本学

単体では、音楽科・人間福祉学科を合わせた定員充足率が 5 割未満であった。このため既

述の学科、コースの増設を行ったが、収支は、赤字であった。本学にとって最大の課題は、

学生確保に努めることであり、ガバナンス強化し、本学単体としての収支状況を改善に向

けていくことであった。 
平成 31 年度から食物栄養学科を新設したことにより、入学者の増加を図ることができ

た。これにより定員充足率は、宇都宮短期大学全体で平成 28 年度の 47.5%から令和 3 年

度には 78.3％まで回復した。しかし、4 年度は 64.2％に減少した。コロナ禍により、音楽

や福祉分野を希望する高校生が減少し、5 年度の定員充足率は 55.8％に低下している。こ

のため、令和 6 年度には音楽科、人間福祉学科の定員減を行い、充足率の向上に努めるこ

ととしている。 
引き続き、法令遵守に則った理事会等の学校法人の管理運営体制を堅持しながら、学長

はリーダーシップを発揮していく。 
 
（b） 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 
 私立学校法の改正に伴う学校法人のガバナンス改革の趣旨を理解し、それに沿って執行

と監視、監督の役割の明確化・分離を行う。具体的には、令和 7 年度の施行及び経過期間

中に理事・評議員の兼務を解くなど、必要な措置を行う。 
  

以上 
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